
平成31年２月宮崎県定例県議会

文教警察企業常任委員会会議録

平成31年３月６日～８日・12日

場 所 第３委員会室



- 1 -

平成31年３月６日（水曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成31年度宮崎県一般会計予算

○議案第15号 平成31年度宮崎県立学校実習事

業特別会計予算

○議案第16号 平成31年度宮崎県育英資金特別

会計予算

○議案第17号 平成31年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算

○議案第18号 平成31年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算

○議案第19号 平成31年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算

○議案第29号 宮崎県一ツ瀬川県民スポーツレ

クリエーション施設条例の一部

を改正する条例

○議案第30号 教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○議案第32号 教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第34号 職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する条例及び市町村立学校

職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第41号 風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律施行条例の

一部を改正する条例

○議案第49号 平成30年度宮崎県一般会計補正

予算（第６号）

○議案第63号 平成30年度宮崎県立学校実習事

業特別会計補正予算（第１号）

○議案第64号 平成30年度宮崎県育英資金特別

会計補正予算（第１号）

○議案第65号 平成30年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）補正予算（第

２号）

○議案第77号 宮崎県電気事業会計減債積立金

の目的外使用について

○議案第78号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・平成30年中の交通事故の概要と取組について

・緑のダム造成事業記念植樹祭について

・五ヶ瀬中等教育学校における男女比の改善等

に係る対応について

・学校における働き方改革推進プラン（最終案）

について

・次期「宮崎県教育振興基本計画」の策定につ

いて

○教育委員との意見交換

・教職員の働き方改革について

・開かれた学校づくりについて

出席委員（７人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 中 野 廣 明

委 員 横 田 照 夫

委 員 河 野 哲 也

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）
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委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

警 務 部 長 大 塚 祥 央

警務部参事官兼
時 任 和 博

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 河 野 重 定

刑 事 部 長 廣 澤 康 介

交 通 部 長 谷 口 浩

警 備 部 長 小 野 博

警務部参事官兼
河 野 晃 央

会 計 課 長

警務部参事官兼
福 永 光 宏

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
鍋 倉 幸 次

生活安全企画課長

総 務 課 長 上 平 賢 一

少 年 課 長 宮 﨑 俊 昭

生 活 環 境 課 長 井 上 保 志

交 通 規 制 課 長 日 髙 靖 和

運 転 免 許 課 長 日 高 好 章

企業局

企 業 局 長 図 師 雄 一

副 局 長
佐 野 詔 藏

（ 総 括 ）

副 局 長
土 屋 喜 弘

（ 技 術 ）

技 監 喜 田 勝 彦

総 務 課 長 奥 浩 一

経 営 企 画 監 新 穂 浩 一

工 務 課 長 平 松 信 一

電 気 課 長 森 本 誠 二

施 設 管 理 課 長 山 下 正 次

総 合 制 御 課 長 上 石 浩

教育委員会

教 育 長 四 本 孝

副 教 育 長 武 田 宗 仁

教 育 次 長
吉 田 郷 志

（教育政策担当）

教 育 次 長
金 子 文 雄

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 中 嶋 亮

財 務 福 利 課 長 柚木崎 誠一朗

育 英 資 金 室 長 重 盛 俊 郎

高 校 教 育 課 長 川 越 淳 一

義 務 教 育 課 長 黒 木 貴

特別支援教育課長 酒 井 裕 市

教 職 員 課 長 黒 木 健 一

生 涯 学 習 課 長 後 藤 克 文

スポーツ振興課長 萩 尾 英 司

高校総体推進課長 米 丸 麻貴生

文 化 財 課 長 谷 口 武 範

人権同和教育課長 鎌 田 剛 史

図 書 館 長 金 子 洋 士

美 術 館 副 館 長 加 塩 美 昭

総 合 博 物 館 長 黒 木 義 博

事務局職員出席者

政策調査課主査 甲 斐 健 一

議事課主任主事 石 山 敬 祐

○渡辺委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしております日程案をごら

んください。

本日は、補正予算関連議案等について審査を

行い、あす以降、当初予算関連議案等について
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審査を行うということにしておりますが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。

お手元に配付をしております委員会審査の進

め方案をごらんください。

まず、１、審査方針についてであります。

当初予算の審査に当たっては、重点事業、新

規事業を中心に説明を求めることとし、あわせ

て平成29年度決算における指摘要望事項に係る

対応状況についても説明を求めることとしてお

ります。

次に、２、当初予算議案の審査についてであ

ります。

当初予算の審査に当たっては、長くなること

が予想されることから、教育委員会については

３グループに分けて審査を行い、最後に総括質

疑の場を設けたいと存じますが、審査方法につ

いて御異議はありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、議案第34号「職員の勤務時間、休日及

び休暇に関する条例及び市町村立学校職員の勤

務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改

正する条例」に対する人事委員会の意見につい

てであります。

お手元に配付をしております資料をごらんく

ださい。

これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、議会は人事委員会の意見を聞くことと

なっており、その回答でありますので、御参考

にお配りをしております。ご確認をいただきた

いと思います。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前９時59分休憩

午前10時２分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました補正予算関連議案

等について、本部長の説明を求めます。

○郷治警察本部長 警察本部でございます。

御審議いただきます案件の御説明の前に、お

わびを申し上げたいと思います。既に広報いた

しまして、報道等されておりますが、去る１月25

日に窃盗事案で本県の警察官に対しまして、停

職６カ月、また、強制わいせつ事案で本県警察

の事務職員に対しまして、停職３カ月の懲戒処

分をそれぞれ行いました。これらの事案の発生

はまことに遺憾でございまして、被害関係者の

皆様及び常任委員会の常任委員の皆様を初めと

して、県民の皆様に深くおわびを申し上げます。

申しわけありませんでした。

県警といたしましては、今後の再発防止はも

とより、組織の総力を挙げまして、県民の期待

と信頼に応える、強くしなやかな警察活動を推

進いたしまして、安全で安心して暮らせる宮崎

県の実現に尽くしてまいりたいと考えておりま

す。

渡辺委員長を初め、常任委員の皆様には、今

後とも御指導のほどをどうぞよろしくお願い申

し上げます。

本日は、春の人事異動に伴いまして、執行部

の職員に変更がありましたので、私から御紹介

申し上げました後に、議案として平成30年の宮

崎県一般会計の補正予算と報告事項といたしま
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して、損害賠償額を定めたこと、その他の報告

事項といたしまして、平成30年中の交通事故の

概要と取り組みの３項目につきまして、それぞ

れの担当部長から御報告をさせます。

それでは、執行部の職員を建制順に御紹介い

たします。

警務部長の大塚警視正でございます。

警務部参事官兼首席監察官の時任警視正でご

ざいます。

生活安全部長の河野重定警視正でございます。

刑事部長の廣澤警視正でございます。

交通部長の谷口警視正でございます。

警備部長の小野警視正でございます。

警務部参事官兼会計課長の河野晃央警視でご

ざいます。

警務部参事官兼警務課長の福永警視でござい

ます。

生活安全部参事官兼生活安全企画課長の鍋倉

警視でございます。

総務課長の上平警視でございます。

少年課長の宮﨑警視でございます。

生活環境課長の井上警視でございます。

交通規制課長の日髙靖和警視でございます。

運転免許課長の日高好章警視でございます。

以上が、本日出席の警察本部執行部の職員で

ございます。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。

私からは、以上でございます。

○渡辺委員長 本部長の概要説明が終了いたし

ました。

次に、議案に関する説明を求めます。

○大塚警務部長 それでは、平成31年２月定例

県議会提出の議案第49号「平成30年度宮崎県一

般会計補正予算（第６号）」の公安委員会関係に

つきまして御説明いたします。

お手元の文教警察企業常任委員会資料の２枚

目、資料１、平成30年度２月補正予算について

という題名の資料と平成30年度２月補正歳出予

算説明資料の463ページ以降により、御説明させ

ていただきます。

それでは、資料１の１、２月補正予算の概要

をごらんください。

本議案に係る補正予算はマイナス４億5,854

万1,000円の減額補正であります。その内訳は、

人件費の執行残及び物件費の入札残等による減

額などであります。

また、今回の補正によりまして、補正後の予

算額は恩給及び退職年金費を除きまして、263

億6,542万7,000円となります。

それでは、今回の補正の内容を科目別、事項

別に御説明いたしますので、資料１の２、事項

別補正予算額と主な補正事業をごらんください。

歳出予算説明資料につきましては、467ページ

からになります。

資料１の項目２の一覧表、最上段左側に記載

しております会計、科目、事項の欄をごらんく

ださい。

会計、一般会計、（款）警察費（項）警察管理

費（目）公安委員会費（事項）委員報酬、補正

額マイナス62万4,000円及びその下の（事項）委

員会運営費、補正額マイナス53万4,000円でござ

いますが、この減額は実績日数が見込みより少

なかったことによる日額報酬の不用額と旅費等

の執行残であります。

次に、（目）警察本部費（事項）職員費、補正

額マイナス２億5,450万1,000円でございますが、

これは職員の人件費に係る補正であり、その主

なものは、育児休業者、年度途中退職者及び休

職者に係る給料等の不用額であります。

次に、（事項）運営費、補正額マイナス7,404
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万円でございますが、その主な不用額または執

行残としては、産休及び休職する職員が見込み

より少なかったことから、代替臨時職員の採用

が少なかったことによる、臨時職員雇用賃金等

の減額マイナス1,252万円、駐在所に勤務する警

察官の配偶者が警察官の不在時に駐在所に来所

した住民等の応接を行うことに対する謝金等と

して、駐在所等協力家族報償費、駐在所等接遇

費、交番等接遇費がありますが、家庭の事情等

により配偶者が同居できなかったことによる不

用額マイナス2,293万9,000円、改元に伴うシス

テム改修に要する経費の執行残マイナス1,000

万6,000円であります。

次に、（目）装備費（事項）装備費、補正額マ

イナス472万8,000円でございますが、これは、

警察機動力及び警察装備の計画的整備充実強化

と装備資機材に要する経費の執行残に伴う補正

でありまして、その主なものは、入札の結果、

執行残が生じた警察車両の計画的更新整備事業

費マイナス207万9,000円であります。

次に、（目）警察施設費（事項）警察施設費、

補正額マイナス1,195万8,000円でございますが、

これは警察施設の計画的整備と適正な維持管理

に要する経費の執行残に伴う補正でありまして、

その主なものとしては、移転により建てかえを

予定していた小林警察署真方駐在所の現地建て

かえに伴う用地購入費の不用額マイナス706

万1,000円であります。

次に、（事項）警察署庁舎建設費、補正額マイ

ナス400万円でございますが、これは、警察署庁

舎建設に要する経費として、えびの警察署庁舎

建設整備事業がありますが、入札の結果、執行

残が生じた旧えびの警察署の解体工事費であり

ます。

次に、（目）運転免許費（事項）運転免許費、

補正額マイナス1,978万8,000円でございますが、

これは運転免許試験及び各種講習、その他運転

免許事務処理に要する経費の執行残に伴う補正

でありまして、その主なものは、平成21年１月

から導入されているＩＣカード運転免許証を発

行するための装置のリースや消耗品の購入等に

要する経費として、運転免許証ＩＣカード化導

入事業がありますが、更新者数が当初見込んで

いた人数よりも少なくなる見込みであることな

どから、ＩＣカードの購入費マイナス410万6,000

円を減額するものであります。

次に、（項）警察活動費（目）警察活動費（事

項）一般活動費、補正額マイナス7,624万9,000

円でございますが、これは、生活安全・刑事及

び交通等警察活動全般に要する経費の執行残等

に伴う補正でありまして、その主な不用額また

は執行残としては、警察本部や警察署で使用す

る電話回線使用料などの不用額による警察電話

専用料等警察電話通信費の減額マイナス1,321

万6,000円、現地調査、データ入力委託業務の入

札の結果、現地調査に係る委託料の単価が安価

になったことによる自動車保管場所証明事務に

要する経費の減額マイナス1,134万7,000円、被

留置者の給食数が年間延べ２万3,000人を下回る

見込みとなったことによる被留置者経費の減額

マイナス761万円、各事業に属さない警察活動全

般における旅費の不用見込み額や各種委託料の

執行残等によるその他警察活動経費等の減額マ

イナス1,631万4,000円であります。

次に、（事項）交通安全施設維持費、補正額マ

イナス３万2,000円でございますが、この減額は

信号機、灯火標識、交通情報板等の交通安全施

設の維持に係る業務の執行残等によるものであ

ります。

次に、（事項）交通安全施設整備事業費、補正
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額マイナス1,208万7,000円でございますが、そ

の主なものとしては、交通管制及び信号機改良

等整備費、円滑化対策事業費及びコンクリート

製信号機柱の鋼管柱化があります。

これらは、信号機を高度化し、車がスムーズ

に流れる仕組みを構築するため、国庫補助対象

の事業となっておりますが、これらのいずれの

事業についても、警察庁が財務省に対して要求

した補助金の予算が財務省の査定により減額さ

れたことに伴い、本県に対する補助金につきま

しても、交付決定額が減額されたものです。

その一方で、交通管制及び信号機改良等整備

費につきましては、国の防災・減災、国土強靭

化のための３カ年緊急対策による平成30年度二

次補正に伴い、大規模な災害時における機能維

持を図るための対策として、信号機電源付加装

置の予算が認められ、減額分より増額分が上回っ

たことから、増額補正をお願いするものであり

ます。

これらの結果として、交通管制及び信号機改

良等整備費の増額プラス1,358万6,000円、円滑

化対策事業費の減額マイナス1,278万4,000円、

コンクリート製信号機柱の鋼管柱化の減額マイ

ナス1,278万円となっております。

引き続きまして、繰越明許費について御説明

いたします。

お手元の平成31年２月定例県議会提出予算事

項別明細書の345ページの一番下の段をごらんく

ださい。

警察本部の平成30年度の繰越明許費は、交通

安全施設整備事業、予算額5,224万6,000円の１

件でございます。

これは、先ほど御説明いたしました、国の防

災・減災、国土強靭化のための３カ年緊急対策

による平成30年度二次補正に伴う信号機電源付

加装置の整備事業でありますが、工期が不足し

ますことから、次年度に繰り越すものでありま

す。

以上であります。

○渡辺委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案に関する質疑はございませんでしょうか。

○図師委員 説明のありました、警察本部費の

中の改元に伴うシステム改修に要する経費なん

ですけれども、この改元に伴うさまざまなシス

テム改修がされていると思うんですが、具体的

には、どういう内容で、例えば、皆さん方の業

務にはどういう影響がこの改元に伴って出てく

るのか、主なものをちょっと教えていただきた

いんですが。

○大塚警務部長 主なシステムを申し上げます

と、警察安全相談管理システム、これは、警察

に対して県民の方々からさまざまな相談が寄せ

られておりますけれども、それを一元的に管理

するシステムでございます。

そのほか通信指令システム、これは110番の受

理を行い、現場に対して指令を行うシステムで

ございます。

そのほか、交通事故事件捜査支援システム、

という交通事故が発生した場合の事故捜査を効

率的に行うためのシステムであったりとか、交

通切符管理システムが主なものとしてございま

す。

○図師委員 元号が変わるということで、単な

る表記のところを全て入れかえるような単純な

システムの改修ではなくて、やはり、それに伴っ

て内容をある程度、また変えていくようなとこ

ろも出てくるものなのでしょうか。

○大塚警務部長 もともとシステム改修が別途

予定されているものについては、それに合わせ
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て変更することができるんですけれども、これ

らに関しましては、システムの更新のタイミン

グではなかったものですから、今回の変更分は、

新たな元号を追加できるような形に、今のシス

テムを改修します。

○図師委員 では、続けて、今度は運転免許費

の内容なんですが、減額の理由が、更新者が減っ

たということなんですけれども、やはり、これ

は、私は質問でも取り上げさせていただいたん

ですが、認知症の方に対する指導と、あと、自

主返納の数がふえているというのが、直結して

いる理由でしょうか。

○谷口交通部長 ＩＣカードの関係なんですが、

これは購入予定を、一応20万人ということで積

算しておりました。ところが、実際は、更新が

１万1,000件、新規が1,500減等の原因が発生い

たしました。かつ、免許の保有者数は、現在75

万人いるんですが、更新者数が毎年、変動する

んですね。平均すると十五、六万ぐらいにはな

ると思うんですが、５年更新とか３年更新とか

によって変動が大きく、今回は少なかったとい

うことです。多いときで18万人ぐらいあるんで

すが、今回は15万人ちょっとでしたので、そう

いうことが原因かと思います。

○図師委員 はい、わかりました。認知症のと

いうところではなく、３年更新、５年更新とい

うところの波があるということですね。

もう一つ、今度は説明資料の470ページの17番

なんですが、地域の安全を守る街頭活動強化事

業が、やはり650万円ほど減額になっております。

これは、街頭に立っていただく方々の数が減っ

ているのか、回数が減っているのか、どういう

活動内容なのかも含めて、ちょっと御説明いた

だければと思うんですが。

○河野会計課長 この件につきましては、主な

補正理由としましては、警察安全相談員と交番

相談員及びスクールサポーターが、年休などを

とりまして、通勤をしなかった日がありました

ものですから、こうした日額通勤手当の不用額

がありまして、事業費全体で652万5,000円を減

額補正させていただくといったようなことであ

りまして、地域の安全を守る活動に支障が生じ

たというようなことではございません。

○図師委員 街頭の活動強化ということでした

けれども、主には、交番の中での相談事業とか、

そこに有給なんかを絡めたところで、こういう

減額が生じたというような理解でよろしいです

か。わかりました。

○横田委員 駐在所等接遇費とかが、家族の事

情により減額との説明があったと思うんですけ

れど、家族の事情で同居されていないことで、

駐在所等が誰もいない時間帯があるということ

なんでしょうか。それとも、ほかの署員がカバ

ーをされているか、そこら辺を、ちょっとお尋

ねしたいんですけれど。

○河野生活安全部長 これについては、駐在所

が不在になるということはありません。ただ、

基本的に、駐在所は奥さんと同居ということを

一応お願いしているんですけれども、それぞれ

の家庭の事情で、奥さんがちょっと赴任をでき

ないとか、そういった事情で減額になっている

ということであります。

ただ、宮崎県としては、ことしの３月11日に

異動があるものですから、その時点での割合は、

まだ判明していませんけれども、昨年度の赴任

状況については、約75％は同居しております。

全国的にも、そのくらいの平均だと記憶してお

ります。

○横田委員 駐在員さんが外に出る場合、その

ときのカバーはどんなふうにやっているんです
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か。

○河野生活安全部長 基本的には、不在時の電

話とか、あるいはパトカーの巡回とか、そうい

うものでカバーをしております。

要するに、不在時の対応については、そうい

う、有線あるいは連絡所関係で賄っているとい

う状況であります。

○横田委員 はい、わかりました。

○渡辺委員長 ほか、いかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、次に、報告事項に関

する説明を求めます。

○大塚警務部長 それでは、平成31年２月定例

県議会提出報告書の損害賠償額を定めたことに

ついて御報告いたします。

今回、御報告させていただく警察官の損害賠

償事案につきましては、公務中の交通事故が４

件と公務中の損傷事案が２件の合計６件でござ

います。

それでは、お手元の報告書に基づいて御説明

いたします。

警察官の損害賠償事案につきましては、報告

書３ページに表記されている、３行目から７行

目までの事案と、４ページに表記されている１

行目と２行目の事案になります。

詳細を申し上げますと、３ページの３行目か

ら７行目までの事案が警察官による公務中の交

通事故、４ページの１行目と２行目の事案が警

察官による公務中の損傷事案になります。

また、３ページの３行目の交通事故と４行目

の交通事故は同じ交通事故でありますが、相手

方の女性に人身損害と別の相手方の男性名義の

車両に物損損害がそれぞれ生じたため、分けて

記載しております。

それでは、３ページの３行目と４行目の交通

事故の概要について御説明いたします。

この事故につきましては、宮崎南警察署の警

察官が、平成30年２月25日の午後10時47分ごろ、

宮崎市内の国道上において、相手方から車両が

故障した旨の通報を受けて現場臨場し、公用車

両を相手方の車両の後方に停車して現場活動を

実施中、公用車両のギアがドライブ状態のまま

でサイドブレーキもしっかりとかけていなかっ

たことから、公用車両が前進してしまい、相手

方車両の後部に追突したものです。

事故の際、相手方の車両には、相手方の女性

が１名乗車しており、追突の衝撃で頸椎を傷め

るなどのけがを負ってしまいました。

また、事故の原因につきましては、警察官が

事案対応に焦燥し、安全に停車するための基本

的な停車動作を失念したことによるものです。

過失割合につきましては、警察官の過失によ

る追突事故ですので、相手方に過失はありませ

ん。

相手方の女性は、けがの治療のため、平成30

年２月から同年８月までの間、整形外科関係の

病院に通院されており、完治するまでの治療費

と医療費等を合計した156万654円を警察の自賠

責保険と任意保険から支払っております。

また、相手方の車両は、けがを負った女性の

ものではなく、女性の知人名義でした。車両名

義人に対し、リアバンパーの修理費用や修理の

間の代車の費用として、合計18万5,092円を、警

察の任意保険から支払っております。

公用車両につきましても、フロントバンパー

等の修理が必要となり、その費用として６

万6,549円を県費から支出する結果となりまし

た。

次に、２番目の事故について説明いたします。

この事故につきましては、宮崎南警察署の警
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察官が、平成30年８月17日の午後４時３分ごろ、

宮崎市内の県道上において公用車両を走行中、

県道に流入してきた相手方の車両と衝突したも

のです。

原因につきましては、警察官に前方不注視、

相手方に左右安全不確認の過失がそれぞれあっ

たものと思料されます。事故の過失割合につい

ては、県側が10％、相手方が90％となっており

ます。

この事故により、相手方の車両については、

フロントバンパー等の修理が必要となり、10

万1,800円の損害額が生じました。そのうち相手

方に対しては、過失割合に応じた損害賠償金と

して、県警の任意保険から１万180円を支払って

います。公用車両につきましても、リアバンパ

ー等の修理が必要となり、11万7,244円の損害額

が生じておりますが、相手方の任意保険から過

失割合に応じた損害賠償金として10万5,520円を

受領しています。また、残りの１万180円につい

ては、県費で補塡しております。

次に、３番目の事故について御説明いたしま

す。

この事故は、日向警察署の警察官が、平成30

年８月31日の午後１時20分ごろ、門川町内の国

道において公用車両で警ら中、国道に流入する

際、右方から進行してきた相手方車両が第２車

線を走行していたことから、その後も進路変更

はないものと軽信し、国道の第１車線に流入し

たところ、相手方車両が第１車線に進路変更し、

相手方車両と接触したものです。

事故の過失割合については、県側が80％、相

手方が20％となっております。

原因については、県側の右方の安全確認不足、

相手方の前方不注視による過失が重なったもの

と思料されます。

相手方の車両はリアバンパー等の修理が必要

となり、18万円の損害額が生じました。そのう

ち、相手方に対しては、過失割合に応じた損害

賠償金として、県警の任意保険から14万4,000円

を支払っています。

公用車両につきましては、フロントバンパー

等の修理が必要となり、合計して13万3,390円の

損害額が生じました。この修理費用につきまし

ては、相手方の任意保険から過失割合に応じた

２万6,678円を受領し、残額の10万6,712円を県

費で補塡しております。

次に、４番目の事故について御説明いたしま

す。

この事故は、高千穂警察署の警察官が、平成30

年９月２日の午後２時10分ごろ、高千穂町内の

駐車場において、公用車両を後退したところ、

駐車中の相手方車両に衝突したものです。

事故の過失割合については、相手方が無人の

状態で駐車中の車両でしたので、相手方に過失

はありません。

事故の原因については、県側の後方安全不確

認によるものです。相手方の車両はフロントバ

ンパー等の修理や修理の間の代車が必要とな

り、17万3,000円の損害額が生じましたが、過失

割合に応じて、県警の任意保険から全額を支出

しております。

公用車両は修理を要する損傷の発生がありま

せんでした。

次に、公務中の警察官による損傷事案２件に

ついて御説明いたします。

１件目の損傷事案につきましては、宮崎北警

察署の警察官が、平成30年10月６日の午後３時35

分ごろ、宮崎市内の市道において、公用自転車

で警ら中に、座席ベルト未装着の相手方を発見

し、警告措置をする際に、相手方車両の助手席



- 10 -

平成31年３月６日(水)

側に駐輪していた公用自転車が強風にあおられ

て転倒したため、相手方車両に接触してしまっ

たものです。

原因につきましては、警察官が公用自転車を

駐輪する際、転倒などの可能性を考慮せず、相

手方車両の直近に駐輪したために発生したもの

と判断しております。

公用自転車が転倒したことで、相手方の車両

の後部座席のドア部分やリアバンパー部分に傷

がつき、その損害額である７万5,100円を県費か

ら全額支払っております。

公用自転車につきましては、修理を要する損

傷の発生はありませんでした。

２件目の損傷事案につきましては、日向警察

署の警察官が、平成30年10月11日の午前10時45

分ごろ、日向市内の駐車場において、相手方の

男性と面会した際に、捜査上の必要があったこ

とから、携帯電話番号を尋ねたところ、相手方

がわからない旨の返答をしてきたため、相手方

の了承を得て相手方の携帯電話を操作し、番号

を調べようとしたところ、誤って落下させてし

まい、画面表示部分を損傷させたものです。

原因については、警察官が不用意に相手方の

携帯電話機を預かり、操作してしまったこと、

また、携帯電話を預かるのであれば、落下防止

措置等の安全対策をとるべきところであります

が、そのような対策をとっていなかったことが

挙げられます。

相手方には、携帯電話機の修理に必要となっ

た３万6,936円を県費から支払っております。

以上の６件が警察官による損害賠償事案にな

ります。

県警では、公用車を運転する全職員がさまざ

まな警察活動で求められる運転技能や知識を十

分に有し、発揮できるよう、公用車運転適格審

査制度を設けるなど、諸対策を講じております。

また、交通違反取り締まりや所持品検査に当

たっても、各種事故の発生を念頭に置き、なれ

を払拭し、基本どおりに実施するよう、繰り返

し指導教養を実施しているところであります。

しかしながら、今回の報告のとおり、損害賠償

を伴う事案の発生が継続している現状がござい

ます。

交通指導取り締まりを責務とし、交通法令を

遵守すべき警察職員による交通事故の発生や警

察官の職務執行による損傷事案の発生につきま

しては、県民の信頼を損なうことにつながりか

ねないものでありますし、県警としては、一層、

気を引き締めて、諸対策を推進し、職員による

交通事故及び損傷事案の絶無に努めてまいりま

す。

以上で、損害賠償額を定めたことについての

御報告を終了いたします。

○渡辺委員長 報告事項についての質疑はござ

いませんでしょうか。

○徳重委員 公用車の事故が毎回報告されるわ

けですが、ことし１年は年間を通してどうだっ

たのかなということと、過去何年か、３年ぐら

いでも結構でございますが、公用車の事故が、

特に県警の場合、どのような数になっているか、

よかったら教えてください。

○大塚警務部長 最近、県議会に御報告させて

いただきました件数ですけれども、平成30年の

６月議会ですが２件、それから同年９月議会に

おきまして５件、同年11月議会で６件、それか

ら今回の４件になります。

最近の職員による交通事故の発生件数の状況

ですけれども、28年、29年、30年を申し上げま

すと、第一頭、第二頭も両方含めた数字になり

ますが、平成28年中は103件、それから平成29年
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中は104件、平成30年中は97件というような状況

でございます。

○徳重委員 先ほど、今年度は17件ということ

でしたが、数字がこんなに違うのはどういう…

…。

○大塚警務部長 先ほどの、最初に御説明した

数字は、県議会への御報告分でございまして、

事故の内容によりましては、特に、損傷も何も

発生していないようなものもございますので、

そういったものについては、県議会には、御報

告させていただいておりませんので、先ほど冒

頭に申し上げた、県議会報告以外のものも含め

て、それだけあるというものでございます。

○徳重委員 今年度の17件の中で、警察官のほ

うが過失割合が大きいケースはどれぐらいなの

か。

○渡辺委員長 先ほどの年度ごとの数字は公務

中の交通事故と理解していいんですか。

○大塚警務部長 そのとおりでございます。

○渡辺委員長 多少時間がかかるようですかね。

○時任首席監察官 今、手元に資料がありませ

んので、後日、調べて、また御報告させていた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○徳重委員 いいですよ。

○中野委員 この事故のための年間保険料はど

れぐらい。ちょっと参考に。わからなければ、

後でいいです。

○河野会計課長 警察車両につきましては、全

車両任意保険に入っておりまして、予算額とし

ては400万円程度を計上しております。

○渡辺委員長 ほか、いかがでしょうか。よろ

しいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、今の積み残し分はわ

かり次第ということで、次に進みたいと思いま

す。

それでは、次に、その他報告事項に関する説

明を求めます。

○谷口交通部長 それでは、平成30年中の交通

事故の概要と取り組みについて、御報告いたし

ます。

お手元の資料に基づき、第１項目で県内の交

通事故の概要を、第２項目、第３項目で事故の

分析を、最後の第４項目で県警の取り組みにつ

いて説明を申し上げます。

まず、昨年の本県における交通事故の概況で

す。

県内の交通事故発生件数、死者数、負傷者数

は、いずれも前年より減少し、交通事故による

死傷者数は、死者34人を含めた8,258人という結

果となりました。これにより、第10次宮崎県交

通安全計画に掲げております、平成32年までに24

時間死者数を39人以下、死傷者数を9,000人以下

という目標を２年前倒しで達成することができ

ました。

この結果は、宮崎県交通安全対策会議を中心

とした関係機関、団体や県民一人一人が交通事

故の防止に向けて積極的に取り組んだ結果によ

るものと考えております。

それでは、本題に入ります。お手元の資料を

ごらんください。

第１項目の交通事故の発生状況について説明

いたします。

（１）では、平成21年から昨年までの過去10

年間の交通事故発生状況を棒グラフと折れ線グ

ラフで示しております。

まず、折れ線グラフをごらんください。

黄色の折れ線は死者数の推移を、赤色の折れ

線はそのうちの高齢者数を示しております。平

成21年に73人の方が亡くなられて以降、増減を
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繰り返し、ほぼ50人台で推移しておりましたが、

平成28年から減少に転じ、昨年は34人という結

果となりました。

交通事故で亡くなられた方だけを比較すれば、

昨年の34人という数は、警察が統一の基準で統

計を取り始めた昭和23年以降、２番目に少ない

数で、九州管内では佐賀県に次ぐ２番目に少な

い数でありました。

ところが、死亡事故のうち、高齢者の占める

割合につきましては、黄色の折れ線と赤色の折

れ線グラフの両者の間隔が狭まっているとおり、

その占める割合が上昇傾向にあることがうかが

えます。

昨年中、交通事故で亡くなられた方の67.6％、

実に約７割の方が高齢者であったという結果で

ございます。

次に、棒グラフをごらんください。

青色の棒グラフは、県内の人身事故の発生件

数を、内側の白色棒グラフは、その年の人身事

故のうち、高齢運転者に起因する事故件数をあ

らわしております。

人身事故は、平成22年の１万1,000件以降、年

々減少しており、昨年は平成14年以来、16年ぶ

りに8,000件を下回り、7,446件という結果でご

ざいました。しかしながら、白色の棒グラフに

朱書した数字が示すとおり、高齢運転者による

事故件数は、ほぼ2,000件程度で推移していると

ころでございます。

棒グラフ下段の表の上段に、高齢運転者率の

推移を表記していますが、全人身事故中の高齢

運転者事故率は、平成25年に20％を超えて以降、

その後も増加していることがわかります。昨年

はついに25.8％と、過去最高の割合になりまし

た。つまり、４人に１人は高齢運転者による人

身事故という結果でございます。

次に、（２）を説明いたします。

ここでは、平成26年から昨年までの５年間に、

飲酒事故の発生状況を棒グラフと折れ線グラフ

で示しました。

青色の棒グラフは、飲酒運転による人身事故

の発生件数、薄青の網掛け棒グラフは負傷者数

をあらわし、赤の折れ線は死者数をあらわして

おります。

昨年、飲酒事故の発生件数は42件、負傷者数45

人で、発生件数は、前年比、わずかに増加して

おりますが、過去５年間で見ますと、ほぼ横ば

いで推移しており、昨年は５人の死者数で、過

去５年間では最も多くなっております。

ちなみに、警察庁が２月に公表した統計資料

によりますと、飲酒死亡事故率は、飲酒なしに

比べて8.3倍高いそうです。

参考までに、昨年の本県の飲酒運転検挙者数

は330件となっております。過去５年間で見ます

と、ほぼ横ばいです。

それでは、第２項目に移ります。

ここでは、平成30年中の交通事故の特徴につ

いて説明いたします。

（１）は、人身事故7,446件の主な特徴を、原

因別、類型別、道路形状別で分類した結果でご

ざいます。

アの原因別では、脇見や安全不確認などの漫

然運転によるものが第１位で、5,367件です。こ

れは、全人身事故の実に72.1％に当たり、いか

に漫然運転による事故が多いかがわかります。

イの類型別では、どんな形態による事故なの

かを抽出したものであります。追突事故が41.3

％、出会い頭の事故が24.9％となり、両者の事

故形態だけで、全人身事故の７割弱を占める結

果となりました。

ウの道路形状別では、どこで事故が発生した
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かを抽出したものでございます。結果は、交差

点及びその付近での発生が3,518件で、全事故

の47.2％、つまり、昨年の人身事故中、ほぼ半

数が交差点付近で発生したという結果となりま

した。

（２）に移ります。

ここでは、交通事故、交通死亡事故の主な特

徴を５つ挙げました。

アは、年代別の統計です。第１項目で説明し

ましたことの繰り返しの強調となりますが、亡

くなられた34人中23人は高齢者で、その割合

は67.6％に及ぶという結果となりました。

この本県の交通事故死者のうち、７割が高齢

者という結果は、全国平均の55.7％を11.9ポイ

ント上回る高い数値であるというのが特徴でご

ざいます。

イでは、事故の第１原因者を年齢別で比較し

ました。ここでも、高齢者に起因する死亡事故

が最も多く、32件中12件、37.5％は、高齢運転

者が第１原因者の事故でございます。

ウは、原因別に比較した結果です。人身事故

と同じく、脇見や安全不確認などの漫然運転に

よるものが11件で、率に換算すると34.4％とな

り、漫然運転は死亡事故の最大原因という結果

となりました。

エは、状態別です。つまり、死者がどのよう

な状態のときに死亡事故が発生したかという結

果です。四輪車に乗車中の死者と歩行中の死者

が多く、この２つで全事故の94.2％を占めてお

ります。

注目すべき点は、歩行中に亡くなられた16人

でございます。このうち、11人の方が道路横断

中の歩行者です。その内訳は、４人が横断歩道

を横断中に、７人は横断歩道以外の場所を横断

中に亡くなられており、道路横断中の歩行者11

人は全て高齢者でありました。

オは、シートベルト装着の有無の結果です。

本県のシートベルト着用率は、運転席99.5％で

全国第７位、後部座席は33.5％で全国33位でご

ざいます。

四輪車に乗車中に亡くなられた16人のうち、

６人はシートベルトの非着用者で、割合として

は37.5％に当たります。

なお、本年２月公表の警察庁資料によります

と、後部座席非着用者の致死率は、着用者に比

べて、高速道路で9.2倍、一般道で3.5倍高いそ

うです。

以上をまとめますと、ドライバーの目線では

緊張感を持った運転、歩行者の目線では道路横

断時の十分な安全確認など、交通ルール、マナ

ーなど、基本的遵守事項を一層浸透させるべく、

効果的施策や取り締まりを強力に推進していく

必要があります。

第３項目に移ります。

第１、第２項目では、65歳以上の高齢者を交

通事故のキーワードとして取り上げております。

ところで、平成29年３月12日に施行された改

正道路交通法により、75歳以上の高齢運転者に

つきましては、免許更新時の高齢者講習または

一定の違反をされた方に対する臨時高齢者講習

に先立ち、記憶力・判断力の判定を内容とする

認知機能検査、臨時認知機能検査を受けていた

だくことになっております。

そこで、資料記載の帯グラフを見てください。

本県で発生しました過去５年間の死亡事故を人

的要因で色分けしてみました。上段が75歳以上、

下段が75歳未満で、左から割合が大きい順に並

べてあります。人的要因とは、運転者に起因す

るもので、操作不適、内在的もしくは外在的前

方不注意、安全不確認、判断の誤りなどに分類
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されます。

操作不適とは、ブレーキとアクセルの踏み間

違い、ハンドル操作の不適、ブレーキ踏みおく

れのことを言い、内在的前方不注意とは、居眠

り、考え事などの漫然運転、雑談、携帯電話で

の会話などです。

外在的前方不注意とは、物を落とした、とろ

うとした、脇見携帯電話、カーナビの操作など

を言いまして、判断の誤りとは、相手が譲って

くれると思った、思い込んだ、速度、車幅、距

離など、運転間隔を誤ったなどが、その典型的

な事例でございます。

ここで注目していただきたい点は、帯グラフ

の赤色部分です。ここは、操作不適という人的

要因の範疇に入った人の割合で、75歳以上の死

亡事故原因第１位が操作不適であることがわか

ります。

他方、75歳未満の運転者の死亡事故、第１原

因は外在的前方不注意となっている違いが出て

おります。ブレーキとアクセルの踏み間違い等

の操作不適は加齢に伴う心身機能の衰えの代表

例であると言われており、昨年２月に公表した

警察庁の統計でも、75歳以上の高齢運転者に起

因する死亡事故の原因の第１位が操作不適であ

ることを指摘しております。75歳以上の運転者

に対する操作不適対策も重要な課題でございま

す。

それでは、最後に、第４項目に移ります。

これまでの事故の現状分析結果を踏まえまし

て、高齢運転者対策、横断歩道における歩行者

保護対策、反射材普及啓発活動の取り組みにつ

いて説明いたします。

まず、（１）では、高齢運転者対策として取り

組み中の情報連絡同意書制度、動画ＫＹＴシス

テムの活用、安全運転サポート車の普及啓発の

３点を説明いたします。

まず、情報連絡同意書制度の運用です。これ

まで説明しました高齢者の交通事故実態を踏ま

えまして、本県では、昨年２月１日から情報連

絡同意書制度を運用しております。

昨日の某新聞で紹介されておりましたが、滋

賀県警が全国に先駆け、この制度を開始しまし

た。この制度は、自主返納をした高齢者の同意

を得て、住所や氏名等の情報を市町村に提供し、

市町村担当者から連絡を受けた地域包括支援セ

ンターの職員が、返納後に生活環境が大きく変

化する高齢者宅を訪問し、生活上のアドバイス

を行っていただくという、異なる関係機関によ

る連携制度でございます。

制度の狙いは、免許証返納に伴う不安を専門

的立場から払拭していただくというところにあ

ります。実際に、地域包括支援センターの職員

が返納者宅を訪問して生活相談を行っていただ

いた結果、タクシー補助金の受給につながった、

買い物・通院時における送迎サービスの利用に

つながったなどの事例を拝聴しておりますので、

今後もこの制度を効果的に活用してまいります。

次に、イの動画ＫＹＴシステムの活用につい

てです。ＫＹＴとは、危険、予測、トレーニン

グの頭文字でございます。このシステムは、動

画を見ながら潜在する危険、具体的危険をどれ

ほど感知できるかを体感してもらう機材でござ

います。

昨年４月に１台を導入したことを皮切りに、

これまで計８台を導入いたしました。活用実績

としましては、昨年末まで高齢者、一般企業な

ど、3,000人以上に体験をしていただいておりま

す。

この機材では、まず、受講者がスクリーンに

映し出された運転状況の再現動画を見ながら、
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危険を感じた場面で手元のボタンを押し、危険

予測を行っていただきます。その後、どの場面

が危険だったかなどを受講者全員で振り返りな

がら、確認してもらうことで、運転時の危険感

受性を高めていただくというものでございます。

この体験は、判断能力の衰えを自覚していた

だくきっかけにもなりますので、今後も主に、

高齢運転者を対象とした動画ＫＹＴシステムを

効果的に活用してまいります。

次に、ウの安全運転サポート車の普及啓発等

についてです。

第３項目でも触れましたが、警察庁が昨年２

月に発表した事故統計によれば、75歳以上の高

齢運転者による死亡事故第１原因は操作不適で

ございまして、418件中130件がそれに当たると

いう結果でございました。あわせて、高齢運転

者の死亡事故の防止策として、運転免許証の自

主返納の促進と安全運転サポート車の普及促進

の支援の必要性を指摘しております。

そこで、本県は昨年２月、自販連（一般社団

法人日本自動車販売協会連合会）宮崎県支部及

びＪＡＦ宮崎支部と協定を締結し、県下全域で

主に高齢者を対象とした安全運転サポート車の

活用による合同の交通安全講習を実施し、さら

に、この協定に基づき、昨年９月から本年２月

までの間、運転免許センターの試験コース等で

サポートカーの体験試乗会を計７回行うなど、

安全運転サポート車の普及啓発を支援したとこ

ろでございます。

続きまして、（２）の横断歩道における歩行者

保護に入ります。

ここでは、意識啓発活動と取り締まりの二本

立ての説明をいたします。

歩行者が横断歩道を渡ろうとしていても、車

がなかなかとまらないという現状を踏まえまし

て、横断歩道の歩行者優先をテーマにした交通

安全動画コマーシャルを県警予算で制作いたし

ました。放映は、宮崎県交通安全対策推進本部

予算で、昨年９月から年末にかけてテレビや宮

崎市内の屋外ビジョンなどで放映しております。

この動画は、ユーチューブでも見ることがで

きますので、検索画面で「交通安全 宮崎県」

などと入力していただければ上位に表示され、

視聴可能となります。

また、広告媒体として路線バスも活用いたし

ました。資料の写真にありますとおり、昨年11

月から年末にかけ、宮崎交通の路線バス側面に

「横断歩道は歩行者が優先 マナーではなくル

ールです」というシートバナーを掲示し、交通

安全広報を実施いたしました。

シートバナーを取りつけた路線バスは合計10

台で、宮崎市で６台、延岡市で２台、都城市で

２台を運行していただきました。

また、これらの広報啓発活動に連動して、横

断歩行者等妨害等違反の取り締まりを強化いた

しました。

昨年秋の全国交通安全運動期間中、県下一斉

で取り締まりを強化したところ、検挙件数は前

年同期比で大幅に増加したのですが、いまだ歩

行者の保護意識が定着するまでには至っており

ません。

その実例として、昨年、ＪＡＦが全国各県で

２カ所を抽出し、信号機のない横断歩道を抽出

し、歩行者を置いて、車が停止するかどうかの

実験を行ったところ、全国での対象者１万1,019

台中、停止したのはわずか948台、8.6％だった

という結果だそうです。残念ながら、本県での

停車率は7.9％で、全国の平均を下回っておりま

す。

最後に、（３）の反射材普及啓発活動です。
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一般的な交通事故の特徴として、薄暮時に高

齢歩行者が車にはねられる重大事故が多発する

傾向にございます。そこで、県警は、資料の写

真にありますとおり、買い物帰りや散歩中の高

齢歩行者に声をかけ、交通安全一口アドバイス

を行ったり、反射材の効果を説明し、了承を得

た上で、履物に反射材シールを張らせていただ

いております。しかし、反射材の普及には、販

売店の協力が不可欠です。

昨年、県内のホームセンターやショッピング

モールに対し、反射材用品の販売コーナーの設

置を依頼しましたところ、賛同を得た14店舗で

特設コーナーを設置していただいたところです。

また、資料には記載しませんでしたが、昨年11

月、宮崎大学の協力のもと、同校を反射材促進

モデル校として指定しました。これは、陸上部

員が夜間・薄暮時のトレーニング時に反射材用

品を着用することで、地域住民がその効果を知

り、やがては反射材の着用普及につながるだろ

うということを期待し、モデル校として指定し

たものでございます。

以上が主な取り組みとなりますが、県警とし

ましては、引き続き、第10次宮崎県交通安全計

画によります、年間死者数39人以下、死傷者

数9,000人以下の目標達成が単年で終わることの

ないよう、交通指導取り締まり、交通安全施設

の整備、交通安全教育による啓発活動など、各

種交通事故抑止対策を強力に推進してまいりま

す。

報告は、以上でございます。

○渡辺委員長 その他報告事項に関しての説明

が終わりました。

質疑はございませんでしょうか。

○図師委員 資料２の下のほう、交通事故の特

徴のところの御説明で、特に死亡事故はやはり

高齢者の方が多いということなんですが、道路

形状なりの説明はあったんですけれども、例え

ば、死亡事故が起こった場所は市街地が多いの

か、それとも中山間地が多いのか、そういう分

類はされていないもんですか。

○谷口交通部長 一件一件の詳細について、現

在、手元に資料がございません。後ほど回答い

たしたいと思います。

○図師委員 そういう統計がとられていなけれ

ばいいんですけれども、やはり市街地ももちろ

んですが、中山間地の方々は、高齢でも車を運

転しないと生活が困難になるという状況もあり

ますので、私の考えでは、中山間地のほうの発

生割合も高いんだろうなという気がしておりま

す。もう答弁はいいです。

もう一つ続けて。この死亡のカウントという

か、抽出は、多分、事故発生から24時間以内に

亡くなられた方が対象になるんだと思うんです。

自殺のカウントの方法もそうで、自殺発生から24

時間以内に亡くなられた方が死者数で上がって

きます。

この数のほかにも、恐らく氷山の一角だと思

うんですけれども、死亡に至らず、例えば、そ

の後、身体障がいが残られた方の数、その中で

も、例えば、重度の障がいに当たる身体障害者

手帳の１級とか２級とか、歩けなくなったとか、

もう自立での生活ができなくなったとか、そう

いう方々の数なんかはカウントされていないも

んでしょうか。

○谷口交通部長 その件につきましては、数と

しては、統計値としては残しておりません。た

だし、日本の場合、全国の統計をとるために、24

時間以内での死者でカウントを計上しているわ

けですが、世界では、大体、それ以降の数を計

上しておりまして、統計値としまして、24時間
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以降の死者の世界での比較は、警察庁で把握し

ております。

ただ、現在、手元にございませんので、わか

りません。

○図師委員 障がい者のその後は調査していな

い、それも合わせてしていないんですね。

その統計をとられていなければ、もう答弁は

求めないんですが、要は、死亡に至るのも、本

当、悲惨な事故なんですが、やはり、その後の

障がいが残る方の数というのも、かなり膨大な

数になっていると思います。

要は、その数も県民に周知していったほうが、

さらに危機感を持ってといいますか、安全運転

の意識も高まるんではないかなと。もっと言う

と、よく死亡された方々の御家族、親御さんな

りの講演会が時々あられますけれども、そうい

うのを聞くと、やはりこう身につまされるもの

もありますし、御協力が得られるんであれば、

交通事故で障がいを負った方が、今、こんな生

活をされているんですよというようなことも、

県民に周知していくことも大切なんじゃないか

なと思った次第です。

○谷口交通部長 ありがとうございます。でき

るだけ、その方向で考えてはみますが、統計の

とり方は非常に難しいものがありますので、そ

このところは御理解をいただきたいと思います。

ただ、広報啓発に関しましては、委員御指摘

のとおりだと思いますので、努めてまいりたい

と思います。

先ほどの路線別、中山間地でどうのという質

問に関しまして、これはちょっと切り口が違う

かもしれませんが、国道・県道・市町村道・そ

の他というところで、発生した場所の数値がご

ざいますので、参考までにお伝えいたします。

国道で８件、県道で10件、市町村道で11件、

その他で２件となっておりますので、そこから

すると、市町村道が11件というのは、やはり中

山間地に入るのかなという推測はできるかと思

います。

○図師委員 ありがとうございます。

○渡辺委員長 ほか、いかがでしょうか。

済みません。１件、お伺いしたいんですが、

先日、テレビのニュースだったと思うんですけ

れども、高齢者講習が厳しくなった関係で、愛

知県の例だったと思いますが、自動車学校みた

いなところに高齢者の方が行く事前講習という

んでしょうか、それの予約がとれなくて、それ

が済まないから免許を失効してしまうという方

々がかなり出ていて、深刻だというのをやって

いたんですが、宮崎県でも、自動車学校とか、

そういう講習やるところのキャパシティーとか

の関係で、そういうことが現実に起こっていた

り、また、起こり得るような状況が予測されて

いるのか、それとも都市部の話ということなの

か、その辺の見通しはいかがでしょうか。

○谷口交通部長 今、御指摘の点につきまして

は、報道等で承知しております。ただ、本県に

関しましては、同様の事例は発生しておりませ

ん。と申しますのが、高齢者講習に関しまして

は、23の教習所、それと５つの交通安全協会、

それと３つのセンターでやっておりまして、約

１万8,000のキャパシティーを持っております。

その関係もございまして、本県では、待って

も２カ月、長くて、２月、３月等の繁忙期が３

カ月程度と聞いております。

○横田委員 今のと同じ質問をしようと思って

いたんですけれど、実は、きのう、ある会合で

私の知り合いから聞いたんですが、期限が４月

上旬ということだったんだけれど、宮崎市内の

どこの学校に行っても、連絡しても、４月中旬
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ぐらいまであいていないということで、高岡と

か、よその町でやっと受けることができたとい

う話を聞いたんですよ。だから、宮崎でも起こっ

ているんじゃないかなと思って質問しようと

思ったんですけれど、宮崎県は起こっていない

ということなんですね。

○谷口交通部長 先ほどのとおりですが、実際、

委員御指摘のとおり、宮崎市内で満杯になって

いる場合には、近場のところを紹介しているの

が実情でございます。

○渡辺委員長 ほか、その他報告事項について、

質疑はございませんでしょうか。よろしいです

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、その他で何かござい

ませんでしょうか。

○中野委員 要望でいいですけれど、いろいろ

事故報告を見ますと、警察官、当事者もやっぱ

りうっかり事故があるじゃないですか。私は、

これはしようがないなと思うんですよ。飲酒運

転とかじゃなくて。私、去年２件、そういう相

談を─もううっかり事故をした女性というの

は、本当に震え上がるぐらい心配している中で、

事故処理に来る警察官は、大体２人で来ますよ

ね。警察官が横着だったとか、いやいや、本当

ですよ。一方のほうは優しかったとかいう話を

聞きました。

うっかりミスした人は、やっぱり、みんな、

心境は一緒ですよ。警察官は警察官同士だから

いいでしょうけれど、ぜひ、対応をしっかり指

導していただきたい。これ、要望でいいです。

○時任首席監察官 先ほど事故の過失割合につ

いての御質問がありましたけれども、平成30年

度中、公用車の交通事故による損害賠償に係る

県議会報告件数は、今回の４件を含めまして17

件であります。

このうち、相手方に過失のない事故は12件、

相手方にも過失のある事故は５件となっており

ます。

○徳重委員 相手方に過失のない事故が12件と

いうのは多いなという感じを持つわけで、やは

り、模範的な運転をしてほしいというのが県民

の願いかなと思いますので、ぜひ、これが逆転

するような管理運営というか、運転をしてほし

いなと思います。

○大塚警務部長 今、委員から御指摘いただい

たことを踏まえまして、警察職員の交通事故防

止に、引き続き取り組んでまいりたいと思いま

すので、引き続きの御指導、よろしくお願いい

たします。

○渡辺委員長 その他も含めてよろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもちまして、

警察本部を終了いたします。お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時10分休憩

午前11時14分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました補正予算関連議案

等について、企業局長の説明を求めます。

○図師企業局長 企業局でございます。よろし

くお願いいたします。

説明に先立ちまして、一言御礼を申し上げま

す。

昨年12月７日に日南市で開催いたしました緑

のダム造成事業記念植樹祭におきまして、渡辺

委員長におかれましては、大変御多忙中にもか

かわらず御出席を賜りまして、まことにありが

とうございました。この場をお借りしまして御
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礼を申し上げます。

それでは、座って説明させていただきます。

お手元に配付しております文教警察企業常任

委員会資料（補正分）の目次をお開きください。

本日は、提出議案３件、その他報告事項１件

の合計４件でございます。

まず、提出議案についてであります。

１件目、議案第65号「平成30年度宮崎県公営

企業会計（地域振興事業）補正予算（第２号）」

でありますが、災害により指定管理者が支出し

た費用について、地域振興事業会計の負担が生

ずることから、事業費を増額するものでありま

す。

２件目の議案第77号「宮崎県電気事業会計減

債積立金の目的外使用について」でありますが、

電気事業会計減債積立金の一部を地域貢献に資

する地域振興積立金に積み立てるものでありま

す。

３件目、議案第78号「公の施設の指定管理者

の指定について」でありますが、一ツ瀬川県民

スポーツレクリエーション施設に係る指定管理

者の指定を行うものであります。

次に、その他報告事項といたしまして、緑の

ダム造成事業記念植樹祭について、御報告をい

たします。

詳細については、担当課長より説明をさせま

すので、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○渡辺委員長 局長の概要説明が終了しました。

次に、議案に関する説明を求めます。

○奥総務課長 それでは、引き続き、お手元の

資料により御説明をいたします。

資料の１ページをごらんください。

議案第65号「平成30年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）補正予算（第２号）」でありま

す。

まず、（１）の補正の理由でありますが、災害

により指定管理者が支出した経費につきまして、

指定管理者との基本協定により、地域振興事業

会計の負担が生ずるため、その費用の増額をお

願いするものであります。

次に、（２）の補正額でありますが、事業収益

Ａについては、補正予定額はございません。

なお、この事業収益は主に指定管理者からの

納付金でありますが、納付金につきましては、

３度の冠水によりまして、17日間のクローズを

余儀なくされるなど、指定管理者の事業運営に

大きな影響があったことから、減額を予定して

おります。

減額する納付金額につきましては、３月末ま

での利用者の状況等を見た上で、大雨や冠水被

害による影響を総合的に判断するということに

しております。

続きまして、事業費Ｂにつきまして、太枠の

補正予定額をごらんください。

上から２段目でございますが、補正予定額は

事業費612万円で、この結果、事業費Ｂの計のと

おり、地域振興事業の事業費の合計は、2,952

万9,000円となります。

この内訳といたしましては、下から３段目の

特別損失612万円でありまして、台風によりコー

スに流入した土砂等の除去に係る重機や作業員

の費用など、指定管理者が災害の復旧のために

支出いたしました経費に関する負担金でござい

ます。

また、表の一番下の事業収益Ａから事業費Ｂ

を差し引きました収支残、これはＣでございま

すが、612万円の補正減によりまして、計にあり

ますとおり、490万5,000円のマイナスとなりま

す。
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続きまして、資料の２ページをお願いいたし

ます。

議案第77号「宮崎県電気事業会計減債積立金

の目的外使用」についてであります。

まず、１の概要であります。

減債積立金は企業債の償還財源として積み立

てているものでありまして、資本的収支に不足

が生じました場合に、不足額のうち企業債償還

分を補塡する財源となるものであります。

平成29年度決算の結果、減債積立金の残高が

企業債未償還額を上回り、減債積立金に余剰が

生じましたことから、この余剰額１億9,440

万4,319円を取り崩し、地域貢献の財源となりま

す地方振興積立金に積みかえたいと考えており

ます。

上の表の上から１段目をごらんください。

平成29年度におきまして、減債積立金Ａが23

億円余、２段目の企業債未償還額Ｂが21億円余

でありまして、３段目のＣがその差額でありま

すが、１億9,400万円余を減債積立金の取り崩し

額としております。

次に、２の地方振興積立金の残高についてで

ありますが、平成30年度末の予定残高Ｄは12

億4,200万円余、これに減債積立金からの積みか

え額Ｃの１億9,400万円余を加えまして、積みか

え後の予定残高Ｅは14億3,700万円余となりま

す。

私からの説明は以上でございます。

○新穂経営企画監 私から、議案第78号「公の

施設の指定管理者の指定について」御説明いた

します。

委員会資料の３ページをごらんください。

まず、１の施設の概要でありますが、ゴルフ

コース、サービスセンター及び駐車場でありま

して、現在の指定管理者は一般財団法人一ツ瀬

川県民スポーツセンター、現在の指定期間は平

成26年度からの５年間となっております。

２の次期指定管理候補者でありますが、株式

会社モリタゴルフを選定いたしました。宮崎市

に本店を有し、事業内容はゴルフ用品の販売、

ゴルフスクールの運営、飲食業などとなってお

ります。

３の指定期間ですが、平成31年４月１日から

の５年間であります。

４の選定概要であります。

まず、（１）の公募の状況でありますが、今回、

当初の募集においては申請者がなく、昨年11月

に再公募を行い、受付順に、株式会社モリタゴ

ルフ、やまいちオペレーションズ株式会社及び

一般財団法人一ツ瀬川県民スポーツセンターの

３者より申請がありました。

（２）の指定管理候補者の審査方法でありま

すが、①の審査の流れにありますように、まず

最初に、企業局総務課におきまして書類審査を

行いました。

次に、外部委員で構成します指定管理候補者

選定委員会において、申請者を対象に面接審査

を実施いたしました。

最後に、企業局長等で構成いたします指定管

理候補者選定会議で確認を行った上で、一番下

の米印にありますように、県において指定管理

候補者を選定いたしました。

４ページをお開きください。

②に指定管理候補者選定委員会委員の名簿を、

③に指定管理候補者選定会議委員の名簿を記載

しております。また、④には選定基準・審査項

目・配点を記載しております。

５ページをごらんください。

（３）の審査結果及び選定理由であります。

①の指定管理候補者選定委員会における審査
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結果は、１位が399点で、株式会社モリタゴルフ、

②の指定管理候補者選定会議における確認結果

は、１位が78点で、同じく株式会社モリタゴル

フでありました。

この結果、③の選定理由にありますとおり、

最低基準点を満たすとともに、最も高い得点を

得たこと、また、事業計画等から判断して、施

設の管理運営を適切かつ着実に実施する能力を

有していると認められること、以上の理由から

株式会社モリタゴルフを選定したものでありま

す。

５の指定管理候補者の提案内容でありますが、

初めて利用する方や、しばらく来場していない

利用者へのおためしチケットの発行や、ゴルフ

場でのゴルフスクールやワンポイントレッスン

の実施、自社のゴルフ用品販売の顧客に対する

ＰＲを通じたゴルフ場利用者の新規開拓を行う

こととしております。

最後に、６の納付金額でありますが、昨年11

月の閉会中常任委員会でも御説明しましたとお

り、（１）の基本納付金額としましては、年

額1,630万円としております。また、（２）の納

付金の増額または減額としまして、（１）の場合

の、指定管理者の一年度の利用料金収入及びカ

ート料金収入の合計額、これを基準収入額7,590

万円とし、この額と実際の指定管理者の年度収

入額に差額が生じた場合は、納付金の増減を行

うこととしております。

具体的には、①の年度収入額が基準収入額を

上回った場合につきましては、基準収入額との

差額の２分の１を基本納付金から増額いたしま

す。

逆に、②の年度収入額が基準収入額を下回っ

た場合につきましては、基準収入額との差額を

基本納付金から減額することとしております。

私からの説明は、以上であります。

○渡辺委員長 説明が終了いたしましたが、議

案についての質疑はございませんでしょうか。

○中野委員 済みません、２ページについて教

えてください。

減債積立金は、償還財源として積み立てると。

この償還の金額は年間の返済金額ということで

いいわけですか。

○奥総務課長 はい、そのとおりでございます。

○中野委員 ５年分ぐらい積み立ててもいいの

かな。

○奥総務課長 企業債の積立金のトータルにつ

きましては、29年度末に23億円でございまして、

毎年度一定額、例えば平成29年度につきまして

は４億7,800万円、30年度につきましては539万

円ということで、年度で償還していくというこ

とでございます。

○徳重委員 ゴルフ場ですが、今まで経営され

ていた方、従業員もたくさんいらっしゃったわ

けですが、ここでモリタさんに代わったという

ことで、従業員はそのままなのか、あるいはま

た今の段階で増員があるのか、そこら辺のとこ

ろがわかっていれば。

○新穂経営企画監 現在の従業員につきまして

は、希望者は全て引き継ぐということになって

おります。

モリタゴルフからは、新しい支配人が１名常

駐することになっております。

○徳重委員 辞められる人もいらしゃったわけ

ですかね。

○新穂経営企画監 現在、正社員は９名いるん

ですけれども、そのうち１名が定年退職で辞め

ると、もう１名が、新しい就職先が見つかった

ということで希望退職されるので２名が辞めら

れますけれども、そのほかは残ることを希望さ
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れて、継続雇用されることになっております。

○渡辺委員長 今の指定管理の関係なんですが、

最初に公募をやった段階では一般財団法人一ツ

瀬川県民スポーツセンターは手を挙げなかった

と聞いていましたけれど、今回、手を挙げたけ

れども残念な結果だったということで、この一

般財団法人はここの経営がメーンというか、そ

れのみの財団だったと記憶をしていますが、今

後、ここの仕事がないということであれば、一

般財団法人としてのその存在の意義がというこ

とになるかと思うんですけれども、その整理等

について見通しが立っているような部分がある

ようであれば、ちょっと御説明いただければと

思います。

○新穂経営企画監 委員長のおっしゃるとおり、

メーンがこの一ツ瀬川県民ゴルフ場の指定管理

業務でしたので、従業員も来年モリタゴルフが

引き継ぐということですので、解散する方向で

検討していると聞いております。

来年度中に、解散の手続きを行うと聞いてお

ります。

○渡辺委員長 ほか、よろしいですか。

それでは、次に、その他報告事項に関する説

明を求めます。

○奥総務課長 それでは、資料の７ページをお

開きください。

緑のダム造成事業記念植樹祭についてであり

ます。

１の趣旨でありますが、企業局では発電事業

を行うダム上流域の未植栽地を取得・植林し、

水源涵養機能の高い森林として整備することに

よりまして、安定的な電力供給等に資する緑の

ダム造成事業を行っております。

この事業の一環といたしまして、山林の果た

す役割や局事業への理解を深めてもらうことを

目的に、地元小学生等による記念植樹祭を実施

しておりまして、今回で11回目となったところ

であります。

２の開催日等でありますが、今年度は昨年12

月７日に日南市酒谷の山林で実施いたしました。

３の参加者でございますが、渡辺委員長を初

めとする御来賓の方々や、地元の酒谷小学校、

それから飫肥小学校の児童など、約160名の方々

に御参加いただきました。

４の内容でございますが、当日は、来賓の方

々や児童代表による記念植樹、参加者全員での

山桜やクヌギなどの一般植樹を行った後、飫肥

小学校の皆さんによる酒谷発電所の見学も行っ

たところであります。

参加した子供たちからは、「根が張っていて掘

るのが大変だった」、あるいは「立派に育ってく

れるとうれしい」などの感想をお聞きし、山林

の果たす役割や、局事業への理解が深まったも

のと考えております。

私からの説明は以上でございます。

○渡辺委員長 その他報告事項に関して、質疑

はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、その他で何かありま

すでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって企業局

を終了いたします。

大変お疲れさまでした。ありがとうございま

した。

暫時休憩し、午後１時再開といたします。

午前11時32分休憩

午後０時59分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。
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当委員会に付託されました補正予算関連議案

等について、教育長の説明を求めます。

○四本教育長 教育委員会でございます。よろ

しくお願いいたします。

まず御礼を申し上げます。１月31日に開催さ

れました第23回若山牧水賞受賞式には、日髙副

委員長に御臨席いただき、まことにありがとう

ございました。この場をお借りいたしまして厚

く御礼を申し上げます。

ここから座って説明をさせていただきます。

それでは、文教警察企業常任委員会資料の表

紙をめくっていただきまして、裏の目次をごら

んください。

今回御審議いただきます議案は、議案第49号

「平成30年度宮崎県一般会計補正予算」など３

件でございます。次に、その他報告事項といた

しまして、２件の御報告をさせていただきます。

まず、五ヶ瀬中等教育学校における男女比の

改善等に係る対応について、次に、教職員の働

き方改革推進プラン（最終案）について、御報

告をさせていただきます。

それでは、資料右側の１ページをごらんくだ

さい。

補正予算の概要でありますが、今回の教育委

員会の一般会計補正予算は、表の下から５段目

の太線枠の補正額の欄に記載しておりますよう

に、45億5,503万8,000円の減額補正をお願いす

るものでありまして、補正後の額はその２つ右

の欄にありますように、1,053億3,604万7,000円

であります。

また、特別会計の補正予算は、下から２段目

の太線枠の補正額の欄に記載しておりますよう

に、６億5,428万9,000円の増額補正をお願いす

るものでありまして、補正後の額は、その２つ

右の欄にありますように、19億3,876万5,000円

であります。その結果、一番下の太線枠の補正

額の欄にありますように、39億74万9,000円の減

額補正をお願いするものであり、補正後の額は、

その２つ右の欄にありますように、1,072億7,481

万2,000円となります。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、引き続き、担当課長から説明させ

ていただきます。御審議のほどどうぞよろしく

お願いいたします。

○渡辺委員長 教育長の概要説明が終了しまし

た。

次に議案に関する説明を求めます。

○中嶋教育政策課長 平成30年度２月補正予算

につきまして、教育政策課から御説明いたしま

す。

お手元の平成30年度２月補正歳出予算説明資

料の教育政策課のインデックスのところ、405ペ

ージをお願いいたします。

表の左から２列目、補正額の欄をごらんくだ

さい。

今回の補正は、9,470万3,000円の減額補正を

お願いしております。この結果、補正後の額は、

右から３列目の欄にありますように、31億3,194

万4,000円となります。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

めくっていただきまして、407ページをお願い

いたします。

真ん中あたり、（目）事務局費の（事項）職員

費について、8,717万9,000円の減額であります。

これは、事務局職員の人件費の執行残などによ

るものであります。

次に、めくっていただきまして、408ページを

お願いいたします。

真ん中より少し下あたり、（目）社会教育総務
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費の（事項）職員費が5,786万6,000円の減額で

あります。これは、事務局職員のうち、社会教

育に係る人件費の執行残であります。

次に、その下、（目）保健体育総務費の（事項）

職員費が5,218万2,000円の増額であります。こ

れは、事務局職員のうち、保健体育に係る職員

の人件費でございますが、平成30年１月１日時

点の職員の現給を算定基準として計算した予算

額に対し、４月の組織改正等により人件費の変

動が生じたことによる増額であります。

教育政策課は以上であります。

○柚木崎財務福利課長 財務福利課関係につい

て、御説明を申し上げます。

歳出予算説明資料の財務福利課のインデック

スのところ、409ページをお願いします。

財務福利課の補正予算額は、総額で５億4,555

万円の増額補正でございます。

補正後の額は、同じ段の右から３列目、55

億2,676万6,000円であります。

その内訳につきましては、一段下の一般会計

の欄にあります１億873万9,000円の減額補正、

３段下にあります特別会計が６億5,428万9,000

円の増額補正であります。

それでは、補正をお願いします主な事項につ

いて御説明いたします。

資料の411ページをお願いいたします。

まず、一般会計についてでありますが、ペー

ジ中ほど、（事項）維持管理費につきまして、533

万2,000円の減額補正をお願いしております。

なお、執行予定としております同じ段の右か

ら３列目、10億9,023万4,000円のうち、ブロッ

ク塀改修工事のため、7,700万円を繰越明許費と

して御承認いただきたいと考えておりまして、

これにつきましては、後ほど御説明をいたしま

す。

次に、412ページをお願いいたします。

ページ中ほどの（事項）一般運営費（高等学

校）につきまして、1,205万7,000円の減額補正

をお願いしております。これは、県立高等学校

における光熱水費などの節約等に伴う需用費等

の執行残でございます。

次に、413ページをお願いいたします。

一番下の（事項）文教施設災害復旧費につき

まして、6,313万円の減額補正をお願いしており

ます。これは、今年度、大きな災害はありませ

んでしたが、台風24号などにより被害を受けた

教育施設等の災害復旧に要する工事費等の執行

残でございます。

次に、414ページをお願いいたします。

県立学校実習事業特別会計であります。（事項）

高等学校実習費につきまして、1,627万円の増額

補正をお願いしております。これは、平成29年

度の決算認定で繰越金が確定したものでありま

す。

次に、415ページをお願いいたします。

育英資金特別会計であります。（事項）育英事

業費につきまして、６億3,801万9,000円の増額

補正をお願いしております。これも、先ほどの

実習事業と同様、平成29年度の決算認定で繰越

金が確定したものでございます。

続きまして、繰越明許費について御説明申し

上げます。

資料かわりまして、お手元の平成31年２月定

例県議会提出議案（平成30年度補正分）をお願

いいたします。その資料の12ページをお願いい

たします。

繰越明許費補正についてでありますが、財務

福利課分は、上から３段目にあります教育費、

教育総務費、事業名、老朽化対策事業につきま

して、7,700万円の繰り越しをお願いするもので
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あります。これにつきましては、県立学校の不

適合ブロック塀及び転倒のおそれがあるブロッ

ク塀の改修に係るものでございますが、関係機

関との調整等に日程を要したため、年度内の完

了が困難となった工事につきまして、繰り越す

ものであります。

なお、工事につきましては、生徒たちの学校

生活に支障を来すことのないよう速やかに完成

させたいと考えております。

平成30年度一般会計及び特別会計に係る補正

予算についての説明は以上であります。

○川越高校教育課長 高校教育課関係の補正予

算について、御説明いたします。

歳出予算説明資料の高校教育課のインデック

スのところ、417ページをお開きください。

高校教育課の補正額といたしましては、３

億1,354万2,000円の減額補正であります。補正

後の額は、右から３番目でございますが、38

億3,768万5,000円であります。

めくっていただきまして、419ページをお開き

ください。主な事項について説明いたします。

初めに、下から２段目の（事項）高等学校就

学支援事業費１億9,987万2,000円の減額であり

ます。これは、県立高校の生徒へ授業料相当額

を支援する就学支援金及び低所得世帯の生徒へ

給付する奨学のための給付金の対象者が、当初

の見込みを下回ったことなどによるものであり

ます。

一番下の（事項）県立高等学校再編整備費8,636

万9,000円の減額であります。これは、新・妻高

等学校の商業棟などの設置工事に係る入札等の

執行残であります。

ページめくっていただきまして、420ページを

お開きください。

一番上の（事項）学力向上推進費1,020万円の

減額であります。これは、教育用コンピュータ

ーの整備に係る入札残等による執行残でありま

す。

ページ中ほどの（事項）学力向上推進費444

万5,000円の減額であります。（事項）学力向上

推進費が２つありますのは、今年度の組織改正

により、同じ事項の教育のＩＴ化が財務福利課

から移管されたためであり、31年度からは統合

して一つになっております。

このうち、説明欄の４、みやざきサイエンティ

スト育成事業296万4,000円の減額でありますが、

科学技術振興機構の受託事業で、将来、社会を

牽引する科学技術人材を育成するためのカリ

キュラムを研究するスーパーサイエンスハイス

クール事業につきまして、事業の申請の見込み

が立たなかったことによる減額であります。

続きまして、421ページをごらんください。

下から３段目の（事項）定時制及び通信制教

育振興費519万1,000円の減額であります。この

うち、説明欄の２、修学奨励費貸付金464万8,000

円の減額でありますが、定時制課程及び通信制

課程の勤労学生の経費負担軽減及び修学意欲の

向上を図るための修学奨励資金の貸与者が、当

初の見込みを下回ったことなどによるものであ

ります。

資料かわりまして、お手元の平成31年２月定

例県議会提出議案（平成30年度補正分）の12ペ

ージをごらんください。

繰越明許費補正についてでありますが、高校

教育課分につきましては、上から４段目にござ

います。教育費、教育総務費、事業名、西都地

区県立高等学校設置事業につきまして、1,844

万4,000円の繰り越しをお願いするものでありま

す。これは、妻高校と西都商業高校の統合に伴

う妻高校の商業棟新設に係るものですが、年度
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内の完了が困難となりました外構工事について

繰り越すものであります。

なお、工事につきましては、生徒たちの学校

生活に支障を来すことのないよう、速やかに完

成させたいと考えております。

平成30年度一般会計に係る補正予算について

の高校教育課の説明は以上であります。

○黒木義務教育課長 義務教育課の補正予算に

つきまして、御説明いたします。

資料戻りまして、歳出予算説明資料の義務教

育課のインデックスのところ、423ページをお開

きください。

義務教育課の補正額としましては、表の一番

上、左から２番目の欄にありますように、447

万2,000円の減額補正で、補正後の額は、右から

３番目でございますが、１億2,051万1,000円で

あります。

425ページをお開きください。

上から５段目の（事項）被災児童生徒就学支

援等事業費136万3,000円の減額であります。こ

れは、東日本大震災、またはその他大規模災害

等による被災を起因とした経済的な理由により、

就学困難となった幼児、児童または生徒に対す

る就学援助事業であり、国の交付決定に伴う減

額であります。

次に、下から４段目の（事項）指導者養成費212

万7,000円の減額であります。説明欄の２、主に

教職10年経験者研修に係る旅費の執行残であり

ます。

義務教育課は以上でございます。

○酒井特別支援教育課長 特別支援教育課の補

正予算につきまして、御説明いたします。

歳出予算説明資料の特別支援教育課のイン

デックスのところ、427ページをお開きください。

特別支援教育課の補正額としましては、4,014

万1,000円の減額補正でありまして、補正後の額

は、右から３番目の欄になりますが、４億9,293

万2,000円になります。

それでは、主なものについて御説明をいたし

ます。

429ページをお開きください。

上から５段目の項目にあります（事項）特別

支援教育振興費でありますが、1,984万1,000円

の減額であります。

その下の説明の項目にあります４の特別支援

学校医療的ケア実施事業の793万円の減額につい

てでございます。この事業は、たんの吸引や経

管栄養などを必要とする児童生徒のために特別

支援学校に看護師を配置するものでありますが、

児童生徒の病気等による欠席により、看護を要

しなくなった看護師の人件費等の執行残を減額

するものであります。

次に、同じ欄の９の県立高等学校生活支援充

実事業の994万6,000円の減額でございます。こ

の事業は、県立高等学校に在籍する身体に障が

いのある生徒が、教育課程を円滑に履修できる

ように、教室移動等の介助を行なう生活支援員

を配置するものでありますが、対象生徒の進路

変更等により介助を要しなくなった生活支援員

の人件費等の執行残を減額するものであります。

さらに、３段下の項目にあります（事項）就

学奨励費でありますが、2,000万円の減額であり

ます。これは、特別支援学校に就学する幼児、

児童生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図る

ために、就学に必要な経費を補助するものであ

りますが、実績が当初の見込みを下回ったこと

などによるものであります。

そのほかについては、それぞれの事業におけ

る事務費等の執行残でございます。

特別支援教育課からは以上でございます。
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○黒木教職員課長 教職員課関係の補正予算に

ついて、御説明いたします。

同じく、歳出予算説明資料の教職員課のイン

デックスのところ、431ページをお願いいたしま

す。

一般会計39億2,346万5,000円の減額補正をお

願いしております。補正後の額は、右から３列

目の919億6,630万1,000円となります。

以下、主なものについて御説明いたします。

433ページをごらんください。

まず、上から５番目の（事項）教職員人事費

でありますが、１億5,039万5,000円の減額をお

願いしております。これは、主に、学校非常勤

講師などの報酬等につきまして、勤務日数の実

績が当初の見込みを下回ったために減額するも

のであります。

次に、下から２番目の（事項）退職手当費で

ありますが、８億594万7,000円の減額をお願い

しております。これは、退職予定者数が当初の

見込みより減ったことなどに伴いまして減額す

るものであります。

434ページをお開きください。

一番上の（項）小学校費でありますが、（事項）

職員費につきまして、16億2,113万9,000円の減

額を、（事項）旅費につきまして、450万9,000円

の減額をお願いしております。

次に、中ほどの（項）中学校費でありますが、

（事項）職員費につきまして、６億2,309万4,000

円の減額を、（事項）旅費につきまして、121

万9,000円の減額をお願いしております。

次に、一番下の（項）高等学校費であります

が、（事項）職員費につきまして、３億8,033万

円の減額を、435ページをごらんください、（事

項）旅費につきまして、121万2,000円の減額を

お願いしております。

次に、中ほどの（項）特別支援学校費であり

ますが、（事項）職員費につきまして、３億2,941

万2,000円の減額を、（事項）旅費につきまし

て、531万7,000円の減額をお願いしております。

以上の職員費につきましては、教職員の給料

や職員手当、共済費でありますが、いずれも職

員数の減少や退職者と新規採用教員等との給与

差額などによる補正であります。

また、旅費につきましては、人事異動に伴う

赴任旅費の実績減や経費節減等に伴う補正であ

ります。

教職員課は以上であります。

○後藤生涯学習課長 生涯学習課関係の補正予

算につきまして、御説明いたします。

歳出予算説明資料の生涯学習課のインデック

スのところ、437ページをお開きください。

今回の補正は、一般会計で3,360万2,000円の

増額補正をお願いしております。その結果、補

正後の額は、ページの右から３列目にあります

ように、７億149万円となります。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。439ページをお開きください。

初めに、中ほどにあります（事項）成人青少

年教育費が321万7,000円の減額であります。

主なものは、説明欄の３、みやざき地域学校

パートナーシップ推進事業でありまして、国費

と県費から市町村への補助を行っておりますが、

その交付額の決定に伴う減額等であります。

次に、一番下の（事項）生涯学習基盤整備事

業費が4,969万8,000円の増額であります。

次のページをお願いいたします。

このうち、説明欄の４、宮崎県美術品等取得

基金事業、（１）美術品等取得事業が5,090万円

の増額であります。これにつきましては、後ほ

ど委員会資料で御説明いたします。
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次に、２段下の（事項）図書館費が283万4,000

円の減額であります。主なものは、説明欄の１、

管理運営費でありまして、図書館の管理運営に

係る設備関係経費等の執行残によるものであり

ます。

次に、１段下の（事項）図書館サービス推進

費が、285万6,000円の減額であります。主なも

のは、説明欄の２、図書館サービス費でありま

して、図書館の非常勤職員経費等の執行残によ

るものであります。

次に、441ページをお願いいたします。

中ほどにあります（事項）美術館普及活動事

業費が、493万3,000円の減額であります。主な

ものは、説明欄の２、特別展費でありまして、

展覧会開催に係る委託料等の執行残によるもの

であります。

続きまして、宮崎県美術品等取得基金事業に

よる美術品の購入につきまして、御説明いたし

ます。

常任委員会資料の２ページをお開きください。

まず、目的でありますが、県立美術館の収集

方針に沿う作品を、収集審査委員会の審査結果

を踏まえまして、美術品等取得基金を活用し購

入するものであります。

概要をごらんください。

購入作品は、（１）のアルゼンチン出身の画家、

レオノール・フィニーの油彩画１点と、（２）の

都城市出身の日本画家、山内多門の日本画２点

の計３点であります。

なお、美術品等取得基金条例を平成27年に改

正して、今回が２回目の購入となります。

予算額は5,090万円であり、財源は全額特定財

源であります。

作品購入の理由ですが、右のページの購入予

定作品とあわせてごらんください。

初めに、レオノール・フィニーですが、シュ

ルレアリスムを代表する画家の一人で、数少な

い女性シュルレアリストとして専門家からも高

く評価されている作家です。

また、収集方針の一つである「海外のすぐれ

た作品」に合致しており、美術館のコレクショ

ンの特色であるシュルレアリスムの作品群をよ

り充実させるとともに、調査研究をさらに深め

ていくべき作家です。

作品１の「四季」をごらんください。フィニ

ーの「明るい絵画の時代」と称される時期の作

品で、女性を重要なモチーフの一つとして取り

組んだフィニーを象徴する作品です。

次に、山内多門ですが、本県を代表するとと

もに、中央画壇でも活躍し、明治から昭和初期

にかけて日本美術界を牽引した作家の一人です。

また、収集方針の一つである「郷土出身作家

及び本県にゆかりのある作品」に合致しており、

美術館が重要な郷土作家として作品の収集を行

い、調査研究をさらに深めていくべき作家です。

作品２の「雨三題」をごらんください。多門

が40歳の作で、第12回文展に出品され、その中

でも特に好評を博した作品で、多門の代表的な

作品の一つとされています。

作品３の「西渡晩夏」であります。多門が帝

展の審査員を務めていた40歳半ばの作で、当時、

国内最大規模の平和記念東京博覧会に出品され

た作品です。

事業効果としましては、３点の作品を新たに

収集し、既に収蔵している他の作品等とあわせ

て展示することで、各作家の表現の変容等が一

層鮮明となり、県民がより理解を深めて鑑賞す

ることが可能となります。また、同作家の作品

を所蔵している県内外の美術館等と連携するこ

とで、広がりのある展覧会企画も立てやすくな
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ります。

生涯学習課関係は以上でございます。

○萩尾スポーツ振興課長 スポーツ振興課の補

正予算につきまして、御説明いたします。

歳出予算説明資料、スポーツ振興課のインデッ

クスのところ、443ページをお開きください。

今回の補正は、一般会計で3,044万5,000円の

減額をお願いしております。その結果、補正後

の額は、ページの右から３列目の９億105万9,000

円となります。

それでは、主なものにつきまして御説明をい

たします。

445ページをお開きください。

ページの一番下の段をごらんください。（事項）

健康教育指導費でございます。385万2,000円の

減額をお願いしてあります。これにつきまして

は、次の446ページの一番上の段にあります、養

護教諭等研修事業における初任者研修に係る非

常勤職員の報酬や、研修等の講師謝金、旅費な

どの執行残でございます。

次に、その下の段にございます（事項）保健

管理指導費でございます。240万7,000円の減額

をお願いしております。これは、主に、１、県

立学校児童生徒保健管理指導における児童生徒

の各種健康診断や心臓検診に係る検診料等の執

行残であります。

次に、その下の段をごらんください。（事項）

体育大会費でございます。2,038万2,000円の減

額をお願いしております。これは、主に、１、

国民体育大会経費における国民体育大会に出場

する選手の派遣に要する経費の執行残でありま

す。

次に、その下の段の（事項）競技力向上推進

事業でございます。146万9,000円の減額をお願

いしております。これは、主に、１の（２）宮

崎から世界へ挑戦！ワールドアスリート発掘・

育成プロジェクトにおける専門委員会及び検討

委員会等に係る旅費の執行残でございます。

スポーツ振興課は以上であります。

○米丸高校総体推進課長 高校総体推進課の平

成30年度２月補正予算につきまして、御説明い

たします。

お手元の歳出予算説明資料の高校総体推進課

のインデックスのところ、449ページをお願いい

たします。

表の左から２列目、補正額の欄をごらんくだ

さい。

今回の補正は、554万9,000円の減額補正をお

願いしております。この結果、補正後の額は、

右から３列目の欄にありますように、5,016

万4,000円となります。

続いて、451ページをお願いいたします。

中ほどにあります（事項）体育大会費につい

て、554万9,000円の減額であります。これは、

全国高校総体の開催準備のため、競技会場とな

る６市町の事務局に派遣している担当教員の後

補充として、各県立学校に配置している非常勤

講師の人件費などの執行残によるものでありま

す。

高校総体推進課は以上であります。

○谷口文化財課長 文化財課の２月補正予算に

つきまして、御説明いたします。

歳出予算説明資料の文化財課のインデックス

のところ、453ページをお願いいたします。

今回の補正は、一般会計予算で、6,239万4,000

円の減額補正をお願いしております。この結果、

補正後の額は、右から３列目の欄にありますよ

うに、４億5,369万9,000円となります。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。
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455ページをお開きください。

初めに、上から５段目の（事項）文化財保護

顕彰費につきまして、390万9,000円の減額をお

願いしております。主な理由としましては、説

明欄の５の西都原古墳群調査整備活性化事業に

おきまして、国庫補助額が当初の予定より少な

かったことにより事業経費が減額となったこと

や、同じ説明欄の７の神楽のユネスコ無形文化

遺産！県民応援事業において、神楽の調査など

に要する経費の執行残であります。

次に、456ページをお願いいたします。

一番上の（事項）埋蔵文化財保護対策費につ

きまして、4,621万9,000円の減額補正をお願い

しております。主な理由としましては、説明欄

の２の埋蔵文化財発掘調査でありますが、主に

国道建設に伴う事前の試掘調査の結果、当初予

定しておりました本調査の対象面積が減少した

ことなどにより、発掘調査経費が減額となった

ものであります。

なお、当該経費につきましては、国土交通省

などの事業者から県が委託を受けて実施してい

るものでありまして、経費は全額、各事業者の

負担となっております。

次に、同じページの中ほどにあります（事項）

博物館費につきまして、434万円の減額をお願い

しております。主な理由としましては、説明欄

の２の管理運営費でございますが、光熱水費等

の執行残でございます。

続きまして、次のページの457ページをお開き

ください。

上から３段目の（事項）考古博物館費につき

まして、412万9,000円の減額をお願いしており

ます。主な理由としましては、説明欄の１の管

理運営費でございますが、光熱水費等の執行残

でございます。

文化財課は以上でございます。

○鎌田人権同和教育課長 人権同和教育課の補

正予算について、御説明いたします。

歳出予算説明資料の人権同和教育課のイン

デックスのところ、459ページをお開きください。

一般会計で519万円の減額補正をお願いしてお

ります。この結果、補正後の額は、右から３列

目にありますとおり、9,226万1,000円となりま

す。

その主な内容について御説明いたします。

461ページをお開きください。

初めに、一番下の（事項）生徒健全育成費285

万7,000円の減額であります。このうち、説明欄

の３、学校の教育相談体制充実のための外部専

門家活用事業232万5,000円の減額でありますが、

これは、国庫補助決定等に伴うものであります。

次に、462ページをお開きください。

上から３段目の（事項）学校安全推進費148

万6,000円の減額であります。このうち、説明欄

の３、子どもの未来を守る学校安全教育推進事

業116万7,000円の減額でありますが、これは、

防災士養成研修や、学校を中心とした安全教育

に要する経費の執行残等であります。

人権同和教育課は以上でございます。

○渡辺委員長 執行部の説明が終了しました。

議案に関する質疑はございませんでしょうか。

○河野委員 高校教育課の中で、420ページの学

力向上推進費、みやざきサイエンティスト育成

事業が事業化ができない状態であったと言われ

ましたが、経過をもうちょっと詳しく教えてい

ただけますか。

○川越高校教育課長 これは、スーパーサイエ

ンスハイスクールに関する予算措置なのですが、

平成29年度末の段階で、現在、スーパーサイエ

ンスハイスクールの経過措置校であります宮崎
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北高校は、経過措置中であるために申請できな

い状態でありました。その状態で、宮崎北高校

以外の複数の学校のＳＳＨの申請を検討してい

たところであります。

それらの学校がＳＳＨに採択されたときのた

めに予算を計上していたのですが、実際には学

校の準備体制が整わず、平成29年度末にＳＳＨ

の申請をすることができませんでした。そのた

めの減額補正となっております。

○河野委員 このサイエンティスト育成事業と

いうのは単年度ですか。

○川越高校教育課長 ※単年度事業です。

○河野委員 ということは、もう北高は、この

事業はできないということですか。

○川越高校教育課長 北高校につきましては、

経過措置の２年間は申請することができません

でしたので、本年度、このＳＳＨに改めて申請

しております。現在、その結果待ちといいます

か、状況を待っているところであります。

以上です。

○河野委員 はい、わかりました。

次に、429ページの特別支援学校医療的ケア実

施事業、これは必要とする子供さんが欠席になっ

たため看護師の配置がなかったということです

か。

○酒井特別支援教育課長 配置としてはしてあ

るわけなんですけれども、生徒が欠席した場合

に、その日の必要な看護師数が少なくなります

ので、その欠席分で報酬としては下がってくる

ことになります。

○河野委員 それで、これだけの大きな減額で

すか。

○酒井特別支援教育課長 一つは、十分に毎年

度しっかりとつけられるようにというところが

ありますけれども、医療的ケアの児童生徒等の

場合には、特に冬場なんですけれども、病気等

で欠席することが、１人当たりで、かなりの欠

席日数を計上する部分がありまして、その関係

で、例年は全部出席したような形で予算をとっ

ていくわけなんですけれど、いつ欠席等が起こ

るかわからないということで、こうなっており

ます。

○河野委員 私は、今年度、学校における医療

的ケアの充実をということで質問させてもらっ

たんですが、そのときには、通常の小中学校に

配置できていない状態で、特別支援学校のほう

に、そういう環境をつくって対応していくとい

う回答をもらった気がするんですけれど。学校

に、この医療的ケアを推進したい考えがあるん

ですが、やはり今のような理由等があると、な

かなか配置は難しいことになるんでしょうか。

○酒井特別支援教育課長 小中学校への配置に

ついて、まだ県内では例が少ないわけなんです

けれども、各市町村にそういったものをお知ら

せしまして、促進を呼びかけているというとこ

ろでございまして、そういった該当児童生徒が

出てきました場合には、当然、市町村のほうに

国から補助が出ますので、そういった中で促進

できればというふうに思っております。

○河野委員 県の考え方は、そういう考え方で

すよね。だけれど、この前いただいた答えが、

子供を通常の学校じゃなくて特別支援のほうへ

と言ったような気がするんですが。

○酒井特別支援教育課長 前回申し上げた分で

は、現在のところは、特別支援学校に実態が合っ

ていて希望されているというところで、これま

で来ています。

それとは別に、小中学校への医療的ケアの実

施については、各市町村、教育長さんのほうに

※次ページに訂正発言あり
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も呼びかけをいたしまして、該当する方がおら

れれば、またいろんな情報提供もいたしますと

いうことでお伝えをしています。

○河野委員 親が望めば、通常学校のほうに配

置をしてくれるように、県は推進していただけ

るということですか。

○酒井特別支援教育課長 そのように促進をお

願いしているところですけれども、具体的には、

各市町村、教育委員会が諮問する就学指導委員

会の場で市町村がそういった決定を下すことに

なっておりますので、そういったところに情報

提供をしています。

○川越高校教育課長 先ほどの事業期間につき

まして、訂正させていただきます。

みやざきサイエンティスト育成事業は※２年間

の事業でありまして、その中でＳＳＨは国の事

業でありますので期間が異なっております。前

回、北高校が申請しましたのは24年から28年ま

での５年間でした。そのあと経過措置という形

になりまして、30年度、改めて申請をしたとい

うところであります。

○横田委員 生涯学習課の美術品の購入につい

てちょっとお尋ねしますけれど、私は美術品を

見る目がなくてその価値がよくわからないんで

すが、こういう美術品を買う場合の過程といい

ますか、例えば誰かの紹介があるのか、誰かか

ら売り込みがあるのか、それとも担当者が探し

てくるのか、購入するまでに至る経緯をちょっ

と教えていただけないでしょうか。

○加塩美術館副館長 画商からの情報が主なも

のになります。

○横田委員 その紹介があって、審査委員会に

諮って購入を決定するということなんですか。

○加塩美術館副館長 そのとおりです。

収集審査委員会というのを開きます。これは

県外の美術館長などの美術専門家、それから、

県内の、宮大の教授などの専門家、この中で、

まず、美術館に入れるべき美術品であるかとい

う審査、それから、評価額、購入金額が適正で

あるかという審査をしていただきます。その上

で、きょう、お諮りをしているというところで

ございます。

○横田委員 購入と逆に、今、収集している美

術品を販売することもあるんですか。

○加塩美術館副館長 原則として、公立美術館

で購入したものは販売はいたしません。

○横田委員 所蔵している美術品は、定期的に

順送りでみんなに見てもらうことになるんです

か。

○加塩美術館副館長 今、無料でコレクション

展というのを１年間４期にわたってやっていま

す。これを100点ほど年４回変えてお見せしてい

るというところでございます。

○横田委員 ちなみに、今、何点ぐらい所持さ

れているんでしょうか。大体で。

○加塩美術館副館長 合計が4,249点です。

○横田委員 わかりました。

○徳重委員 同じくこの美術品の購入のことで

すが、御案内のとおり、山内多門先生は都城の

出身で、親戚等もまだいらっしゃると思うんで

すけれども、例えば個人が持っていらっしゃる

美術品を買うということもあり得るんですか。

あるいは寄附してもらうというようなこともあ

るもんでしょうか。

○加塩美術館副館長 まず、個人からの寄贈と

いうのがございます。

それから、個人からの寄託というのがありま

す。寄託というのは、個人が所有権を残したま

ま美術館のほうにお預けになるということでご

※40ページに訂正発言あり
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ざいます。

○徳重委員 先ほど申し上げましたとおり、都

城市出身である山内多門先生の銅像というか記

念碑があるんですが、我々はしょっちゅう見て

いるんですけれど、都城にも、この多門先生の

書というか、絵はまだかなりあるもんでしょう

か。わかっていらっしゃれば教えてください。

○加塩美術館副館長 都城市立美術館に60点ほ

どございます。

県立美術館のほうに、今、33点ございます。

お互いに貸しあったりしながら展覧会を開い

たりもいたしております。

○図師委員 説明はあったと思うんですが、419

ページの高等学校就学支援事業の１の就学支援

金と３の奨学のための給付金がそれぞれ9,000万

円以上不用で出ているんですが、その理由が当

初の数よりも下回ったということだったと思う

んですが、何人分に当たるのかというのと、ど

うしてこういう大きな不用になったのかをもう

少し詳しく教えてください。

○川越高校教育課長 この授業料相当額を支援

する就学支援金及び低所得世帯に対して授業料

以外の教育費について寄附します就学給付金は、

いずれもその年度の家族の収入状況、例えば生

活保護の受給の有無や課税から非課税、その逆

などや、世帯の状況で、例えば第１子と第２子

の人数などによっても変動することがあります

ので、本課としましても、ある程度多めに算定

するような形になっております。

今、御質問のありました就学支援金につきま

しては、当初、約２万1,000人で見込んでおりま

したが、実績見込みとしまして、２万200人となっ

ております。

また、奨学のための給付金につきましては、

当初4,900人で見込んでおりましたが、実績見込

みとして4,100人となったというのが、この補正

にあらわれております。

○渡辺委員長 ほかよろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、議案に関する質疑は

ここまでといたします。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

○川越高校教育課長 それでは、資料の４ペー

ジをごらんください。

五ヶ瀬中等教育学校における男女比の改善等

に係る対応についてというページをごらんくだ

さい。

五ヶ瀬中等教育学校における男女比改善の検

討状況につきましては、先般の代表質問で教育

長が答弁いたしましたが、改めて御説明させて

いただきます。

まず、１の対応状況についてですが、11月議

会での一般質問を受け、教育委員会において、

五ヶ瀬中等教育学校に係る検討会を設置しまし

た。そして、これまで作業部会を３回、検討会

を１回、計４回の会議を実施いたしました。検

討会の構成委員は、五ヶ瀬中等教育学校長、小

・中学校の校長会の代表である宮崎県校長会長、

教育次長、そして関係課長です。

次に、２の検討状況についてですが、１つ目

としましては、男女別の定員を設ける方向で検

討しております。これは全寮制教育という学校

の特長を踏まえると、施設上の制約を受けざる

を得ないからです。

２つ目としましては、男女別の募集人員を入

学者選抜実施要項に記載する方向で検討してお

ります。これは、入学を希望する児童や保護者

に対し、正確な情報を提供するためであります。

最後に、３の当面のスケジュールですが、ま
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ず、３月中旬に当該校の学校評議員会におきま

して、地域やＰＴＡの方に意見聴取を行います。

また、第２回検討会におきましては、県ＰＴＡ

連合会から小学校の保護者に出会してもらい、

意見をいただく予定であります。その後、来年

度に計２回の会議を実施し、６月を目途に方向

性を定め、７月の入学者選抜要綱に公表する予

定であります。

また、今後につきましては、五ヶ瀬中等教育

学校の魅力づくりや学校のあり方について、引

き続き検討をしていく予定であります。

報告は以上です。

○黒木教職員課長 同じく常任委員会資料の５

ページをごらんください。

学校における働き方改革推進プラン（最終案）

についてであります。

２の実施までのスケジュールをごらんくださ

い。

12月19日に開催しました第３回学校における

働き方改革推進協議会で取りまとめましたプラ

ン案につきまして、１月８日から２月７日にか

けましてパブリックコメントを実施するととも

に、１月24日の常任委員会におきまして、その

概要について報告させていただいたところであ

ります。

そこで、本日はパブリックコメントのプラン

への反映状況等につきまして、報告させていた

だきます。

同じ資料の６ページをごらんください。

４、パブリックコメントの（１）提出者数及

び件数にありますように、39名の方々から138件

の御意見等をいただきました。

（２）パブリックコメントに基づく主な修正

をごらんください。

いただいた御意見に対する主な修正箇所につ

いて記載をしております。その修正箇所につい

て御説明をいたします。

別冊でお配りしております学校における働き

方改革推進プラン（最終案）の冊子とあわせて

ごらんいただければと思います。

それでは説明させていただいます。

まず常任委員会資料の①は、「プランに示して

いる当面の達成目標は早期に達成し、国のガイ

ドラインにおける勤務時間の上限規定に近づけ

るよう、働き方改革を推進してほしい」という

御意見であります。

別冊のプラン最終案の18ページから19ページ

になりますが、４、プランの達成目標をごらん

ください。

前回の案では、国の勤務時間ガイドラインの

上限の目安時間、月当たりの時間外業務時間45

時間を超えないということを示した上で、本県

の目標としては、当面の達成目標として、月当

たりの時間外業務時間80時間ゼ口と設定してお

りました。しかしながら、今回の御意見等を踏

まえ、国が示した上限の目安である月当たり45

時間未満を本県の達成目標として設定し、特に

早急に解決を図る必要がある当面の達成目標と

して、月当たりの時間外業務時間80時間以上ゼ

口を設定したところであります。

また、19ページの５、プランの計画期間の中

で、当面の達成目標について、「最初の２年間で

達成できるよう」と表記しておりましたが、「２

年以内という見通しを持ちながら、できるだけ

早急に達成できるよう」と、早急に達成する必

要があるということで、表記を変更しておりま

す。

次に、御意見の②でありますが、「リフレッシュ

デイについては職員一斉の設定は難しいため、

柔軟な設定を可能にしてほしい」という御意見
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でありました。

これにつきましては、別冊プラン最終案の20

ページの上段部分をごらんください。

１、リフレッシュデイ（定時退庁日）の設定

の部分に、米印で、「全教職員が週１回以上、定

時に退校できる環境を整えることを原則とし、

学校の状況に応じて、一斉の設定や個別の設定

など柔軟に対応することとします」という表記

を追加をしております。

次に、別冊の常任委員会資料の６ページであ

りますが、③の御意見についてであります。御

意見③は、「部活動の活動時間や休養日の設定に

ついては、県の方針の中では細かな規定がある

ことを明記してほしい」という御意見でありま

す。

同じくプラン最終案の20ページの一番下の部

分をごらんください。

御意見を踏まえ、四角囲みの下に米印として、

参考資料として、本県の運動部活動の方針を巻

末につけているということを示しました。実際

の部活動の方針につきましては、40ページから

あとの部分につけておりますので、後ほどごら

んください。

次に、同じく常任委員会資料６ページの④に

ついてです。④の御意見は、「勤務時間を客観的

に把握したことに対して、支援、指導に生かす

ことを示してほしい」という御意見であります。

別冊のプラン最終案では、27ページになりま

す。

これは、取り組み内容の２、勤務時間管理の

徹底に関する取り組みの部分でありますが、１、

勤務時間を客観的に把握し集計するシステムの

構築の四角囲みの下に、「なお、把握した勤務時

間については、健康管理や業務改善等の支援に

活用します」という表記を追加をしております。

最後に、常任委員会資料の７ページをごらん

ください。

５番目の御意見、⑤についてです。⑤の御意

見は、「管理職のリーダーシップのもと、思い切っ

た学校独自の工夫を進めてほしい」という御意

見であります。

別冊のプラン最終案では、29ページから30ペ

ージにかけてが該当箇所になります。29ページ

の２、学校全体の取り組みの推進の記述ですが、

前回のプラン案では、ワン・トライ運動やワン

・アクション運動という言葉を用い、丸の部分

を４つの視点として示しておりました。しかし

ながら、この視点にとどまらず、学校の実態に

応じてさまざまな改善の取り組みを進めてほし

いという意味で、取組内容を例として示すよう

表記を変更しております。

恐れ入ります。資料の７ページにお戻りくだ

さい。

主な修正につきましては以上でありますが、

（３）にパブリックコメントで寄せられたその

他の主な意見を載せております。

１番目に、行事、会議、提出書類等を精選し、

本来の業務である授業やその準備、教材研究の

時間を確保してほしい、部活動の活動時間、休

養日の設定については、全ての地域、学校で確

実に守られるよう指導を徹底してほしいなどの

御意見をいただいております。

これらのいただいた御意見につきましては、

今後、具体的な取り組みを進めていく上での参

考とさせていただきたいと思っております。

それでは、恐れ入りますが資料の５ページの

３、実施までのスケジュールにお戻りいただけ

ればと思います。

これらのパブリックコメントを踏まえ、２月19

日に開催しました推進協議会において、配付し
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ております働き方改革推進プランの最終案を取

りまとめたところでございます。このプラン最

終案につきましては、３月開催の定例教育委員

会に付議いたしまして、新年度よりプランに基

づいた具体的な取り組みをスタートさせること

としております。

３、プランの周知についてでありますが、本

プランにつきましては、年度当初に予定されて

おります市町村教育委員会教育長会や校長会等

で説明を行うとともに、保護者や地域の方々に

対しても、学校を通じて周知を図っていきたい

と考えております。

最後になりますが、本プランの県教育委員会

の取り組みの中で示しております専門スタッフ

等の配置など取り組みの一部につきましては、

来年度の事業として予定しておりますので、当

初予算の常任委員会の際に説明させていただき

たいと思います。

説明は以上であります。

○渡辺委員長 説明が終了しました。その他報

告事項に関して質疑がございませんでしょうか。

○図師委員 五ヶ瀬中等教育学校についてなん

ですが、我々が現地を視察した際には、女子生

徒の数も同じにして、少し校舎内を増改築する

という話も出ておったような気もするんですが、

そういう方向性はもうなくなったということで

しょうか。

○川越高校教育課長 施設の改修等も含めまし

て、現在、検討中であります。

○図師委員 一般質問等でも取り上げられてお

りましたが、男女別の募集人員は同数になる可

能性もあるということですか。

○川越高校教育課長 まだ具体的な数は検討中

ですのではっきりとは申し上げられませんが、

可能性の１つとしては考えられるところであり

ます。

○図師委員 教職員の方々の働き方改革なんで

すが、これは私学も対象となると理解してよろ

しいんでしょうか。

○黒木教職員課長 まず、この対象は公立の小

中学校ということで考えております。

理由の１つとしましては、私学の場合が、教

特法という時間外勤務の取り扱いが、労働法制

上、公立小中学校と違うということもあります

ので、一応、対象は※公立小中学校としておりま

すが、協議会の中でもそういう御意見がでまし

たので、情報提供をして、私学等でも推進して

いただくようには取り組みたいと思っておりま

す。

○図師委員 部活動の定義、内容についても御

説明いただいたんですが、資料の44ページに詳

しい内容も出ているんですけれども、③の１つ

めの黒ポツなんですが、県の競技力に関する指

定校に関しても、やはり原則、１から３の基準

に沿った活動をするということなんですが、現

状はそれに沿ってないと思われて。例えば、県

内外の学校と練習試合をしたり、強化合宿をす

る際に、恐らく週末になるかと思うんですが、

３時間の練習試合とか、午前とか、午後だけの

練習ということは、まず行われていないと思う

んですけれども、そういうものも、今後、この

規定に沿った形で対応していただくような感じ

になるんでしょうか。

○萩尾スポーツ振興課長 そこに活動時間等を

書いていますが、これは全体の考え方としては、

とにかく勝利至上主義等もありますけれど、や

みくもに、ただ長時間の練習、そういうのを全

体としてはしっかり見直していこうと。もっと

合理的で、いわゆる効率的な指導を、日本全体

※次ページに訂正発言あり
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として見直す機会に来ているんじゃないかと。

そういう流れの中で、ここに書いていますけ

れども、全体でそういう方向に行くんですが、

指定校等については、県から強化費も入れてい

る関係で、そういう考え方にのっとって、合宿

等も計画的にしっかりやってくださいと。ただ

し、40ページの①にありますけれども、週末等

に大会参加等で活用した場合は、休養日をほか

の日に振りかえるとありますし、45ページの一

番上にありますとおり、エ、この設定について

は、地域、学校の実態を踏まえた工夫としてと

いうことで、年間スケジュールとか、あるいは

月間スケジュール、週間スケジュール等、細か

なスケジュール等を示していただきつつ、その

全体の中で練習、少しねらいを持った活動をしっ

かりやっていくんだと。運動生理学上、休養し

たほうがパフォーマンスも上がりますというこ

とも含めた形でしっかり考えていってほしいと

お願いをしておりますので、そこあたりはトッ

プのほうも頑張っていただくし、あるいは同好

会等も、生徒のニーズ、いわゆる生徒のスポー

ツ環境をしっかり考えた部活動をしていきなさ

いという方針を出しておりますので、これはそ

ういう形でそれぞれやっていただきたいと考え

ています。

○図師委員 わかりました。

○黒木教職員課長 済みません。先ほどの発言

の訂正をさせていただきたいと思います。

私、公立小中学校と申したと思いますが、こ

の対象は公立学校全てでありますので、小学校、

中学校、高等学校、特別支援学校ということで、

訂正させていただきます。

○横田委員 働き方改革の６ページ、②のリフ

レッシュデイについてですけれど、環境を整え

ることを原則とし、学校の状況に応じで柔軟に

対応するということですけれど、これが設定さ

れることで、この原則がなし崩しになるような

懸念はないんでしょうか。

○黒木教職員課長 これにつきましては、協議

会の中でも同じような御主旨の発言がございま

した。

１つは、県教委のほうでしっかり設定をする

ことで取り組みやすいという御意見と、あと、

各学校種とか、各地域等によっていろいろ実態

の違いがあるために、それは、学校種である程

度柔軟に対応できるようにしてほしいという両

方の御意見がありましたので、そこの議論を重

ねた結果、まず、基本的には、定時退校日、リ

フレッシュデイというものを設定をするという

ことを１つの共通の目標とする。その上で、学

校の実態によっては、そういったことが困難な

部分もあるので、その場合は柔軟に対応しても

いいということで、あくまで基本は週１回以上

のリフレッシュデイ、定時退校日を設定すると

いうことで共通理解をしたところであります。

○横田委員 わかりました。

７ページのその他の主な意見、５つ例示して

ありますけれど、どれを見ても非常に大事なこ

とだと思うんですけれど、これはこのプランに

何らかの形で反映されているんでしょうか。

○黒木教職員課長 その他の意見については、

それぞれ各プランの中に入れてある部分ではあ

りますが、その中で、特に上から４つ目につい

て、持ち帰りの仕事等についても、学校での業

務時間が減っても、家への持ち帰りがふえては

どうにもなりませんので、その辺については貴

重な御意見として承って、また、プランを推進

していく中で検討していきたいと考えておりま

す。

その他の御意見につきましても、それぞれプ
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ランの中に反映をさせたところではあります。

以上です。

○横田委員 わかりました。

○渡辺委員長 ほかはいかがでしょうか。

五ヶ瀬中等教育学校に関係して幾つかお伺い

します。

意見は本会議で述べましたので、くどくは述

べませんが、まず、県外の都道府県立学校で、

全寮制を取っている中等教育学校はあるんで

しょうか。もしくは、高校、中学校で。

○川越高校教育課長 県外の学校で全寮制を

とっている学校は、今度開設予定ではあるんで

すが、広島県立の叡智学園というのがこの春に

開校する予定であります。ただし、中等教育学

校ではなく、併設型の中高一貫校と聞いており

ますが、まだ詳細については把握しておりませ

ん。

ただ、全寮制の学校は、ほかの中等教育学校

は把握していないところであります。

○渡辺委員長 その広島の叡智学園というとこ

ろは、入学者選抜、この春から開校ということ

であれば既に選考されているんだと思いますが、

定員についてはどういう設定になっているんで

しょうか。

○川越高校教育課長 定員は40名で、男子20名、

女子20名という形で発表されておりますが、ホ

ームページを見ますと、原則という言葉がつい

ておりました。ただ、そこに関しては、要綱上

は20名、20名という形で、男女別の定員で発表

されております。

○渡辺委員長 五ヶ瀬中等教育学校の入学選考

についてお伺いしますが、入試という言い方を

してはいけないんでしょうけれども、応募者の

中から入学する方を決める手続きというか、試

験のようなもの等はどのようなものが行われて、

どういう形で進学できる方を決めているので

しょうか。具体的にちょっと御説明をお願いし

ます。

○黒木義務教育課長 今、御質問のあった入試

についてですけれども、五ヶ瀬中等教育学校の

場合は、基本的には学力検査という形ではあり

ませんが、これまでの小学校での学習を生かし

た算数的な問題であるとか、国語的な問題であ

るとか、社会的な問題、理科的な問題をミック

スしたような形で適性検査を行っております。

また、全寮制ということで、集団での生活が

発生してきますので、そういったところでコミュ

ニケーションを取れるかといった集団面接的な

ものも行っております。

○渡辺委員長 その適性検査と面接は、それぞ

れ、例えば点数化をして、その合計点が出るん

だとすれば、その点数が高いほうから、今まで

は22人と18人というふうになっていたわけで

しょうが、点数が高い子から男子は22人、女子

が18人というふうに取るような形で選考を行っ

ているんでしょうか。

それとも、例えばもっと多い枠の人数を取っ

て、その中からくじ引きじゃないけれども抽選

をして、ある種のならすような作業を図るよう

なことをしているのか、そこはどのような形で

選考が行われているのでしょうか。

○黒木義務教育課長 今、委員長が前半でおっ

しゃられたように、男女別に点数の高い順にと

いうことになっております。

○渡辺委員長 わかりました。

もう１点。これまで男子22人、女子18人であ

るという事実を、11月の議会で聞いたときには、

説明会に来られた方には口頭でそんなお話はし

てきたけれども、22人、18人であるという事実

を要綱の中で明記してこなかった、その理由は
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どこにあるんですか。

○川越高校教育課長 実際、要綱上に明記しな

かった理由というところははっきりとお答えで

きる内容が定かではないのですが、入学当初か

ら、この男女別の定員の存在は、要綱上に明記

しないながらも公表されたような形になってお

り、実際、宮崎県の教育という入学者を示して

いる冊子にも、男子22名、女子18名で取ってい

るということが明らかになっておりましたので、

既成の事実と言いますか、そういうような形で

具体的に書かれないままこのような時間が過ぎ

てしまったのではないかと推察しています。

○渡辺委員長 大前提の確認をしたいと思うの

ですが、教育の機会均等の面から言って課題が

あると教育委員会は11月もおっしゃられました

けれども、教育の機会均等という意味では、別

に22人、20人になったから解決されるという問

題ではなく、施設の制約があるという事実は認

識した上で、さっき言ったような試験である以

上は、当然、合格点という言い方はあれですが、

学校に行けるようになる点数に男女別のばらつ

きがあることは容易に想像ができるわけなので、

あるべき姿としては、男女別に分けて採用する

のが望ましいやり方ではないという基本認識な

のか、そこのところをちょっとはっきり整理さ

せていただけないかと思うんですが。

○川越高校教育課長 男女を分けずに、通常の、

例えば県立学校等がやっているような形で生徒

たちを学校に合格させていくことが理想的な形

であるとは考えておりますが、１つの学校の、

いわば個性的な教育をやるやり方として、五ヶ

瀬中等教育学校のような生徒というものも存在

するのではないかと考えているところでありま

す。

○渡辺委員長 個性的な学校のあり方というこ

とでクリアできるような課題なのかというとこ

ろに、若干、教育委員会との認識のずれを正直

感じているところではありますが、その議論は

しませんけれども、今いただいている御説明を

聞く限りは、全寮制という方法をとる限り、永

遠に五ヶ瀬中等教育学校は教育機会の平等とい

う観点をクリアできないまま─今度25周年の

ようですが、50年に向かっていったり、それよ

り長くやっていくということでオーケーなんだ

という基本認識に立っているのか、それとも、

施設面の問題はお金のこともかかわるので急に

とはいかないかもしれないけれども、中期的に

は少なくとも解決するための何らかの取り組み

をしないといけないという認識でいるのか、そ

こがちょっと全く見えない気がするんですが、

これはいかがでしょうか。

○川越高校教育課長 その点につきましては、

やはり検討を続けていかねばならないと考えて

います。

資料にもお示ししましたが、現在検討してい

るのは、当面のところ、この６月までの要綱発

表までの１つの結論というところで考えており

まして、このあとも五ヶ瀬中等の魅力づくりや、

特に学校のあり方、今、御指摘のありましたよ

うなことに関しましても、より幅広い御意見を

伺いながら考えていかねばならないと考えてい

るところであります。

○渡辺委員長 ありがとうございました。

ほかにございませんでしょうか。

○徳重委員 同じく五ヶ瀬の選考基準というん

ですか、選考に当たっては成績だけが中心にな

るものか、成績順に22名、18名、そういう形で

取られるものかどうか、ちょっとお尋ねします。

○黒木義務教育課長 基本的には先ほど述べま

した適性検査というものも含めて、全て一応点
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数化したものの順でとっているということにな

ります。

○徳重委員 適性とか、面接とか、身体的なも

のとか、そういったものも入れられると思うん

ですが、適性検査ってどういう項目になってい

るんですか。

○黒木義務教育課長 集団面接であるとか、あ

るテーマに沿って子供たちが話し合いをして

いったり、その様子を観察したりといったよう

なところを見たりしております。

○徳重委員 やはり集団での寮生活もあるし、

集団生活の中でうまくやっていけるかどうか、

いろんなことがあると思うんです。

親は五ヶ瀬にやりたいと思っていても、性格

的に、その子供は俺は行きたくないんだけれど

受かったら行くわというような感覚の人もいる

かと思ったりするんですが。本人の五ヶ瀬に行

きたいという願望があって受けたことは間違い

ないにしても、それだけ、もし落ちてもいいん

だと、ほかの学校でもいいんだというような生

徒がおるんじゃないかという気がしてならない

もんですから。今までの例からしても、今後、

ずっと五ヶ瀬を続けていく上でも、あそこを出

た子供たちは立派に社会のために頑張っている

んだという姿をずっと続けていくためには、立

派な生徒を取っていただきたいと思うんですが、

考え方としてはいかがでしょうか。

今、申し上げましたような本人の希望という

か、本人の意思を先生方が吸い上げるというこ

とはされていないのか。

○黒木義務教育課長 小学校６年生が受験をす

るわけですけれども、その時点でかなり、おま

けに全寮制ですので、６年間、親元を離れて生

活できるのかどうかといったようなところは、

保護者の方と、やはり各御家庭でかなり議論を

された上で願書は出されていると私どもは理解

しておりますし、入学後の子供たちの様子を見

ても、あそこの学校で学びたいといったような

強い意志を持って入学される子供さんの様子が、

やはりよく見られると認識しております。

○徳重委員 小学６年生の後から行くことにな

るわけですから、親御さんも心配だろうし、ま

た、子供さんの意見も、帰っていろいろ休みの

間に聞かれたりして、ここは無理だと、行きた

くないと、新しく普通の学校に入りたいという

生徒も出てくるんじゃないかと思いますが、今

までそういう例はないものでしょうか。

○黒木義務教育課長 これは年によっては、１

名ぐらいですが、夏休みが終わったあたりで、

最初は意欲を持っていったけれどもなじめな

かったとか、ホームシックが非常に強かったと

か、そういった原因で、地元のほかの学校に転

校していくという例もございます。

○川越高校教育課長 先ほど河野委員からの御

質問にありました、みやざきサイエンティスト

育成事業の期間は平成29年から31年までの３年

間でした。たび重なる訂正、申しわけありませ

ん。

○日髙副委員長 １件だけ確認させていただき

たいんですけれども、学校における働き方改革

についてなんですが、いろんな改革についてあ

るんですけれども、部活動の件なんですが、何

か罰則みたいなものはあるんでしょうか。例え

ばルールに従わなかったら罰則とかあるんで

しょうか。

○萩尾スポーツ振興課長 これは、はっきり申

し上げまして、罰則等はございません。

ただ、法的な拘束力はありませんが、国のガ

イドラインを受けての県の方針と、やはりこれ

を日本全国で広げていこうと、しっかりそこは
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考えていこうということですから、そこは、ぜ

ひこういう方針のもとにしっかりやっていただ

きたいと思っておりますし、公立の小中学校に

つきましては、県の方針を受けまして、今度は

市町村教育委員会が方針を出していただくと。

そして、それを学校のほうがまた方針をつくり

まして公表していきますので、そこはしっかり、

この方針がそれぞれの学校でしっかり守られる

ような形で、私たちもフォローアップや調査を

しっかりやっていきたいと考えております。

○日髙副委員長 やっぱり今までずっと何十間

やってきた形をかえていくのは本当に難しいこ

とだと思いますし、僕らもちょっと少年野球に

関わらせていただいていますが、やっぱり週末

は４時間だけの練習という規則が決まっても、

なかなかうまく浸透していかないという部分も

あります。今もう本当に部活動じゃなくてクラ

ブ活動に流れているという話もたくさんありま

すので、いろんな部分をしっかりと対応してい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。

○渡辺委員長 その他報告事項に関しては、よ

ろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、その他で何かござい

ますでしょうか。

○河野委員 学校施設の跡地利用について、

ちょっとお伺いしたいんですが、延岡市の件で

すけど、延岡市との協議が進んでいると思いま

すが、わかあゆ支援学校跡地ですね。運動場側

は子どもの城ですかね、延岡市が利用するとい

うことで、事業が進んでいるんですけど、施設

側（建物側）はどうなっているんでしょうか。

○柚木崎財務福利課長 建物があったところに

つきましては、現在まだ継続協議中となってお

ります。

延岡市としては、活用したいということだっ

たんですけれども、現在ちょっと保留の状態に

なっているところではあります。

○河野委員 その施設を利用するにも、限度と

いうか、耐震とかを考えたときに、いつまでに

……。

○柚木崎財務福利課長 基本的には地元自治体

が、もう利用しないと言うまでは、私どもは一

応協議を継続するというスタンスでやっており

ます。

利用しないという結論が出ますと、一般的な

売却というふうに進んでいきます。

○河野委員 ということは、もう１つの土々呂

にある支援学校のように、一角がコンビニにな

るとか、そういう状態もありうるということで

すね。

○柚木崎財務福利課長 自治体が利用しない場

合は、そういった可能性もございます。

○河野委員 わかりました。

○渡辺委員長 ほか、いかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって教育委

員会を終了いたします。

大変お疲れさまでした。ありがとうございま

した。

暫時休憩します。

午後２時32分休憩

午後２時35分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

明日の委員会は、午前10時に再開し、警察本

部の当初予算案に関する審査から行う予定とし

ます。

その他で、何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○渡辺委員長 それでは、以上をもちまして本

日の委員会を終了します。

お疲れさまでした。

午後２時36分散会
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午前９時56分再開

出席委員（７人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 中 野 廣 明

委 員 横 田 照 夫

委 員 河 野 哲 也

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

警 務 部 長 大 塚 祥 央

警務部参事官兼
時 任 和 博

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 河 野 重 定

刑 事 部 長 廣 澤 康 介

交 通 部 長 谷 口 浩

警 備 部 長 小 野 博

警務部参事官兼
河 野 晃 央

会 計 課 長

警務部参事官兼
福 永 光 宏

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
鍋 倉 幸 次

生活安全企画課長

総 務 課 長 上 平 賢 一

少 年 課 長 宮 崎 俊 昭

生 活 環 境 課 長 井 上 保 志

交 通 規 制 課 長 日 髙 靖 和

運 転 免 許 課 長 日 高 好 章

企業局

企 業 局 長 図 師 雄 一

副 局 長
佐 野 詔 藏

（ 総 括 ）

副 局 長
土 屋 喜 弘

（ 技 術 ）

技 監 喜 田 勝 彦

総 務 課 長 奥 浩 一

経 営 企 画 監 新 穂 浩 一

工 務 課 長 平 松 信 一

電 気 課 長 森 本 誠 二

施 設 管 理 課 長 山 下 正 次

総 合 制 御 課 長 上 石 浩

事務局職員出席者

政策調査課主査 甲 斐 健 一

議事課主任主事 石 山 敬 祐

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。皆さ

ん、おはようございます。よろしくお願いいた

します。

それでは当委員会に付託をされました当初予

算関連議案等について、本部長の説明を求めま

す。

○郷治警察本部長 おはようございます。昨日

は、補正予算関係議案を御審議いただきまして

ありがとうございました。

本日、御審査をお願いしいます案件は、まず、

「平成31年宮崎県一般会計予算」であります。

当初予算案は、平成31年の宮崎県警察運営方

針及び運営重点に沿った各施策を具体的に実現

するものとして編成したところでありまして、

歳出予算額として恩給及び退職年金を除きまし

て270億4,968万7,000円をお願いするものであり

平成31年３月７日(木)
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ます。

次に、昨年10月の決算特別委員会での指摘要

望事項に係る対応状況につきまして御報告いた

します。さらに、風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律施行条例の一部を改正す

る条例につきまして御審査をお願いします。

詳細につきましては、それぞれの担当部長か

ら説明をさせますので、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

私からは以上でございます。

○渡辺委員長 本部長の概要説明が終了いたし

ました。

引き続き議案の審査を行いますが、歳出予算

の説明については、重点事業・新規事業を中心

に簡潔明瞭に行い、あわせて決算における指摘

要望事項に係る対応状況についても御説明をお

願いいたします。

それでは、議案に関する説明を求めます。

○大塚警務部長 それでは、平成31年２月定例

県議会提出の議案第１号「平成31年度宮崎県一

般会計予算」の公安委員会関係につきまして御

説明いたします。

お手元の文教警察企業常任委員会資料の２枚

目、資料１、平成31年度歳出予算についてとい

う題名の資料と、議会資料の平成31年度歳出予

算説明資料の515ページ以降により御説明いたし

ます。

それでは、資料１の１、平成31年度歳出予算

の概要をごらんください。

警察本部の歳出予算要求の基本的な考え方は、

「県民の期待と信頼に応える強くしなやかな警

察」という平成31年の宮崎県警察の運営方針の

もと、総合的な犯罪抑止対策と子供、女性、高

齢者を守る活動の推進等、５項目の運営重点を

中心とする治安維持に必要な経費を措置し、警

察力を確保しようとするものであります。

この基本的な考え方をもとに、公安委員会関

係の平成31年度歳出予算額は、恩給及び退職年

金費を除きまして、270億4,968万7,000円をお願

いするものであります。

この予算額は、昨年度と比べますと、人件費

につきましては、給与条例改正に伴い、給料等

がふえたことなどにより２億2,363万8,000円の

増額、人件費以外の物件費につきましては、信

号機等のデザインポール共架整備費がふえたこ

となどにより、１億1,267万9,000円の増額とな

り、総額では３億3,631万7,000円の増額、率に

しますと、対前年度比1.3％の増となっておりま

す。

それでは、平成31年度の公安委員会関係の歳

出予算の内容を科目、事項別に説明いたします

ので、資料１の２、事項別歳出予算額と主な事

業をごらんください。歳出予算説明資料につき

ましては519ページからになります。

まず、資料１の項目２の一覧表最上段左側に

記載しております会計、科目、事項の欄をごら

んください。

会計、一般会計、（款）警察費（項）警察管理

費（目）公安委員会費（事項）委員報酬681万6,000

円でございますが、これは公安委員３名の報酬

であります。

次に、（事項）委員会運営費714万7,000円でご

ざいますが、これは公安委員会運営に要する経

費であります。この中で主な事業につきまして

は、警察署協議会運営費341万7,000円でありま

すが、これは県下13警察暑に置かれております

地域住民の意向を警察業務に反映させるための

警察署協議会の運営に要する経費で、委員の報

酬や旅費などに要する経費であります。

次に、（目）警察本部費（事項）職員費187
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億1,273万4,000円でございますが、これは職員

の人件費であります。

次に、（事項）運営費29億6,784万4,000円でご

ざいますが、これは警察業務を行う上で、その

基盤となります通信指令システムやＯＡ機器、

そのほか職員が警察業務を処理するために必要

な事務費等のいわゆる職員を設置することによ

り必要となる経費であります。

この中で主な事業につきましては、退職手当13

億6,211万1,000円、警察業務電算化推進事業３

億5,166万7,000円、新たな時代に対応する警察

通信指令システム整備事業２億8,489万7,000円

であります。

退職手当は、本年１月１日現在での、平成31

年度末の定年退職予定者数を53名と見込み、予

想される希望退職者等を含む合計76名を計上し

ており、平成30年度と比較しますと1,837万1,000

円の増額となっております。

警察業務電算化推進事業は、現在の高度情報

化社会の広域・複雑・高度化する犯罪から県民

の安全な生活を守るため、情報技術を活用した

警察業務の電算化を推進するための経費であり

ます。

新たな時代に対応する警察通信指令システム

整備事業は、110番の受理に当たり、多様化・ス

ピード化する犯罪等に的確に対応するためのシ

ステムのリース料であります。

次に、（目）装備費（事項）装備費３億7,696

万2,000円でございますが、これは、警察機動力

及び警察装備の計画的整備・充実強化と装備活

動に要する経費であります。

この中で主な事業につきましては、警察活動

用車両維持費２億6,446万6,000円でありますが、

これは警察が保有しております全車両に係る修

繕料、燃料費、自賠責保険料、重量税及びその

他維持に係る消耗品費等に要する経費でありま

す。

次に、（目）警察施設費（事項）警察施設費９

億1,249万4,000円でございますが、これは、警

察施設の計画的整備と適正な維持管理に要する

経費であります。

この中で主な事業につきましては、交番、駐

在所庁舎新築費１億4,273万1,000円、その他警

察庁舎及び宿舎維持管理費３億3,915万5,000円

であります。交番、駐在所庁舎新築費につきま

しては、交番、駐在所の建設に係る設計費や建

設費等であります。

平成31年度は、小林警察署の真方駐在所を木

造により新築し、延岡警察署の島浦駐在所を大

規模リフォームする予定であります。

交番や駐在所は、地域住民の安全と安心の拠

点である生活安全センターとして、地域住民の

日常生活に密着した警察活動を行っております

が、先ほどの交番につきましては、老朽化に加

えまして、来訪者と対応するためのコミュニティ

スペースや駐車スペースが狭いため、県民が利

用しやすい場所への移転新築や、利用しやすい

配置とする計画としているところであります。

その他警察庁舎及び宿舎維持等管理費は、警

察施設の機能を維持していくために必要な電気

設備・空調・清掃等の委託費や施設の修繕、維

持に要する消耗品の購入等に係る経費でありま

す。

次に、（目）運転免許費（事項）運転免許費７

億2,219万5,000円でございますが、これは、運

転免許試験及び各種講習、その他運転免許事務

処理に要する経費であります。

この中で主な事業につきましては、道路交通

法に伴う講習体制整備事業費２億8,275万8,000

円、運転免許証ＩＣカード化運営事業１億2,131
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万4,000円であります。

道路交通法に伴う講習体制整備事業費は、70

歳以上の高齢者に対する免許証更新時の高齢者

講習や認知機能検査及び行政処分を受けた停止

処分者や軽微違反者に対して行う違反者・処分

者講習の２つの事業を合わせたものであります。

運転免許ＩＣカード化運営事業につきまして

は、ＩＣカード免許証を作成する装置のリース

料や運転免許の台紙の購入等に要する経費であ

ります。

次に、（項）警察活動費（目）警察活動費（事

項）一般活動費17億300万3,000円でございます

が、これは、生活安全、刑事及び交通等警察活

動全般に要する経費であります。

この中で、主な新規事業につきましては、「航

空隊運行体制強化事業」865万9,000円、「犯罪情

報分析システム更新整備事業」244万2,000円、

「ヘリコプターテレビ受信設備整備事業」3,107

万5,000円であります。

まず、航空隊運行体制強化事業につきまして

は、お手元の資料１の１をあわせてごらんくだ

さい。

事業の目的につきましては、警察航空隊では、

隊長以下操縦士３名、整備士３名の体制により、

遭難者の捜索救助及び捜査活動等の支援のほか、

初動警察活動への積極的な対応を行っておりま

す。

長野県や群馬県の防災ヘリ墜落事故を踏まえ

まして、現在、安全性確保のため、操縦士２名

が搭乗して運行していますが、今後、操縦士の

高齢化等に備えて計画的に操縦士を育成し、航

空隊の体制を確立していく必要があるため、現

職警察官の中から操縦士として適格な人材の選

考を行い、操縦士として必要な資格を取得させ、

計画的な操縦士の育成を図ることを目的として

おります。

警察用航空機の操縦士が、多様化する警察航

空業務を迅速、的確に遂行するためには、単に

航空機の操縦技能のみを有すれば足りるもので

はなく、警察官としての十分な知識と技能等を

有することも要求されていることから、操縦適

正のある優秀な警察官の選考を考えております。

事業の概要としましては、平成31年度から平

成32年度の２カ年の事業で、警察用航空機の操

縦に必要な自家用操縦士免許、事業用操縦士免

許及び陸上多発タービン等級の取得を国内及び

海外で受講し、免許の取得を行います。

自家用操縦士の実技講習や陸上多発タービン

等級の免許取得については、国内よりも費用を

抑えることができる海外の訓練期間で取得し、

事業用免許につきましては、海外で取得した免

許を国内の免許に書きかえることができないこ

とから、国内での取得を予定しています。

事業の効果としましては、航空事業者の年齢

構成等を踏まえ、中・長期的展望に立った後継

操縦士を計画的に育成することにより、常時２

名体制での運行が確立され、警察用航空機の安

全運航の確保を図ることが期待できます。

次に、犯罪情報分析システム更新整備事業に

つきましては、お手元の資料１の２をあわせて

ごらんください。

事業の目的につきましては、警察では、より

高度で効率的な捜査を推進するため、聞き込み

捜査等の従来の捜査方法と犯行の状況、手段、

被害者等に関する情報や資料を活用した犯罪情

報分析システムによるプロファイリングの双方

から犯行予測や犯人像の推定等を行っていると

ころです。

プロファイリングは、連続して発生している

性犯罪、窃盗、放火等の犯行状況に関する情報
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量の多い事件や、犯行の行動の特徴がつかみや

すい事件において、特に効果が期待されます。

現システムは、導入後７年以上が経過し、地

図ソフトが道路形状の変化により、現状と合わ

なくなる等、分析業務に支障が出ている状況に

ありますことから、システムを更新して、迅速

かつ高度な分析を行い、犯罪捜査を積極的に支

援することを目的とするものです。

事業の概要としましては、犯罪情報分析シス

テム及び地図ソフトを更新し、道路形状や建築

物等の最新の地図データの活用等を図り、犯人

像の推定、捜査方法の提案、次回犯行の予測等

の分析を迅速に行い、事件の早期解決に向けた

支援を行います。

事業の効果としましては、これらシステムや

地図ソフトの更新などにより、犯行経路を探索

するスピードの向上や、建築物等の立地状況の

変化に対応が可能となり、適格性を有している

人物を早期に浮上させ、捜査の効率化・適正化

を図ることが期待できます。

次の、ヘリコプターテレビ受信設備整備事業

につきましては、同じくお手元の資料１の３を

あわせてごらんください。

事業の目的につきましては、ヘリコプターテ

レビ用の受信設備を整備して受信可能エリアを

拡大するとともに、広域性や緊急性の高い南海

トラフ地震や霧島連山の火山災害など、大規模

災害発生時に情報収集活動を行うヘリコプター

テレビからの映像を有効に活用し、本県防災対

策の強靭化を図ることを目的としています。

また、本整備によりデジタル対応となるため、

ヘリコプターテレビから得られる情報が、広視

界・広詳細のデジタルハイビジョン映像となり、

逃走車両のナンバー判読や人相着衣・現場の状

況を正確かつ容易に把握することが可能となる

ことも期待されます。

事業の概要としましては、平成31年度から平

成32年度の２カ年の事業で、ヘリコプターテレ

ビ受信設備の整備を行います。

平成31年度に、設計及び受信用の鉄塔の建設

を行い、翌年度にアンテナ等の機器の設置や中

継設備等の機器の整備を行います。

事業の効果としましては、ヘリコプターテレ

ビ受信設備を整備することにより、受信可能エ

リアの拡大、警察本部や県庁等へのデジタル映

像の伝送等が可能となり、大規模災害発生時の

情報収集力の強化や防災対策に高い効果が期待

できます。

再び、資料１にお戻りください。

（事項）交通安全施設維持費４億5,933万9,000

円でございますが、これは、交通安全施設の維

持管理及び電気・通信料等に要する経費であり

ます。

最後に、（事項）交通安全施設整備事業費11

億8,115万3,000円でございますが、お手元の資

料１の４をごらんください。

事業の目的につきましては、交通事故が多発

している道路や、特に交通の安全を確保する必

要がある道路におきまして、総合的な計画のも

とに交通安全施設を整備することにより、交通

環境の改善、交通事故の防止を図り、あわせて

交通の円滑を図るものであります。

事業の概要としましては、国庫補助事業と県

単独事業の２つに分かれます。

まず、国庫補助事業としましては、資料の２

（４）ア、ウ及びエになります。

アは、警察本部等に設置されている交通管制

センターの整備や信号灯器のＬＥＤ化をはじめ

とした信号機等の改良、整備を行う交通管制及

び信号機改良等整備費。
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ウは、交通渋滞を解消するために信号機新設

や道路標示等の整備を行う円滑化対策事業費。

エは、コンクリート製である信号機柱を災害

等に強い鋼製の鋼管柱に移行するコンクリート

製信号機柱の鋼管柱化であります。

これらの国庫補助事業は、交通安全施設等整

備事業の推進に関する法律施行規則で定められ

た交通量が多く事故が多発している道路、市街

地における歩行者の事故が多い道路、交通事故

が多発するおそれのある道路として指定された

特定の道路区管内、または交通の円滑を図るこ

とにより効果的に交通事故を防止することがで

きる場所として指定された地区の中で整備を行

う事業であります。

次に、県単独事業としましては、イの信号機

新設、道路標識及び道路標示等整備費がありま

す。

この事業につきましては、さきに御説明いた

しました特定の路線や地区を除く県内一円で信

号機や標識表示などの整備を行う事業でありま

す。

また、オのその他として、交通安全施設の災

害対策強化事業費、信号機等のデザインポール

共架整備費を計上しております。各事業費の内

訳としましては、資料のとおりでありまして、

総額で11億8,115万3,000円となります。

これらの事業によりまして、平成31年度は信

号機13基を新設するほか、信号制御機134基の更

新や、コンクリート製信号機柱の鋼管柱化100本、

信号機のＬＥＤ化50式等の整備を予定しており

ます。

事業の効果としましては、交通事故や交通量

等の実体に即した計画的な交通安全施設を整備

することで、交通事故の抑止と交通の円滑化を

図り、県民の生命の保護と交通環境の向上につ

ながる効果が期待できます。

以上であります。

○谷口交通部長 それでは、昨年10月の決算特

別委員会の指摘要望事項に係る対応状況につき

まして御説明いたします。

冊子、決算特別委員会の指摘要望事項に係る

対応状況の14ページをお開きください。

警察本部に対する指摘要望事項は、「信号機の

整備について、道路管理者とも連携して、安全

対策も図りながら、県民の要望を踏まえた効率

的な整備を進めること」というものでありまし

たことから、その対応につきまして御説明いた

します。

まず、30年12月末における本県の信号機の設

置数は2,383基であり、30年度の新設信号機は15

基となっております。

信号機を整備する際には、県民の要望や交通

環境を勘案しながら道路管理者と緊密な連携を

とるとともに、信号機設置の指針に基づいて道

路における交通の安全と円滑を図ることを目的

として設置しております。

県民からの設置要望に対しましては、要望者

などから十分に意見を聴取した上で、管轄警察

署と合同での現場調査を行い、交通量や道路形

状などを確認し、個別に検討しております。そ

して、要望者に対しては、現場において管轄警

察署の警察官等が詳細な説明を行うなど、御理

解をいただけるように対応しているところでご

ざいます。

本年度に新設する信号機は、15基のうち13基

が県民からの設置要望をもとに、その必要性や

緊急性を判断して設置しております。

また、見通しの悪いカーブや信号機が近接し

た道路形状となっている場合や、交通量が極め

て少ないなどの理由により、信号機の設置が困
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難な場所につきましては、道路管理者と協議を

行い、交差点のカラ－化や路面表示などの安全

対策をお願いしているところであります。

今後も道路における安全と円滑を図るために

県民からの要望を可能な限り反映させながら、

施設の老朽化対策なども踏まえ、総合的な視野

に立って効率的な整備を進めてまいりたいと考

えております。

○河野生活安全部長 それでは、議案第41号「風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律施行条例の一部を改正する条例」について、

お手元の資料に基づいて御説明させていただき

ます。

まず、項目２に条例の改正概要を記載してお

りますけれども、今回の改正は４点あります。

まず、１点目が、条例第２条第２項の「用語

の意義」、２つ目が条例第４条第１項第１号の「風

俗営業の営業所の設置を制限する規制」、３つ目

が、条例第７条第１項の「風俗営業にかかわる

騒音及び振動の規制」、最後に、条例第30条の「酒

類提供飲食店営業の禁止地域」の部分に、「田園

住居地域」の語句を追加するものであります。

項目３の条例を改正する理由についてであり

ますけれども、（１）に記載しておりますとおり、

計画された都市をつくるために規制の内容等を

示した法律である都市計画法が改正され、同法

に「田園住居地域」と「用途地域」が追加され

ております。

条例は、この風俗営業等の設置制限地域など

について、この都市計画法の用途地域を引用し

規制しておりますので、当然、都市計画法が改

正されたことにより、必然的に条例も改正する

こととなり、田園住居地域の語句を条例の関係

する部分に追加したものであります。

次に、田園住居地域についてでありますけれ

ども、Ａ３版の添付資料をごらんください。

田園住居地域の概要のとおり、田園住居地域

というのは、農業の利便の増進を図りつつ、こ

れと調和した低層住宅のかかわる良好な住居の

環境の保護を目的とする地域であり、簡単に言

いますと、住居と農地が混在している地域にお

いて、住居環境と営農環境の共存、あるいは調

和を図ることを目的に創設されたものでありま

す。

また、資料の都市計画法の用途地域の改正前

と改正後の表にあるとおり、田園住居地域は住

居系の用途地域に分類されております。その位

置づけとしましては、第一種低層住居専用地域

と同様で、都市計画法による土地の開発規制や、

建築基準法による建築規制を受ける地域であり

ます。

条例の施行日につきましては、本年４月１日

を予定しております。

私からは以上であります。

○渡辺委員長 議案に関する説明が終了いたし

ました。議案の質疑はございませんでしょうか。

○中野委員 ４ページの信号機等のデザインポ

ール共架整備、これちょっと中身がわからない

のですけれど。

○谷口交通部長 信号機のデザインポール化と

いうのは、景観を含めまして、今ある信号柱を

ちょっと想像してもらうとわかるんですが、何

本か交差点に立っていると思います。それを１

本にまとめまして、照明と信号、電線等、ライ

フライン等が１カ所にまとめられて地中に埋め

られるようになります。こういうことで災害に

も強いということでこういう事業をやっており

ます。

○中野委員 現在、それがあるところは何本か

あるんですか。
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○谷口交通部長 ラインで大体設置するんです

が、現在、宮崎市内に１カ所、都城地区に６カ

所、日向地区に１カ所になっております。

○日髙交通規制課長 デザインポールについて、

ちょっと補足なんですけれど、部長が言われま

したデザインポール化を進める７カ所でありま

すが、一番わかりやすいのは県庁前とか橘通り

とかに茶色い大きいポールが立っていますよね。

上に道路を照らす照明灯がある、茶色い大きい

やつ、これをデザインポールというんですけれ

ど、これにまとめて信号の灯器を共架するとい

う事業で、部長言われましたように信号柱も少

なくなるということで、非常に効率的だと考え

ております。

○徳重委員 信号機が今年度も15基設置される

ということでありますが、要望は非常に多いと

思うんですけれど、私が心配するのは更新しな

ければならないような信号機も相当あるんじゃ

ないかなと気がしているんですよ。今、コンク

リートを鉄骨柱にしていくというような流れも

あるようでありますが、そういう危険な信号機

が、皆さん方の調査の中でどの程度あるものか

なと、ちょっと気になっておるものですから、

教えてください。

○谷口交通部長 一応、コンクリート柱の耐用

年数が40年となっておりまして、それを本県で

は25年という基準で更新をしております。

それと、あと一つの新しいタイプの鋼管柱に

ついては耐用年数が50年ということで、現在の

ところ危険な場所は把握しておりません。

○徳重委員 25年でというような考え方でいく

と、相当金額がかさんでくるのかなと。これか

らその予算要求もされていかなくてはならない

のかなと思うんですよね。南海トラフを考えた

ときに、かなり急がなければならないというこ

とですが、年々金額がふえているんですか。今、

信号機の設置の総体的なものはわかるんですけ

れど、信号機は絶対必要なものだと思っている

ものですから、予算要求をしていただきたいな

と思っているもんですから、年々ふえているか

どうか、そこ辺をちょっと教えてください。

○谷口交通部長 先日の補正予算のときにも若

干出ましたが、国の予算のほうでも、災害対策

の強化事業ということで額はふえております。

緊急に工事をやりなさいということでふえてお

りますので、近年は増加傾向でございます。

○横田委員 資料１の２の犯罪情報分析システ

ムですけれど、今、あちこちに公も私も含めて

たくさんの監視カメラがありますが、そういっ

た監視カメラとの連動とかはしているんでしょ

うか。例えば、犯罪者がどの道を今逃走してい

るとか、あんなのが分析されて検挙につながる

とか、テレビでよく見るものですから、監視カ

メラとこういうシステムの連動はどうなってい

るのか、ちょっとお尋ねしたいんですけれど。

○廣澤刑事部長 例えばコンビニに設置されて

いる防犯カメラとか街頭の防犯カメラとの連動

ということで御理解すればよろしいですか。

○横田委員 はい。

○廣澤刑事部長 例えば事件等が発生いたしま

して、犯人の現場に向かう動線であるとか、犯

行後の逃走経路、そういったところが分かれば、

その路線に含まれております防犯カメラ等の解

析をさせていただきながら、犯人を追いかける

捜査手法は取っています。

○横田委員 民間の分はなかなか難しいかもし

れませんけれど、例えば路線にある監視カメラ

とこういうシステムの連動で、依頼をしなくて

も、すぐ見れるという状況にはならないんです

か。
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○廣澤刑事部長 先ほども申しましたように、

街頭の防犯カメラとか店舗のカメラとうちのい

わゆる犯罪情報分析システムは当然、連動させ

まして、事件の解決等を図る。

いわゆる心理学とか統計学や、さまざまなカ

メラからの情報、犯罪情報等をうまく重ね合わ

せまして犯人像を浮かび上がらせるとか、事件

犯行現場を想定するとか、そういった手法をプ

ロファイリングと言っておりますので、そういっ

たプロファイリング捜査をする中におきまして

も、こういったカメラの活用は有効ではないか

と考えています。

○横田委員 ヘリコプターテレビ受信設備整備

事業ですが、昨年、委員会の調査で県警ヘリの

高性能さを見せていただいてびっくりしたんで

すけれど、本当にいろんな意味で活躍してくれ

るんじゃないかなあと思うんですけれど。

ヘリコプターとはちょっと全然違うんですけ

れど、例えば今ドローンによる災害時の捜索と

か、避難路を探すとか、いろんな活用法が今言

われていますけれど、警察本部としてドローン

を活用していこうといった考えは今のところな

いんでしょうか。

○大塚警務部長 本日の御説明の中では、特に

主要なものとして御説明はさせていただいてお

りませんけれども、平成31年度にドローンを調

達する予定で数百万円予算を計上しておりまし

て、できる限り早く運用できるように、既に運

用している他県警察に調査に行ったりとか、必

要な情報収集を既に始めているところでござい

ます。

○中野委員 今のヘリコプターテレビ、当然必

要だと思うんです。ただ、私、東北地震を見て

いて、実は自衛隊機が津波の情報をどんどん流

しているんですよね。結局はその津波が来てい

るというのはわかって、逃げ遅れとかあったじゃ

ないですか。要は津波のときなんかに、このテ

レビ受信機でどういう使い方ができるかってい

うのは、当然検討されていると思うんですよ。

これは警察本部だけにモニターがあるのか。簡

単でいいですので、南海トラフの使い方として

はどんな検討をされているのか。

○小野警備部長 南海トラフが発生しまして、

津波が本県の沿岸部に打ち寄せられる想定につ

きましては、最短で14分から21分の間に到達す

ると想定されているところでありまして、緊急

時にヘリテレが活用できるものであれば、ヘリ

テレにより津波の伝達状況を各警察官に無線で

知らせて、津波に対する避難誘導を呼びかけて

いきたいと感じています。

○中野委員 まあ、余り簡単すぎたけれど……。

○図師委員 説明もあったわけなんですが、資

料の警察本部費の中の警察業務電算化推進事業

ですが、これは、何カ年事業で総体費がどれく

らいで、またその事業効果がどういった効果が

期待できるのか。実際、どのような運用がされ

ているのか、概要を教えてください。

○大塚警務部長 警察業務電算化推進事業につ

いてですけれども、これは主に県警本部、警察

署、交番駐在所で使っておりますＩＴ関係の、

我々の中で、みやけいネットと呼んでおります

県警本部内で情報を共有したり、各種、このシ

ステムの上でさまざまなシステム、アプリケー

ションを動かして、情報共有や業務の効率化等

に活用しておりまして、全ての県警の情報共有、

情報業務の効率化の基盤となるものとしてフル

に活用しておりますので、かなり効果が出てい

るものと考えております。

○図師委員 これは、毎年このくらいの維持費

がかかるのか、それとも何カ年かの事業で、も
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うそのシステムの運用が完結するのか、そのあ

たりを伺います。

○大塚警務部長 これはリースで整備している

こともありまして、若干再リースする端末とか

出てくると、費用が減額されますので、金額の

減少はございますけれども、ほぼこれぐらいの

規模で予算措置をお願いしているところでござ

います。

○図師委員 次に、説明にはなかったんですが、

予算説明資料の522ページの警察活動費の16番な

んですが、指紋情報高度化利用システム整備事

業とあるんですけれども、事業内容を少し詳し

く説明いただきたいと思うんですが。

○大塚警務部長 警察庁の回線と接続されまし

た指紋照合処理装置等を使用しまして、指紋に

関する照会業務を迅速・的確に行って、各種犯

罪の検挙に貢献する機器のリースに要する経費

でございます。

○図師委員 警察庁と直結で、全国のそういう

指紋の照合ができるようなシステムということ

ですね。

それともう一つ、同じく警察活動費の中の47

番、523ページなんですが、ワンストップサービ

スシステム運営事業の概要も教えてください。

○日髙交通規制課長 いわゆる自動車を購入し

た場合に、車庫証明とナンバー登録と県税事務

所に税金納付という３つの申請者の義務があり

ますけれど、この申請を自宅のパソコンで１回

でできるというのが、ワンストップサービスで

あります。

○図師委員 これは新規事業ではありませんが、

もう前から運用されている事業でしょうか。

○日髙交通規制課長 ワンストップサービスは、

平成30年に本格運用を始めまして、まだ半年と

いう状況であります。

○図師委員 非常に便利なサービスだと思いま

すが、県民の方にどれくらい周知されているの

かというところもありますので、今後の事業の

拡大を期待しております。

○中野委員 もう一件、犯罪情報分析システム。

例えばサイバー攻撃とか、いろいろそういう高

度な犯罪が起きているじゃないですか。本県は、

大都市は別ですけれど、普通の県と比べてこう

いう設備、システムというのは、大体、同程度

導入されていると判断していいんですか。なん

かやっぱり遅れているのか。そこら辺等を比較

した場合。

○大塚警務部長 各都道府県警察ともに、当県

と同様のシステムやアプリケーションを導入し

ているんですけれども、当県も各県の整備状況

とかを全国会議や各県から送られてくる申報と

言われる報告資料みたいなものがあるんですが、

そういったものを見ながら、当県の犯罪情勢や

警察の部内の業務の効率化に活用できるという

ふうに判断されるものは積極的に導入するよう

にしておりまして、先ほど申し上げました、み

やけいネット上で動作しておりシステムは他県

と見劣りしないような数のシステムを稼働させ

ておりまして、決して劣ることがないようなも

のと認識しております。

○中野委員 予算査定のときに、こういう情報

システムとか、それらの要望については大体100

％ついたんですか。

○大塚警務部長 大規模な予算措置が必要なも

のについては、必要な予算は確保いたしており

まして、先ほど申し上げた、みやけいネット上

でさまざまなアプリケーションシステムを動作

させていると申しましたけども、各県警にも、

当県にも情報管理課がありまして、そこに技術

職員がおりますが、その技術職員がそのアプリ
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ケーションの開発を─警察事象はいわゆる日

々変わってくるものですから、日々の情勢の変

化に合わせて、アプリケーションを予算措置と

は関係なく、どんどん変更できるように自主開

発を進めるようにしております。

○中野委員 ぜひ、人命は大事ですから頑張っ

てください。

○横田委員 警察本部費の退職手当についてで

すけど、先ほどの説明では、53名が退職予定で、

あと希望退職を入れて76名という説明だったと

思うんですが、23名を希望退職の見込みという

ことで考えておられると思うんですけど、毎年

これぐらいの希望退職があるのですか。

○大塚警務部長 平成30年度の状況ですけれど

も、早期退職者数は合計20名おります。

○横田委員 一般的によく新卒者の半分ぐらい

が３年以内に退職するというふうに言われてい

るんですけど、やっぱり若い人の退職は多いん

ですか。

○大塚警務部長 年齢構成について、詳細は

ちょっと持ち合わせていないんですけど、階級

別で見ますと、巡査、巡査長クラスが大半を占

めているような状況でございます。

○横田委員 高い志を持って警察官になってく

れたんだろうと思うんですよ。いろんな諸事情

があって、途中で退職することになると思うん

ですけど、できればやっぱり最後まで勤め上げ

てほしいなという思いもあるものですから、退

職の理由はよくわかりませんけど、できるだけ

希望退職、途中退職がなくなるように御努力を

していただければと思います。

○中野委員 一般的に定年の２年前にやめる人

とかを早期退職者と私はイメージで捉えていた

んです。そうすると、入って５年で辞めるとか、

早期退職者に入るのかなと。やっぱりわかるよ

うにしたほうが私はいいんじゃないかなと思い

ます。だって早期退職だって定年前に何人やめ

るかという話で。要望でいいです。説明を聞か

ないとわからないですから。

○渡辺委員長 今のは、入って１年目でもやめ

られた方は早期退職のカウントになるという理

解でよろしいんですね。わかりました。

ほか、議案に関してよろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、議案に関する質疑は

ここまでといたします。

その他で、何かございませんでしょうか。

先ほどヘリコプターの話が出ていて、ちょっ

と思い付きで申しわけないんですけども、こと

し、常任委員会の中で横田委員からもあったよ

うに、見学させていただいたんですが、よく考

えるとあそこは空港の隣で、恐らく大きな津波

の時には浸水域になると想像しますけれども、

先ほどお話があったように、発災してすぐ飛び

立ちました。警戒活動等のため、という場合は、

ヘリコプター自体は飛び上がっていくかもしれ

ませんが、何らかの理由で飛び上がるのがおく

れたとか、もしくは飛び上がったはいいが、基

地自体が浸水している状況になっているとか、

そういう場合、あそこ以外にも代替の県警のヘ

リコプター、県の防災ヘリも一緒かもしれませ

んが、内外の用地というか、緊急避難的に使え

るようなものは何らか県が持っていたり県警が

持っているのか、またそういうところの想定は

どんなふうにして対処、何らかの計画がされて

いるんだろうと想像しますが。それはどうなっ

ているんでしょうか。

○河野生活安全部長 緊急の場合は、ヘリが飛

んだ場合の着陸というのは、基本的に規制がか

かりませんので、安全な地域であれば、どこで



- 54 -

平成31年３月７日(木)

も降りられると。ただ、一般的に我々が想定し

ている着陸地点というのは、60数カ所ありまし

て、そこに離陸、着陸できるようなところを確

保しております。

○渡辺委員長 あそこのヘリの基地自体は、今

の研究で見通されている想定のものが来たとき

には、浸水被害があるというような位置づけで

運用されているのですか。

○河野生活安全部長 東北大震災クラスが来て

も全部が浸かることはないと思います。水が浸

水するという想定は入っております。

○渡辺委員長 わかりました。ありがとうござ

いました。

○中野委員 警察ヘリは、緊急の場合で、どう

しても助けたいとかっていうときは、人命救助

はできるんですか。

○河野生活安全部長 基本的に救助という作業

にあっては、自衛隊とか防災ヘリを想定します。

というのは、警察ヘリ自体は小型ヘリですから、

操縦士２名を入れて最大８名の定員になります。

一応ロープで人命救助をする訓練はしておりま

す。ただ、安定に欠けるところがありますので、

できれば防災ヘリとか自衛隊にお願いするんで

すけども、緊急の場合を想定して何名か、１名、

２名とかは救助できるような対策というか訓練

はやっております。

○中野委員 ちなみに警察ヘリにテレビを今回

つけるじゃないですか。よその県の警察ヘリは

テレビはどうなんですか。もう既についている

んでしょうか。

○河野生活安全部長 ほとんどの県に、ヘリテ

レはついております。宮崎県のヘリも宮崎県内

だけの運用ではなくて、他県からの要請があれ

ば、そこに行って、そこで警察活働すると。そ

の際、映像をそこの本部に送信するというシス

テムはあります。

○渡辺委員長 ほか、いかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上で警察本部を終了いたします。

ありがとうございました。お疲れさまでござい

ました。

暫時休憩します。

午前10時51分休憩

午前10時59分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託をされました当初予算関連議

案等について、企業局長の説明を求めます。

○図師企業局長 企業局でございます。よろし

くお願いいたします。

それでは、提出議案について御説明いたしま

す。座って説明をさせていただきます。

お手元に配布しております文教警察企業常任

委員会資料、当初分の表紙をめくっていただき

まして、目次をごらんください。今回まず、予

算議案といたしまして、議案第17号「平成31年

度宮崎県公営企業会計電気事業予算」、議案第18

号「平成31年度宮崎県公営企業会計工業用水道

事業予算」、議案第19号「平成31年度宮崎県公営

企業会計地域振興事業予算」の３件を提出して

おります。また、特別議案といたしまして、条

例改正案１件を提出しております。議案第29号

「宮崎県一ッ瀬川県民スポーツレクリエーショ

ン施設条例の一部を改正する条例」であります

が、これは、消費税率が今年10月から10％に引

き上げられることなどに伴い、所要の改正を行

うものであります。

それでは、予算議案の概要について御説明い

たします。なお、目次に議案書の該当ページを

記載しておりますが、説明につきましては、当
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該資料により行わせていただきます。

資料の１ページをお開きください。１の平成31

年度宮崎県公営企業会計当初予算案のポイント

であります。平成31年度当初予算については、

産業経済の振興と住民福祉の増進という企業局

の設置理念に基づき、将来にわたって健全経営

を維持し、地域貢献を続けていくため、３つの

方針に基づき編成しております。１つ目は、電

力システム改革への的確な対応であります。こ

れは、引き続き健全な経営を維持するため、固

定価格買い取り制度に対応した施設改良や設備

投資を行うなど、電力システム改革に的確に対

応するものであります。

２つ目は、老朽化した施設設備の計画的な更

新改修でありまして、電力や工業用水の安定的

な供給を図るため、老朽化した施設設備の計画

的な更新改修を行うものであります。

３つ目は、地域貢献に資する取り組みの推進

といたしまして、局の設置理念に基づき各種の

取り組みを行うものであります。

なお、主な事業については、後ほど御説明い

たします。

２ページをごらんください。

２の平成31年度宮崎県公営企業会計当初予算

案の概要であります。（１）の電気事業につきま

しては、業務の予定量であります年間供給電力

量は５億３万6,000キロワットアワーで、収益的

収支の収支残は、黒い太枠で囲んでおります２

億827万9,000円としております。

（２）の工業用水道事業につきましては、年

間総給水量は3,741万5,580立方メートルで、収

支残は2,791万2,000円としております。

（３）の地域振興事業につきましては、年間

施設利用者数は３万1,500人で、収支残は84

万7,000円としております。なお、詳細について

は担当課長から説明させますので、御審議のほ

どよろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○渡辺委員長 局長の概要説明が終了しました。

それでは、引き続き議案の審査を行いますが、

歳出予算については、重点事業・新規事業を中

心に簡潔明瞭に説明をお願いいたします。

それでは、議案に関する説明を求めます。

○奥総務課長 それでは、引き続き御説明いた

します。資料の３ページをお開きください。

議案第17号「平成31年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算」であります。まず、（１）の

業務の予定量でありますが、年間供給電力料は、

過去30年間の平均をもとに５億３万6,000キロ

ワットアワーとしております。

次に（２）の収益的収入及び支出であります

が、表の左から２列目、平成31年度当初予算の

列を縦にごらんください。事業収益は54億7,152

万2,000円としております。このうち、営業収益

は47億7,390万3,000円で、主なものは九州電力

株式会社との基本契約に基づく売電による電力

料であります。附帯事業収益は8,284万円で、主

なものは固定価格買い取り制度を活用した小水

力発電と太陽光発電の電力料であります。財務

収益は２億4,929万8,000円で、受取配当金や受

取利息などであります。

営業外収益は、9,303万7,000円で長期前受け

金戻入等であります。特別収益は２億7,244

万4,000円で、大規模修繕のために引き当ててお

ります引当金を取り崩すことによる引当金の戻

入であります。

次に、事業費であります。事業費は52億6,324

万3,000円としております。このうち、営業費用

は48億8,784万4,000円で、主なものは職員給与

費や減価償却費であります。附帯事業費用
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は7,501万3,000円で、小水力発電や太陽光発電

に係る費用であります。財務費用は4,437万5,000

円で、企業債等の支払利息であります。営業外

費用は、２億601万1,000円で、消費税及び地方

消費税納付額等であります。２つ下の予備費

は5,000万円で、この結果、表の一番下、収支残

でありますが、事業収益から事業費を差し引い

た収支残は２億827万9,000円となり、30年度に

比べ１億2,137万6,000円の増となっています。

４ページをごらんください。（３）の資本的収

入及び支出であります。これは、施設の建設改

良工事のように支出の効果が長期間にわたるも

のなどについての収支を表しております。表の

左から２列目、平成31年度当初予算の列を縦に

ごらんいただきたいと思います。資本的収入

は7,261万4,000円としております。

このうち、３つ下の買い付け金返還金は6,996

万7,000円で工業用水道事業会計、及び地域振興

事業会計からの返還金であります。

次に、資本的支出は、16億1,794万5,000円と

しております。このうち、建設改良費は、11

億1,019万3,000円、企業債償還金は４億775

万2,000円であります。繰出金につきましては、30

年度までの一般会計への繰り出しが終わりまし

たことから、前年度に比べ10億円減のゼロ円と

なっております。予備費は１億円としておりま

す。この結果、表の一番下、収支残であります

が、資本的収入から資本的支出を引いた収支残

は15億4,533万1,000円の収支不足となりますが、

表の下の米印にありますとおり、不足につきま

しては減災積立金や過年度分損益勘定留保資金

などを財源といたしまして、補塡することとい

たします。

次に、（４）の継続費であります。継続費は、

単一の工事で、工期が１年を超えることが明ら

かなものについて、設定しておりますが、改良

工事に伴い、固定資産の除却費等が発生する場

合、除却費用は営業費用となるため、アの営業

費用とイの建設改良費に分けて計上しておりま

す。表の事業名にありますとおり、渡川発電所

改良工事、土木建築分では、平成31年度から33

年度の３カ年事業で、アの営業費用といたしま

して、表の計のところになりますが、総額３

億3,275万1,000円、イの建設改良といたしまし

て、同じく表の計のところになりますが、総額

１億5,180万円の継続費の設定をお願いをいたし

ております。

次に、議案第18号「平成31年度宮崎県公営企

業会計（工業用水道事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。

給水事業者数は、14社としております。これ

は、前年度までの13社に一時的に給水する日向

市を加えた数であります。年間給水量は3,741

万5,580立方メートルとしております。

次に、（２）の収益的収入及び支出であります。

表の左から２列目、平成31年度当初予算の列を

縦にごらんください。事業収益は、３億9,097

万4,000円といたしております。このうち、営業

収益は３億5,115万2,000円で、主なものは給水

収益であります。営業外収益は3,982万2,000円

で、受取利息等であります。

次に事業費は３億6,306万2,000円といたして

おります。このうち、営業費用は３億5,241

万8,000円で、主なものは減価償却費や委託費で

あります。

営業外費用は、64万4,000円で、主なものは支

払利息であります。

２つ下の予備費は1,000万円で、この結果、表

の一番下の収支残でありますが、事業収益から

事業費を差し引いた収支残は2,791万2,000円と
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なり、30年度に比べて938万円の増となっており

ます。

それでは、６ページをごらんいただきたいと

思います。

（３）の資本的収入及び支出であります。表

の左から２列目、平成31年度当初予算の列をご

らんください。資本的収入はございません。資

本的支出は４億6,068万1,000円としております。

このうち、建設改良費は３億8,644万8,000円

で、30年度に比べ１億4,316万2,000円の増となっ

ておりますが、これは高速凝集沈殿池設備更新

工事費の増等によるものであります。企業債償

還金は423万3,000円で、借入金償還金が6,000万

円、電気事業会計への元金償還であります。予

備費は1,000万円で、この結果、表の一番下の収

支残でありますが、資本的収入から資本的支出

を引いた収支残は、4億6,068万1,000円の収支不

足となりますが、表の下の米印のとおり、積立

金や過年度分損益勘定留保資金などを財源とい

たしまして、補塡することといたしております。

それでは、７ページをお願いいたします。

議案第19号「平成31年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算」であります。

まず、（１）の業務の予定量であります。年間

施設利用者数は第４期指定管理期間の設定目標

であります３万1,500人としております。

次に、（２）の収益的収入及び支出であります。

表の左から２列目、平成31年度当初予算の列を

縦にごらんください。事業収益は2,227万2,000

円といたしております。このうち、営業収益

は1,998万4,000円で、主なものは、指定管理者

からの納付金である施設利用料であります。営

業外収益は228万8,000円で、主なものは受取利

息であります。

次に事業費でありますが、2,142万5,000円と

いたしております。このうち、営業外費用は1,975

万5,000円で、主なものは減価償却費であります。

営業費用は87万円で、主なものは消費税であり

ます。２つ下の予備費は80万円で、この結果、

表の一番下、収支残でありますが、事業収益か

ら事業費を引きました収支残は84万7,000円とな

り、30年度に比べ37万4,000円の減となっており

ます。

８ページをごらんください。

次に（３）の資本的収入及び支出であります。

表の左から２列目、平成31年度当初予算の列を

ごらんください。資本的収入は、出資金、返還

金の70万円で一ッ瀬川県民スポーツセンターの

一般財団法人移行による返還金であります。資

本的支出は2,293万2,000円といたしております。

このうち、建設改良費は995万7,000円、借入金

償還金は996万8,000円で、電気事業会計への元

金償還であります。予備費は300万円で、この結

果、表の一番下、収支残でありますが、資本的

収入から資本的支出を引いた収支残は、2,223

万2,000円の収支不足となりますが、表の下の米

印のとおり、積立金や過年度分損益勘定留保資

金などを財源として補塡をすることといたして

おります。

それでは、９ページをお願いいたします。

４の主な新規・重点事業であります。

まず、渡川発電所大規模改良事業であります。

（１）の事業の目的ですが、運用開始から60

年以上が経過し、使用機器及び基礎部に老朽化

が見られますことから、最新機器の導入等を行

うものであります。

（２）の事業の概要ですが、アの予算額は６

億5,042万8,000円、ウの事業期間は平成27年度

か33年度までを予定いたしておりまして、31年

度につきましては、エの事業内容にありますよ
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うに、水車発電機一括更新工事と土木建築工事

を進めるものであります。

（３）の事業効果でありますが、最新機器の

導入によりまして、発電所の総合的な運転信頼

性が向上し、発生電力量が増加するとともに、

固定価格買取制度の活用による収入の増加も見

込まれるものであります。

それでは、10ページをごらんください。

工業用水道施設高速凝集沈殿池設備更新工事

であります。

（１）の事業の目的ですが、この設備は、工

業用水道施設におきまして、水の濁りを取り除

くための設備であり、運用開始から50年以上が

経過し老朽化が見られますことから、更新を行

うものであります。

（２）の事業の概要ですが、アの予算額は３

億6,926万3,000円、ウの事業期間は平成30年度

から32年度で、エの事業内容にありますように、

設備４基を順次更新していく予定としておりま

す。

（３）の事業効果ですが、設備更新により、

運用面で信頼性が向上するとともに、工業用水

の安定供給が図られ、県北地区の産業振興に資

するものであります。

それでは、11ページをお開きください。

庁舎改修工事実施設計業務であります。

（１）の事業の目的でありますが、竣工から25

年以上が経過しております企業局庁舎につきま

して、災害時に対応するための非常用発電設備

や耐用年数が経過している空調設備などの設備

更新工事、それに伴う天井、間仕切壁改修工事

等を計画しておりまして、それら各工事の実施

設計を行うものであります。

（２）の事業の概要でありますが、アの予算

額は3,685万円、ウの事業期間のとおり、平成31

年度に実施設計を行いまして、エの事業内容に

ありますように、32年度から33年度に改修工事

を計画いたしております。

（３）の事業効果でありますが、設備機器の

更新によりまして、庁舎機能の維持や防災対策

の向上が図られますとともに、省エネルギー機

器の採用により、電力消費量の削減が見込まれ

るものであります。

次に、12ページをごらんください。

企業局地域防災力向上支援事業であります。

（１）の事業の目的でありますが、地域貢献

の一環といたしまして、企業局の水力発電所が

立地する市町に対しまして、防災用品を提供す

ることにより、当該市町の防災力向上を支援す

るものであります。

（２）の事業の概要でありますが、アの予算

額は450万円、ウの事業期間は平成30年度と31年

度の２年間でありまして、エの事業内容にあり

ますように、対象６市４町が必要とする防災用

品を80万円を上限に提供することといたしてお

ります。

（３）の事業効果でありますが、発電所立地

市町の防災力の向上が図られますとともに、地

域貢献を通じた企業局のＰＲ、知名度の向上に

つながるものと考えております。

それでは、13ページをお願いいたします。

５のその他の主要事業といたしまして、（１）

の上祝子発電所、１号、２号水車発電機精密点

検工事など、８つの事業を掲げております。ま

た、参考といたしまして、下の表に知事部局等

への県費支出予定額を掲載しております。多目

的ダム管理費用等支出予定額の合計は、13

億4,734万2,000円としております。

最後に、14ページ以降に、企業局の各会計に

おける財務状況をお示しするため、平成30年10
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月末までの実績をもとに平成30年度の予定損益

計算書と予定貸借対照表を参考としてつけてお

ります。

平成31年度当初予算案についての説明は以上

であります。

○新穂経営企画監 委員会資料の18ページをお

開きください。私から、議案第29号「宮崎県一ッ

瀬川県民スポーツレクリエーション施設条例の

一部を改正する条例」について御説明いたしま

す。

まず、１の改正理由でありますが、消費税率

が平成31年10月１日より８％から10％に改定さ

れることなどに伴い所要の改正を行うものであ

ります。

２の改正の内容であります。まず、（１）の使

用料及び利用料金の上限額の改正であります。

一ッ瀬川県民スポーツレクリエーション施設の

使用料及び利用料金の上限額につきまして、表

のように改正するものであります。具体的には、

参考の欄に記載してありますとおり、改正前の

税抜き金額に消費税率10％の金額を加えた額を

新たな上限額としております。なお、実際のゴ

ルフ場の料金につきましては、指定管理者がこ

の上限を超えない範囲内で企業局の承認を得て

決めることとなります。

また、（２）のその他の所要の改正といたしま

して、引用する条例の条例番号の整理を行うも

のであります。

３の施行期日ですが、一部の規定を除き、平

成31年10月１日から施行することとしておりま

す。

私からの説明は以上であります。

○渡辺委員長 執行部から議案についての説明

が終了しました。質疑はございませんか。

○中野委員 企業局の中身は非常に複雑だから、

委員会ごと聞いても全体が把握できんのですよ。

だから私が興味があるのは、公営企業法にのっ

とった独立採算でやるのが目的になってくる

と、14ページの損益計算書だけ私は見ればいい

わけですよ、極端な言い方すると。それとこの

損益計算書のスタイルは、普通の何かに乗って

いるスタイルと全然違うわけ。大体左に売り上

げが来て、諸経費が来て、最終利益がどっちと

いう話で。このスタイルが法律か何かしっかり

決まっているわけ。

○奥総務課長 この様式につきましては、公営

企業法の規定に基づきまして処理をしておりま

す。

○中野委員 じゃあ、しょうがないね。それで、

私が知りたいのは、最終的には企業局の運営が

どうなってるかというと、この下のほうの貸借

対照表の固定資産は別として、その他資産、株

式とか、長期投資とか、その他の流動資産、こ

こが知りたいんだよ。この金額が例えば去年と

比較してどうなのか、保留財源がどうなってい

るかというのも私は一番興味があるわけですよ。

ここについて今説明できますか。やっぱり企業

局としてどういう運営状態にあるかというのは、

そこの部分を見れば大体。企業局として安定し

た運営をしているということであれば、そこの

保留金が動かなければいいわけで、そこをしっ

かり説明してくださいってお願いしてるんだけ

ど。今、わからなければいいですよ。

○奥総務課長 今、お伺いされたのは、企業局

の運営資金のことだと思いますが、うちの運営

資金全体におきましては、30年度の見込みで大

体225億円くらいの余剰資金といいますか、いろ

んな債券であったり、定期預金であったりとい

うようなものがございます。去年に比べると大

体10億円程度は増加しているんじゃないかと思
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いますが、うちの会計におきましては、損益勘

定留保資金ということで一定の設備改良投資の

資金も持っているわけでありますけれども、基

本的に昨年と今年度で大きな違いはないという

ふうに思っています。

○中野委員 前回の質問で株式を売却したとか、

最終的にはトータルでどうなっているか、そこ

ら辺、もうちょっと今後よろしくお願いします。

それともう一つ、指定管理者。この条例で例

えば料金まで決めて、指定管理者に投げるとい

うのが、ほかの分野もそうなっているのかなと

思う。例えば研修施設１泊いくらですよとか、

逆に指定管理者が決めることによって、値段を

下げて。例えば、えびの高原なんかは、指定管

理者が決めることによって、値段を下げて客を

ふやしたり。ここまで決めたら、指定管理者の

経営手腕というのは出ないじゃないですか。こ

こまで決める根拠は何かあるわけ。

○新穂経営企画監 この表で定めております使

用料及び利用料金は、上限額を定めたものであ

りまして、これ以下であれば、指定管理者が独

自に決めていただいて、我々は承認するという

段取りをとるものでございます。

○中野委員 上限額を決めるというのは、何か

法律にのっているわけ。

○新穂経営企画監 公の施設でございますので、

基本的にはそれを一般の県民に使わせる場合に

は全て使用料が決められておりますので、それ

にならってこれが取り決められているものと考

えております。

○中野委員 ほかの施設もそういうとこがいっ

ぱいあるわけ。えびの高原だって１泊いくらと

か。我々は、そこまでは知る必要はないわけ。

要は、指定管理者に出して、県の予定どおり運

営がなされているか。要はもともとこの指定管

理者というのは、県がやっていた分を民間に出

して、いかに効率的にやって、サービスがふえ

て、県の出費がなくなるかというのがそもそも

の目的でやっているわけで、ちょっとそこら辺

も含めて、今後検討してください。金額まで決

めるというやり方。ほかのとこ、いっぱいある

はずよ。使用料の問題なんか。要望でいいです。

○図師委員 渡川発電所の改良事業なんですが、

現地を見せていただいたときにも説明を受けて

いると思うんですが、総工費が約40億円ぐらい

ということなんですけども、この事業をするこ

とにより、発電効率がどのくらい上がって、今

後の収益がどの程度変化していくのかをもう一

度御説明いただければと思います。

○森本電気課長 今回のこの渡川発電所の改良

工事に伴って、発電の効率につきましては、大

体３％ぐらいの効率アップをまず想定しておる

ところでございます。それで、ここはＦＩＴを

想定して、認定を受けておりますので、14円と

いうＦＩＴの金額が確定しておるわけでござい

まして、現在の一般のそのほかの発電単価が、

換算単価で８円64銭でございまして、その差が

５円36銭ということでございます。この渡川発

電所は年間の発電電力量が約4,000万キロワット

アワーでございますので、5.36円と4,000万キロ

ワットアワーを掛け合わせると、大体約２億円

ほどが年間の増収になるかと今想定していると

ころでございます。

○図師委員 ざっとした感じですが、20年程度

で償却というか、償還できるような感覚でいい

んでしょうか。今回の大規模改良に係る経費が20

年程度で回収できるというわけではない。費用

対効果を考えたときに、その程度で。

○森本電気課長 もちろん20年以内では十分に

回収できるということで考えています。
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○横田委員 工業用水道についてですけど、沈

殿池に沈殿した汚泥は販売をしているのか、そ

れとも産廃として費用をかけて処理をしている

のか。

○平松工務課長 工業用水道施設で、発生した

汚泥は、産業廃棄物として処分しております。

○横田委員 以前、のり面工事する業者さんと

かが、あれがすごくいいという話を聞いて、販

売をされているのかなと思ったもんですから、

売れるという状況にはならないですね。

○平松工務課長 私たちもそういう販売する取

り組みをやったことがございますけれども、な

かなか需要がないということもありまして、今

現在はやれておりません。

○中野委員 最近、○○電気とかよく電話か何

か来て、電気料の契約の話が来るんですよ。そ

こで思うのは、企業局は、単価契約だったです

よね。そうすると、発電量ですよ。この契約は

どうなっているんだったですか。年間どのくら

いとか、それ以上とか。

○新穂経営企画監 一応目標の電力量がありま

して、この30年の実績をもとに平均で取り決め

ております。

○中野委員 それじゃあ、九電としては、電気

が余るから、宮崎の発電所をちょっとストップ

するとか、そういうことはないわけね。

○新穂経営企画監 基本的には水力は抑制をし

ないということですので、目標を決めているん

ですけども、それ以上に発電しても九電は全量

買い取るということになっております。

○中野委員 経営安定やな、わかりました。

○新穂経営企画監 先ほどの公の施設に関する

使用料の件ですけども、他の知事部局でも同様

に上限額を定めているところもあると。例えば

えびの高原荘は上限を定めているということだ

そうです。指定管理者がこちらが要望する以上

の額を決めるとやはり県民に対してまずいとい

うことで、一応上限を定めて、その下であれば

その営業努力で下げて営業してもらってもいい

ということではないかと想像しています。

○渡辺委員長 ほかいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、議案に関する質疑は

以上といたします。

その他で何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上で企業局を終了

いたします。

お疲れさまでした。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時34分休憩

午前11時36分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

あすの委員会は午前10時に再開し、教育委員

会の当初予算関連議案の審査を行いたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって委員会

を終了いたします。お疲れさまでした。

午前11時36分散会
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午前９時59分再開

出席委員（６人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 中 野 廣 明

委 員 横 田 照 夫

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（１人）

委 員 図 師 博 規

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 四 本 孝

副 教 育 長 武 田 宗 仁

教 育 次 長
吉 田 郷 志

（教育政策担当）

教 育 次 長
金 子 文 雄

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 中 嶋 亮

財 務 福 利 課 長 柚木崎 誠一朗

育 英 資 金 室 長 重 盛 俊 郎

高 校 教 育 課 長 川 越 淳 一

義 務 教 育 課 長 黒 木 貴

特別支援教育課長 酒 井 裕 市

教 職 員 課 長 黒 木 健 一

生 涯 学 習 課 長 後 藤 克 文

スポーツ振興課長 萩 尾 英 司

高校総体推進課長 米 丸 麻貴生

文 化 財 課 長 谷 口 武 範

人権同和教育課長 鎌 田 剛 史

図 書 館 長 金 子 洋 士

美 術 館 副 館 長 加 塩 美 昭

総 合 博 物 館 長 黒 木 義 博

事務局職員出席者

政策調査課主査 甲 斐 健 一

議事課主任主事 石 山 敬 祐

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

おはようございます。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

について、教育長の説明を求めます。

○四本教育長 教育委員会でございます。よろ

しくお願いいたします。

平成31年度当初予算案等につきまして、御説

明させていただきます。

お手元の文教警察企業常任委員会資料をお願

いいたします。表紙をめくっていただきまして、

裏の目次をごらんいただきたいと思います。

今回御審議いただく議案は、議案第１号「平

成31年度宮崎県一般会計予算」など６件であり

ます。また、その他の報告事項といたしまして、

次期「宮崎県教育振興基本計画」の策定につい

て報告させていただきます。

それでは、資料右側の１ページをごらんくだ

さい。教育委員会に係る「平成31年度宮崎県一

般会計予算」、「平成31年度宮崎県立学校実習事

業特別会計予算」並びに「平成31年度宮崎県育

英資金特別会計予算」につきまして、各課別に

一覧にしております。

平成31年度の当初予算額でございますが、表

の下から５段目の太線枠の合計の欄をごらんく

ださい。

一般会計の合計は1,082億3,851万7,000円であ

ります。

平成31年３月８日(金)
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次に、下から２段目の太線枠の合計の欄をご

らんください。特別会計の合計は12億2,385

万9,000円でございまして、総計は、一番下の欄

に記載しております1,094億6,237万6,000円であ

ります。

２つ右の欄に、平成30年度当初予算額からの

増減額を示しておりますが、12億7,068万3,000

円の減、率にしまして対前年比98.9％となって

おります。

次に、２ページと３ページをお開きいただき、

縦にしてごらんいただきたいと思います。平成31

年度の県教育委員会の主な事業を第二次宮崎県

教育振興基本計画の施策体系によって整理し、

お示ししております。

まず、資料の上のほうをごらんください。第

二次宮崎県教育振興基本計画は、宮崎県総合計

画、未来みやざき創造プランの分野別施策、人

づくりの部門別計画として位置づけております。

この計画は、５つの施策の目標で構成しており

まして、資料の中ほどを縦にごらんいただきま

すと、施策の目標の１から５までが記載されて

おります。

ここで、各目標に沿って平成31年度の重点事

業を御説明いたします。

まず、施策の目標１、県民総ぐるみによる教

育の推進につきましては、右側に示しておりま

す事業の一番上、新規事業「県立学校を核とし

たまち・ひと・しごと創生推進事業」や、２番

目の改善事業「みやざき家庭教育サポート推進

事業」などに取り組んでまいります。

次に、施策の目標２、社会を生き抜く基盤を

育む教育の推進につきましては、右側の事業の

一番上、新規事業「未来を切り拓く資質・能力

を育成する高校授業改革推進事業」や、７番目

の改善事業「チーム学校の実現に向けた教育相

談体制支援事業」などに取り組んでまいります。

次に、施策の目標３、宮崎や日本、世界の将

来を担う人財を育む教育の推進につきましては、

右側の事業の一番上、新規事業「高校生ひなた

暮らし促進事業」や、３番目の新規事業「夢×

人×地域「社会とつながる特別支援学校」推進

事業」などに取り組んでまいります。

次に、施策の目標４、魅力ある教育を支える

体制や環境の整備・充実につきましては、右側

の事業の２番目、新規事業「スクール・サポー

ト・スタッフ配置事業」や、３番目の新規事業

「部活動改革推進事業」などに取り組んでまい

ります。

最後に、施策の目標５、生涯を通じて学び、

文化・スポーツに親しむ社会づくりの推進につ

きましては、右側の事業の一番上、新規事業「チ

ームみやざき強化アドバイザー招へい事業」や、

３番目のインバウンド対応のための博物館魅力

アップ事業、また５番目の改善事業、旅する美

術館・わくわくアート（タビビ）事業などに取

り組んでまいります。

私からの説明は以上でございますが、平成31

年度当初予算における新規・改善重点事業等の

詳細につきましては、この後、引き続き担当課

長から説明させていただきますので、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。

○渡辺委員長 教育長の概要説明が終了いたし

ました。

引き続き説明をお願いいたしますが、３班に

分けて議案の説明と質疑を行い、最後に総括質

疑の時間を設けることといたしますので、御協

力のほどよろしくお願いいたします。

また、歳出予算の説明については、重点事業

・新規事業を中心に簡潔明瞭に行い、あわせて

決算における指摘要望事項に係る対応状況につ
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いても御説明をお願いしたいと思います。

それでは、まず初めに、教育政策課、財務福

利課、高校教育課、義務教育課の議案に関する

説明を求めます。

○中嶋教育政策課長 それでは、教育政策課関

係の当初予算につきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料、教育政策課のイ

ンデックスのところ451ページをお願いいたしま

す。

教育政策課の当初予算額は、一般会計32億122

万3,000円を計上しております。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

453ページをお願いいたします。

まず、上から５段目、（事項）委員報酬の939

万円であります。これは、教育委員の報酬に要

する経費であります。

次に、真ん中より少し下あたり（目）事務局

費、（事項）職員費の15億9,210万5,000円であり

ます。これは、教育委員会事務局職員の人件費

であります。

次に、下から２段目、（事項）一般運営費

の5,635万3,000円であります。これは、本庁及

び教育事務所の運営に要する経費であります。

次にめくっていただいて454ページをお願いい

たします。

中ほどにあります、（事項）教育広報費の2,537

万5,000円であります。これは、テレビ教育広報

などに要する経費であります。

下から２段目、（事項）教育研修センター費

の9,117万5,000円であります。これは、教育研

修センターの管理運営等に要する経費でありま

す。

次の455ページをお願いいたします。

上から３段目、（目）社会教育総務費（事項）

職員費の11億648万9,000円であります。これは、

事務局職員のうち生涯学習課などの社会教育関

係職員の人件費であります。

次に、その下の（目）保健体育総務費（事項）

職員費の３億1,279万5,000円であります。これ

は、事務局職員のうちスポーツ振興課などの保

健体育関係職員の人件費であります。

当初予算につきましては以上であります。

続きまして、２件の提出議案について御説明

いたします。

常任委員会資料の15ページをお開きいただき

たいと存じます。あわせて提出議案のインデッ

クスの議案第30号のところもごらんいただきた

いと思います。

まず、議案第30号「教育関係使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」についてで

あります。

１の改正理由ですが、これは、ことし10月１

日から消費税率が10％に引き上げられることに

伴い、所要の改正を行うものであります。

２の改正概要にありますように、別表の体育

館使用料などの額の改定を行うものであります。

条例の施行期日につきましては、平成31年10

月１日としております。

次に、めくっていただいて常任委員会資料の16

ページ及び提出議案のインデックス、議案第32

号のところをお願いいたします。

議案第32号「教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例」についてであります。

１の改正理由ですが、こちらも消費税の引き

上げに伴い、所要の改正を行うものであります。

２の改正概要にありますように、教育関係施

設の指定管理者が定める体育館の利用料金など

の上限額の改定等を行うものであります。

条例の施行期日につきましては、平成31年10
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月１日としております。ただし、別表第１の改

正規定につきましては、公布の日としておりま

す。

最後に、決算特別委員会の指摘要望事項に係

る対応状況について御説明いたしますので、決

算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状況の

資料の13ページをお開きいただきたいと思いま

す。

そこの下の段になりますけれども、⑮です。

「県教育委員会の広報テレビ番組について、よ

り多くの県民に視聴してもらうための取り組み

を推進すること」との指摘要望事項に係る対応

状況についてであります。

多くの県民に視聴してもらうための取り組み

は、これまで、翌月の放送内容をお知らせする

文書を、毎月、全市町村などに電子メールで送

付するとともに、県教育委員会のホームページ

やフェイスブックで、次回の放送内容について

周知してまいりました。

また、放送データの二次利用につきましては、

県ホームページ内の楠並木ちゃんねるにおいて、

放送後の動画ファイルを掲載し、放送を見逃し

た方などが、再度、視聴できるようにしており

ます。

今回、この御指摘を受けまして、各県立学校

など、関係機関が個別に運営しているホームペ

ージやＳＮＳにおいても、テレビ番組の視聴に

ついて、積極的に広報を図るよう協力を依頼す

るとともに、ＳＮＳによる楠並木ちゃんねるの

周知を強化したところです。

今後も、より多くの県民に視聴してもらえる

よう、ホームページやＳＮＳ等を活用した広報

の効果を高める取り組みについて、テレビ局と

の協議も含め、その方策を検討してまいりたい

と考えております。

説明は以上であります。

○柚木崎財務福利課長 財務福利課関係につい

て御説明申し上げます。

資料戻りまして、歳出予算説明資料をお願い

します。財務福利課のインデックスのところ457

ページをお願いいたします。

平成31年度の当初予算としまして、総額51

億168万5,000円をお願いしております。

その内訳につきましては、１段下にあります

一般会計が38億7,782万6,000円、ページ中ほど

にあります特別会計が12億2,385万9,000円であ

ります。

以下、その主なものにつきまして御説明いた

します。

次のページ、459ページをお開きください。

まず、一般会計でありますが、ページ中ほど

の（事項）維持管理費につきましては、12億6,551

万4,000円を計上しております。これは、県立学

校の施設改修や修繕、防災対策等に要する経費

でございます。

説明欄の１の（３）のエ、県立学校普通教室

等空調設備整備事業につきまして、１億5,114万

円を計上しています。これは、県立学校普通教

室等の空調公費化に伴うリース料及び電気科、

保守点検料等に要する経費でございます。

その下、説明欄の６、県立学校老朽化対策事

業につきまして、７億6,000万円を計上しており

ます。これは、県立学校施設の約６割が築30年

以上経過している状況で老朽化対策が喫緊の課

題となっておりますので、建物の保護及び劣化

を抑制するために、外壁や屋根防水等の改修工

事を行うものであります。

次に、460ページをお開きください。

ページ中ほどにあります（事項）教職員住宅

費につきまして、１億3,933万2,000円を計上し
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ております。これは、説明欄にありますように、

教職員住宅の維持修繕に要する経費及び建設費

用の償還等に要する経費でございます。

次の（事項）教職員福祉厚生費につきまし

て、6,939万7,000円を計上しております。これ

は、教職員の定期健康診断やストレスチェック、

各種研修、相談事業などを実施するものであり

ます。

次に、461ページをお願いします。

上から６段目、（事項）一般運営費（高等学校）

につきまして、14億5,358万9,000円を計上して

おります。これは、高等学校などにおける光熱

水費、警備等各種業務委託及び教材教具の整備

などの運営等の経費でございます。

次の（事項）海洋高校実習船費につきまして、

２億4,794万円を計上しております。これは、宮

崎海洋高校の実習船、進洋丸の実習航海や船体

の検査等に要する経費であります。

次に、462ページをお開きください。

上から４段目、（事項）一般運営費（特別支援

学校）につきまして、２億4,462万4,000円を計

上しております。これは、特別支援学校におけ

る光熱水費、警備等各種業務委託及び教材教具

の整備などの運営に要する経費であります。

次の（事項）学校給食運営管理費につきまし

て、１億6,291万8,000円を計上しております。

これは、特別支援学校等14校分の給食調理業務

委託に要する経費や給食調理施設の整備に要す

る経費であります。

次に、463ページをお願いいたします。

（事項）文教施設災害復旧費につきまし

て、9,270万円を計上しております。これは、県

立学校施設等の災害復旧に備えるための経費で

あります。

一般会計の主な事項につきましては、以上で

あります。

続きまして、特別会計であります。

464ページをお開きください。

県立学校実習事業特別会計であります。（事項）

高等学校実習費につきまして、２億3,047万8,000

円を計上しております。これは、農業系の学科

を有する高校７校における農業実習に要する経

費で、生産実習に必要な備品や材料の購入等に

要する経費であります。

なお、財源内訳につきましては、生産物売払

収入などの財産収入や繰越金になります。

次に、465ページをお願いいたします。

育英資金特別会計であります。（事項）育英事

業費につきまして、９億9,338万1,000円を計上

しております。これは、高校生や大学生等に対

する育英資金の貸与や、その後の返還業務を行

うための経費であります。

財源内訳につきましては、一般会計からの繰

入金、繰越金のほか、返還金などの諸収入にな

ります。

説明欄の４、改善事業「宮崎県育英資金滞納

整理推進事業」につきましては、常任委員会資

料で御説明いたします。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

資料変わりまして、常任委員会資料５ページ

をお願いいたします。

改善事業、宮崎県育英資金滞納整理推進事業

について御説明いたします。

１の事業の目的・背景でありますが、宮崎県

育英資金返還金の滞納案件のうち、複数年にわ

たって滞納しているなどの回収が困難なものに

ついて、財産調査の権限を有する弁護士に滞納

金回収業務を委託することで滞納額の縮減と返

還意識の向上を図るものであります。
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２の事業の概要でありますが、予算額は409

万3,000円、財源は全額一般財源、事業期間は平

成31年度からの３年間となっております。事業

内容でございますが、弁護士へ業務委託を行い、

滞納者への催告、居所等調査、納付交渉、集金

のほか、法的措置により債務名義を取得してい

る滞納者への財産調査及び強制執行を行うもの

であります。

３の事業効果でありますが、滞納者への催告

や強制執行を実施することで、滞納額の縮減と

ともに返還意識の向上が図られるものと考えて

おります。

資料変わりまして、決算特別委員会の指摘要

望事項にかかる対応状況の13ページをお願いい

たします。

⑭、上のほうです。「育英資金貸付金の償還に

ついて、回収率の高い他県の事例も参考にする

など、徴収に係る費用対効果も勘案しながら、

徴収強化に努めること」との指摘要望事項に係

る対応状況についてであります。

育英資金貸与事業におきましては、新たな滞

納を防止するため、貸与申請の段階から貸与者

本人や保護者等への償還に対する意識づけの徹

底を図るとともに、口座振替収納やコンビニエ

ンスストアでの収納を導入するなど、償還に関

する利便性向上を図ってきたところであります。

一方で、滞納者に対しましては、債権管理員

による文書や電話等の催告及び法的措置を強化

しつつ、債権回収に実績のある弁護士へ滞納金

回収業務を委託するなど、回収強化に努めてい

るところであります。

平成31年度当初予算案におきましては、回収

率の高い他県の事例も参考にしながら、先ほど

の改善事業において御説明しましたとおり、こ

れまで実施してきました長期滞納者への催告に

加えまして、財産調査及び強制執行につきまし

ても弁護士へ委託をし、実施することとしてお

ります。今後も、次世代の育英資金を必要とす

る者が確実に利用できるよう、費用対効果を勘

案しながら返還金の徴収強化に努めてまいりま

す。

財務福利課からは、以上であります。

○川越高校教育課長 高校教育課関係の当初予

算につきまして御説明いたします。

資料戻りまして、歳出予算説明資料の高校教

育課のインデックスのところ467ページをお開き

ください。

高校教育課の当初予算額は36億7,062万7,000

円を計上しております。

それでは、主な内容について御説明します。

ページをめくっていただきまして、469ページを

お開きください。

下から２段目の（事項）高等学校就学支援事

業費28億3,117万1,000円であります。これは、

高校生等の教育費負担軽減のため、授業料相当

額の就学支援金等を支給する経費であります。

説明欄１の就学支援金23億8,133万1,000円で

ありますが、これは、保護者等の市町村民税所

得割額と道府県民税所得割額の合計額が50

万7,000円未満、年収にいたしますと約910万円

程度未満の生徒に対して、授業料相当額を支給

するものであります。

ページをめくっていただきまして470ページを

お開きください。

一番上の（事項）学力向上推進費３億5,653

万2,000円であります。

このうち、説明欄の２の新規事業「県立高校

を核としたまち・ひと・しごと創生推進事業」、

４の新規事業「未来を切り拓く資質・能力を育

成する高校授業改革推進事業」につきましては、
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後ほど常任委員会資料にて御説明いたします。

５の新規事業「高等学校における道徳教育充

実支援事業」159万9,000円でありますが、2019

年度から新学習指導要領の先行実施として新た

に位置づけられる道徳教育推進教師の役割につ

いての理解を図り、教諭等を対象とした研修会

や講演会等を通じて、深刻ないじめの本質的な

問題解決に向けた取り組みや、道徳教育の円滑

な実施及びその充実を目指すものであります。

６の新規事業「地域連携による探究型学習開

発モデル事業」1,605万3,000円でありますが、

これからの時代に求められる資質・能力を育む

学びとして、地域課題の解決等の探究的な学び

を実現する取り組みを推進するため、地域魅力

型及びグローカル型の研究校を指定し、県立高

等学校における地域振興の核として機能強化を

図るものであります。

同じページ、一番下の（事項）就職支援活動

促進費3,028万2,000円でございます。

471ページをごらんください。

一番上の新規事業「高校生ひなた暮らし促進

事業」3,028万2,000円でありますが、将来、地

元で活躍できる人材の育成と確保のため、地域

と高校のネットワークを強化し、生徒・保護者

・教職員に対し、県内で暮らし、働くことへの

魅力を伝えることで、若年層の地元定着や地域

振興人材の育成を図るものであります。

次にページをめくっていただきまして、472ペ

ージをごらんください。

一番上の（事項）産業教育振興費6,392万5,000

円であります。

このうち、説明欄の４、宮崎海洋高等学校食

品製造実習棟改修事業5,563万3,000円でありま

すが、現在使用している宮崎海洋高校の食品製

造実習棟につきまして、昭和40年５月に設置さ

れており、施設の老朽化が著しいことから、今

回施設改修を行うものであります。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

続きまして、常任委員会資料をごらんくださ

い。新規・改善事業の主な事業を御説明いたし

ます。

常任委員会資料の６ページをお開きください。

新規事業、未来を切り拓く資質・能力を育成

する高校授業改革推進事業でございます。

まず、事業目的・背景でありますが、国が現

在進めている高大接続改革では、平成30年に学

習指導要領の改訂、平成32年に大学入学共通テ

ストの導入など、これまでの高校教育のあり方

を大きく見直そうとしています。この改革に対

応できる教育を行えるようにするのが本事業の

目的であります。

次に、事業の概要でありますが、予算額が260

万7,000円であり、財源は全額一般財源でありま

す。

事業期間は、平成31年度から平成33年度の３

カ年であります。

事業内容でありますが、若手や中堅、ベテラ

ンの教員と指導主事、大学教員で、資質・能力

育成研究会を組織し、授業、探究学習、マネジ

メント、評価問題の４部門の研究会で実践研究

を進め、その成果を県内に発信するものです。

まず、授業研究部門でありますが、これは、

主体的・対話的で深い学び、生徒同士の対話を

通して課題解決をしていく授業について、実戦

研究を行うものです。本事業では、その実践研

究を行う若手・中堅の教員を、パイロット教員

として任命し、指導主事や大学教員と協働で実

施します。

次に、探究学習研究部門では、総合的な探究
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の時間の実践研究を進めるものです。

続いて、マネジメント研究部門です。高校で

は、教科指導のほかに生徒指導や多くの行事等

が錯綜し、組織的・計画的な学校運営が十分に

なされていないところもございます。学校の働

き方改革を進める上でも、マネジメントは大事

な視点になりますので、多面的・総合的な評価

を含めた形で実践研究を実施します。

最後に、評価問題研究部門であります。大学

入学共通テストの試行という形で、昨年11月に

試行調査（プレテスト）が実施されました。こ

れまでとは異なる新しいタイプのテストが実施

され、多くの高校で、不安や戸惑いが広がって

おります。そこで、県全体で、資質・能力を評

価できる問題について、実際に評価問題の作成

を行いながら研究を進めてまいります。

事業効果については、まず、高校教育改革を

踏まえた事業で、生徒たちに、これからの時代

に求められる資質・能力を育成できるというこ

と。また、経験年数の違う教員で研究会を組織

するため、協働性や同僚性を構築しながら、人

材育成ができるということ。最後に、学校・教

育委員会・大学が連携・協働して実践研究を行

うことで、質の高い研修プログラムが確保でき

るということが上げられます。

次に、７ページをお開きください。

新規事業、県立学校を核としたまち・ひと・

しごと創生推進事業でございます。

事業の目的・背景でありますが、本県で初と

なります県立高校のコミュニティ・スクールを

設置することで、地域との連携を深め、地域振

興に結びつく実践的な活動を展開し、郷土に対

する誇りの醸成と、若年層の定着、人財の充実、

産業活性化の好循環の創出により、学校を核と

した地方創生を推進していくものであります。

地域住民が、直接、学校運営に参画すること

ができるコミュニティ・スクールでは、学校と

地域、地元企業等がパートナーとなって、地域

のニーズに応じた学校教育を行います。

例えば、高校生が地域課題に積極的にかかわ

りながら、地域とともに魅力あるまちづくりを

行うことなどにより、いわゆる、地域とともに

ある学校づくりが期待されるところです。

コミュニティ・スクールのモデル校として、

来る４月１日付で、国富町の本庄高等学校、串

間市の福島高等学校、えびの市の飯野高等学校、

門川町の門川高等学校、高千穂町の高千穂高等

学校の５地域・５校に学校運営協議会を設置し

ます。

事業の概要でありますが、予算額は3,051

万2,000円であり、財源にありますとおり、国の

地方創生推進交付金等を活用するものでありま

す。

事業期間は、地方創生推進交付金の活用事業

として平成31年度としております。

事業内容でありますが、①のコミュニティ・

スクールを中心とした取り組みでは、コミュニ

ティ・スクールで地域と連携して行う地域課題

解決学習モデルの研究を実施します。また、各

学校と地元自治体等をつなぎ、地域の魅力向上

を支援するスタッフの配置や学校をＩＣＴまち

づくりの拠点とするために、学校の情報化を推

進・強化してまいります。

次に、②の県全体へ波及させるための取り組

みでありますが、各学校で行われる地域課題解

決学習の成果等を披露するイベントや、大学と

連携して行う地域の魅力発信セミナー、本県の

特色ある教育の魅力や体験活動の魅力などを県

内外の多くの皆さんに伝えるイベント等を実施

します。
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事業効果でありますが、コミュニティ・スク

ールでのさまざまな教育活動により、地域に誇

りを持った地域創生の担い手の育成が期待され

ます。また、地域の高等学校が、単に高校生の

学び舎としての存在だけでなく、地域素材を生

かした商品の開発・販売や高校生目線の観光コ

ンテンツの開発など、地域の皆さんとともに学

校を核とした地方創生の取り組みを推進してい

くことが期待されます。

以上でございます。

○黒木義務教育課長 義務教育課関係の当初予

算につきまして御説明いたします。

資料戻っていただきまして、歳出予算説明資

料の義務教育課のインデックスのところ475ペー

ジをお開きください。

義務教育課の当初予算額は、表の左から２つ

目の欄にありますように、１億205万円を計上し

ております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。477ページをお開きください。

中ほどの（目）教育指導費の（事項）学力向

上推進費1,773万4,000円であります。これは、

主に、本県の学力向上の事業に要する経費と、

説明欄の３、新規事業「宮崎県統合型校務支援

システム共同調達導入のための調査研究事業」

に係る経費であります。本事業は、教員が授業

を中心とした子供と向き合う時間を確保するこ

とを目的の１つとして、県内の公立小中学校に

統一した校務支援システムを構築するために必

要な調査研究を行う事業であります。

その下の（事項）指導者養成費6,884万2,000

円であります。これは、教職員の研修等に係る

経費であります。

次に、一番下の（事項）教科書指導研究費484

万7,000円であります。次のページをお願いいた

します。これは、学習指導要領の全面実施に伴

い、小学校の全ての教科書が2020年度に新しい

ものに変わるため、来年度、各発行会社から出

された教科書の調査研究を行うための経費であ

ります。

義務教育課につきましては以上でございます。

○渡辺委員長 それぞれ議案の説明が終了いた

しました。今の御説明に関しまして、質疑はご

ざいませんでしょうか。

○中野委員 459ページの空調整備、私はみんな

リースでいいんですけれど、現金で買ってやっ

た場合とか、かなり差があるんです。これ、例

えば、リース方式と、起債で買ってつける方式、

そういう違いは計算されたんですか。

○柚木崎財務福利課長 今回、９校に新たに設

置するんですけれども、財源の関係で、どうし

てもリース方式ということで考えているところ

です。一括しての工事費は、なかなか困難なと

ころがございます。

○中野委員 だから、リースだって１年で払う

とか、起債で借りて払う、それは、中身は一緒

です。要は、車はリースでしょう。政務活動費

はリースでいいというんで。本体の価格は120

～130万ぐらいかかっているんです。いろいろ方

式はあるんです。公用車のリースはまだ安いけ

ど。今度、こういうのは、借り入れ、起債で買っ

た場合とか、私なんか、冬は１日中つけっ放し

だけど、今のクーラーはそんなに故障なんかし

ません。ただ単にリースで簡単だから、修理も

してくれるとか、これはやっぱり１回、ちゃん

とどっちが得かという話じゃないと、無責任だ

なと思うんです。ここまで上がっていればどう

しようもないけれど。

○柚木崎財務福利課長 一応、耐用年数15年と

考えておりますが、今後、学校全体で方針がど
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んどん出てきますので、そういったことも含め

ながら検討していきたいと思います。

○中野委員 自分がクーラーつける場合、絶対、

比較して検討する。みんな、車買う際も検討す

るじゃないですか。税金だから、そんな計算も

せず、短絡的というか。やっぱり、俺は、それ

は昔から無責任やなと。この辺は今後、税金で

すから、安い方法で。

○河野委員 今の中野委員がおっしゃったとこ

ろなんですけど、この空調施設の整備事業につ

いては、この９校でもう完備というか、県立学

校の普通教室についてはどの程度完備された。

もうこれでオーケーなんでしょうか。

○柚木崎財務福利課長 これまで、ＰＴＡ等で

設置しているといったものもございますので、

普通教室で全然設置がないのが９校ございまし

た。一応、この９校で普通教室の整備は100％に

なるものであります。

○徳重委員 教職員の住宅費で、１億3,000万円、

ここで修繕費も7,000万円という数字が上がって

いるようですが、教職員住宅って、今現在、何

戸あるんですか。

○柚木崎財務福利課長 校長住宅等も含めます

と、全住宅で411戸ございます。

○徳重委員 411戸の中で空き家はないんです

か。稼働率というか。

○柚木崎財務福利課長 今年度、入居者としま

して237戸、率にしますと57.7％の入居率であり

ます。

○徳重委員 ここ四、五年の流れの中で、この

入居率は、大体この流れで来ているものでしょ

うか。

○柚木崎財務福利課長 詳しい数字はあれです

けれど、ほぼこの程度で推移をしております。

○徳重委員 57％というのは、余りに低いと思

うんです。いろいろ考え方があると思うんだけ

れど、かなり民間の住宅も整備されてきつつあ

るわけで、その割には入居率が低いと考えるわ

けで、70％、80％程度は生かされるべきだと思

うんです。公金を使う、そして、修繕も当然か

かってくるし、建てかえ等も当然出てくるわけ

ですから、そう考えると、大体が耐用年数は決

まっているから、入ってないから長く用いると

いうことでは、建てかえがおくれるということ

にならないわけです。それで、入っても入らな

いでも建てかえをしなきゃいけないということ

になってくるかなと思うんですが、その辺の考

え方はどうなんですか。

○柚木崎財務福利課長 教職員住宅につきまし

ては、平成15年度を最後に、もう新しい建築は

いたしておりません。おっしゃるとおり、民間

との差が余りなくなってきたということもござ

います。

入居率でございますが、ここ５年で見ますと、

平成25年度に70％ございました。これからする

と下がっております。私どもも、入居率の悪い

ところは、もう用途廃止を考えております。今

年度、来年度で７棟、90戸について、一応廃止

を予定しております。状況を見ながら、入居率

の悪いところは、今後もそういったことを検討

していきたいと思っております。

○横田委員 育英資金の償還についてお尋ねし

ますけれど、これまでも債権回収に実績のある

弁護士へ債権回収業務を委託してこられたと思

うんですけれど、それで、なかなか効果が出な

かったから、今回、財産調査とか、強制執行に

ついても弁護士に委託するということですね。

○重盛育英資金室長 委員おっしゃるとおりで

ございまして、長期滞納者につきましては、こ

れまでも弁護士のほうに３年間委託してきたと



- 72 -

平成31年３月８日(金)

ころなんですけれど、今回は、それに加えまし

て、法的措置ということで、既に債務名義を取

得しているもので、ただ、財産調査まで権限を

持っていませんでしたので、そこを弁護士に委

託して、さらに強制執行までしていただくこと

によって、回収率を上げたいと考えております。

○横田委員 これまでも弁護士に委託をされて

きたわけですけれど、そこまでは全然考えもさ

れなかったんですか。

○重盛育英資金室長 今年度までの３カ年事業

におきましては、初の試みというのもありまし

たし、まだ、回収も高くなるかなという思いも

あったんですけれど、滞納額がふえてきている

ので、法的措置の一部分、財産調査、それから

強制執行まで委託することによって、さらに収

入未済額を減らしていけるんじゃないかなとい

うことで、今回の予算をお願いしているところ

でございます。

○横田委員 これまでの委託をしていた弁護士

さんからは、そういった提案とか、なかったん

でしょうか。

○重盛育英資金室長 当時のことは、ちょっと

掌握しておりませんけれど、今回、この予算を

編成するに当たりまして、弁護士事務所にも相

談しましたところ、財産調査、それから強制執

行までできるということでしたので、今回、予

算を計上してお願いしているところでございま

す。

○横田委員 わかりました。ぜひ効果が上がる

ような取り組みを頑張っていただきたいと思い

ます。

○中野委員 余り質問しないように考えていた

けれど、中身見るとしたくなる。義務教育課、

私は、どんな中身が出てくるか非常に興味を持っ

ていたんです。何か、これ見ると、今までやっ

てきたものを、義務教育課と書いて、そこに事

業を移した感じなんです。それ以上はいいです。

初任者研修費というのは、研修センターで受け

る経費ですか。

○黒木義務教育課長 今、委員がおっしゃられ

たとおり、初任者を研修するに当たって、校内

でも行いますけれども、研修センター等の校外

でも行っています。そのときの日数が約13日ぐ

らい、校外での研修があるわけですが、その際

に、子供たちが自習になってしまいますので、

非常勤講師を措置すると。その給与、それから

旅費等に当たります。

○中野委員 ぜひ、義務教育課ができたわけで

すから、上位県と比較しながら、しっかり頑張っ

てください。

○徳重委員 469ページの高等学校の支援事業

で、28億3,111万7,000円というお金が支出され

るわけですが、これは、就学支援金ということ

で、所得制限等もあると思うんですけれど、何

人の生徒に支援されているか、支援されていな

いのは何人ぐらいか、わかるようであればちょっ

と教えてください。

○川越高校教育課長 就学支援金につきまして

は、平成29年度のデータで、支給人数が２万933

人でございます。これは、全生徒の在学90％に

支給しております。就学のための給付金につき

ましては、平成29年度の支給人数が4,273名であ

ります。これは、約20％ぐらいの生徒に当たり

ます。

○日髙副委員長 常任委員会資料の県立高校を

核としたまち・ひと・しごと創生推進事業につ

いてなんですけれども、この事業は誰が中心と

なって動いていく事業なんですか。

○川越高校教育課長 コミュニティ・スクール

に学校運営協議会というのを設置いたしますの
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で、学校運営協議会が中心となりまして、活動

を進めていくということになります。

○日髙副委員長 この協議会は、どういった方

が、地域の方がメーンとなってということなん

ですか。

○川越高校教育課長 地域の方々や、例えば、

その地域の行政の代表者、保護者の代表、学識

経験者等、さまざまなその地域に関連する立場

の人を考えておるところであります。

○日髙副委員長 ちなみに、学生さんはどれぐ

らい参加されるのか。学校全体か、それとも一

部の学生さんか。

○川越高校教育課長 学校運営協議会自体につ

きましては、生徒の参加はございません。これ

は、いわゆる大人といいますか、一般の方々が、

学校の運営のあり方について議論をしまして、

このような学校であってほしいとか、このよう

なことをやってほしいということを学校に提言

するものであります。

○横田委員 済みません。今の関連ですけれど、

運営協議会は生徒がかかわってないかもしれな

いけれども、結局、いろんな行事等に生徒が出

ていくわけでしょう。

○川越高校教育課長 コミュニティ・スクール

に関する意見を言う運営協議会と、生徒自体が

その地域でさまざまな地域の方々と関連しなが

らやっていくということで、その活動の主体は

生徒になります。

○横田委員 本庄、福島、飯野、門川、高千穂

５校ということでしたけれど、そういう行事に

参加する生徒は、職業系の学科の生徒になりま

すか。

○川越高校教育課長 今回、職業系の学科に限

定したわけではございません。今回の選定は、

１市町に１つの高校という視点で選定をしてお

ります。それは、やはり、最初のモデルケース

でありますので、地元自治体との連携を密にし

ていくという視点から、５校を選定させていた

だきました。

○横田委員 済みません。何となく普通科の生

徒たちが参加しづらいところが出てくるんじゃ

ないかなという気がしたもんですから。

○川越高校教育課長 今の学校群の中に、例え

ば、小さな学校ではありますが、串間市の福島

高校は普通科だけの学校であります。また、飯

野高校も３クラスですが、２クラスは普通科の

学校であります。また、現在、普通科が、やは

り昔の普通科とかなり変わってきまして、普通

科の生徒が地元の課題を研究して、地元の人々

からさまざまな教えをいただき、そしてまた進

学なり就職に結びつけていくという新しい学習

指導への推進が変わってきておりますので、ぜ

ひ、こういった活動は、これから普通科でも推

進していきたいと考えているところであります。

○横田委員 例えば、延岡市とか、商店街で高

校生がお店を出して、実際、販売したりとかや

るじゃないですか。あれはすごくいいなと思う

んです。ああいうことを経験して、地元に対す

る愛着というか、そんな部分も育まれていった

ら、それこそ学校を核とした地方創生の推進に

つながるんじゃないかと思いますので、ぜひ、

効果のある事業にしてください。

○中野委員 さっきのクーラー設置のリースは、

機種によっていろいろ難しいけれど、随契、一

般競争、どちらでするわけ。

○柚木崎財務福利課長 競争入札になります。

随契ではございません。

○徳重委員 私もさっきの質問に関連して、も

う一回お尋ねしますが、国が10分の10、もう100

％支出するということですから、直接関係する
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ことではないかもしれませんが、この支援金の

内容はどういう形になっているのか、もしわかっ

ていたら教えてください。

○川越高校教育課長 就学支援金に関しまして

は、年収が910万円未満程度の家庭の生徒に対し

て、授業料に相当する額を支給するわけですが、

授業料相当額ですので、年額が11万8,800円と

なっております。

また、就学給付金の場合は、家庭の状況によ

りまして給付額がかなり複雑に変わっておりま

すが、例えば、生活保護世帯の場合、国公立の

場合ですが、３万2,300円、非課税世帯の場合で、

第１子だった場合８万800円、この非課税世帯で

も第２子以降は12万9,700円というぐあいに支給

額が変動しております。

○徳重委員 １人当たり100万以上の支給を受け

るということになるわけで、ありがたいことな

んですが、直接関係ないと思うんですけれど、

これは私立学校も同じような形になってもんで

しょうか。

○川越高校教育課長 本課の担当ではありませ

んが、私立学校にも支給されております。

○渡辺委員長 よろしいですか。ほかはいかが

でしょうか。

歳出予算説明資料の471ページの県立高校の入

学者選抜の経費についてのところなんですが、

そこの点の説明はなかったかと思うんですけれ

ども、不勉強で申しわけないんですが、教えて

いただきたいのは、予算額が1,966万円強で、財

源は全て使用料及び手数料となっていますが、

高校入試に関する費用は、全て受験生が払う受

験料というのかわかりませんが、それで賄われ

ているという理解でいいんでしょうか。

○川越高校教育課長 この県立学校入学選抜試

験費に関しましては、入学選抜に要する経費で

すが、問題の作成費及び事務費、推薦入学に関

する事務費を計上しているところであります。

財源につきましては、高校入試の証紙収入の

手数料が財源となっております。

○渡辺委員長 今、幾つか、これとこれに使い

ますというお話をいただきましたが、それで全

部受験が完結するものなのか、ちょっとまだ、

もう一つイメージがわいてないんですけれども、

基本的には、受験料のようなもので、全て、高

校受験に関する費用は大体賄われているんだと

いう理解をしていいのかなと思いますが、間違っ

ていたら教えてください。

あと、30年度の予算額2,100万円と比べて、減っ

ていますけれども、これは定員が変わることか

らくるのか、それとも、適齢期の年齢のお子さ

んの数が減っていっているので、それを見越し

て、新年度の予算は下がっているという状況と

理解をすればいいのか、その辺、いかがなんで

しょうか。

○川越高校教育課長 金額が減少しているのは、

生徒の数、受験生の数、それに応じて計算をし

ておりますので、そのために減少しております。

○渡辺委員長 もう少しだけ教えてください。

今、県立高校を受験する受験料、手数料がお幾

らなのかということが１つと、もう一つは、例

えば、数日前、きのう、おとといまで試験で、

きのうとかは採点日でお休みになっているかと

思うんですが、県立高校に勤務されている先生

方が入試の、いわゆる丸つけをするのかなと。

その事務費というのは、別個に入学試験のもの

として何らかの措置があるのか、それとも先生

方が学校の日々の業務の中で、お仕事の一環と

してその採点をされるのか、それとも、一部は、

例えば外に出して採点業務をするとか、そうい

うことがあったりするのか、それを教えていた
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だけますか。

○川越高校教育課長 受験料に関しては、2,200

円になっております。

採点業務に関しましては、全て県立高校の職

員が担当しておりますが、特別に、例えば、そ

れに関して手当があるとかいうことではなく、

通常の業務の１つとして行っておりますので、

外部に委託するような採点は行っておりません。

○渡辺委員長 ありがとうございました。ほか

はございませんでしょうか。

○黒木教職員課長 県立高校の入学試験の採点

業務についてなんですが、基本的には、今、高

校教育課長が言ったとおりなんですけれども、

特殊勤務手当というのがございまして、入学試

験における受験生の監督、採点、または、合否

判定の業務を週休日等に行った場合は、日額900

円程度の措置がされているというのが手当とし

てはあります。

○渡辺委員長 ほか、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上で教育政策課、

財務福利課、高校教育課、義務教育課の審査を

終了いたします。

入れかえのため暫時休憩いたします。

午前10時59分休憩

午前11時１分再開

○渡辺委員長 委員会を再開します。

特別支援教育課、教職員課、生涯学習課の議

案に関する説明を求めます。

○酒井特別支援教育課長 それでは、特別支援

教育課の当初予算につきまして、御説明をいた

します。

歳出予算説明資料の特別支援教育課のイン

デックス、479ページをお聞きください。予算額

は、一般会計４億8,003万6,000円を計上してお

ります。

それでは、主なものを御説明いたします。481

ページをお開きください。

まず、上から５段目の（事項）県立特別支援

学校整備費に、7,934万4,000円を計上しており

ますが、このうち、説明欄１の特別支援学校教

育環境整備事業に、7,540万5,000円を計上して

おります。

これは、教室不足等の状況がみられるみなみ

のかぜ支援学校に校舎を増築するため、今年度

は設計委託を行ったところですが、次年度は、

その工事を行う予定ですので、その工事請負費

となっております。

次に、説明欄２の新規事業「都城きりしま支

援学校小林校本校化事業」に393万9,000円を計

上しておりますが、これは、都城きりしま支援

学校小林校におきまして、平成32年度の本校化

に向けた準備を行うものであります。

次に、その２段下でありますが、（事項）特別

支援教育振興費に１億618万6,000円を計上して

おります。

このうち、説明欄４の特別支援学校医療的ケ

ア実施事業に5,742万8,000円を計上しておりま

すが、これは、特別支援学校において、常時医

療的ケアを必要とする児童生徒が、安全で安心

な学校生活を送るために、看護師を配置するも

のであります。

次に、説明欄９の県立高等学校生活支援充実

事業に2,285万4,000円を計上しておりますが、

これは、県立高等学校に在籍する身体に障がい

のある生徒が、教育課程を円滑に履修できるよ

うに、教室移動等の介助を行う生活支援員の配

置等を行うものであります。

次に、説明欄13の新規事業「夢×人×地域「社
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会とつながる特別支援学校」推進事業」に223

万4,000円を計上しておりますが、これは、地域

産業を担う人材の育成や、地域生活を充実する

ための自立支援に取り組むことで、障がいのあ

る幼児児童生徒の自立を促し、地域の一員とし

ての社会参加を推進するものであります。

続いて、説明欄14の新規事業「高等学校段階

における長期入院生徒支援体制構築事業」に417

万4,000円を計上しております。これは、国の委

託事業でありまして、がん等の疾病により長期

入院が必要な高等学校段階の生徒が、入院前・

入院中・退院・自宅療養期間中も継続して在籍

校とかかわれるようにするため、ＩＣＴ環境を

導入し、在籍校での支援体制づくりを行うもの

であります。

続きまして、482ページをお開きください。

上から３段目の（事項）一般運営費（特別支

援学校）に、１億1,566万1,000円を計上してお

ります。

これは、特別支援学校に就学する児童生徒の

通学において、保護者の負担軽減を図るために

バスの運行を委託するものであります。

次に、その２段下でありますが、（事項）就学

奨励費（特別支援学校）に１億7,730万4,000円

を計上しておりますが、これは、特別支援学校

に就学する幼児児童生徒の保護者等の経済的負

担の軽減を図るために就学に必要な経費を補助

するものであります。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

それでは続きまして、常任委員会資料のほう

で御説明をいたします。常任委員会資料の８ペ

ージをお聞きください。

新規事業、夢×人×地域「社会とつながる特

別支援学校」推進事業でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、特別支

援学校の生徒の就労支援を強化するためには、

企業の障がい者に対する支援体制や軽度知的障

がいのある生徒に対する教育内容等の充実が必

要であります。

また、医療的ケアや発達障がい等をあわせ有

するなど、多様化する児童生徒のニーズに対応

した自立支援の充実も一層必要となっておりま

す。

本事業は、それらに対応するため、地域産業

を担う人材の育成や地域生活を充実するための

自立支援に取り組むことで、障がいのある幼児

児童生徒の自立を促し、地域の一員としての社

会参加を推進するものであります。

２の事業の概要ですが、（１）の予算額は、223

万4,000円でございます。

（２）の財源は、全額一般財源でございます。

（３）の事業期間は、平成31年度から平成33

年度までの３年間であります。

（４）の事業内容ですが、①の地域産業を担

う人材の育成では、職場での障がいに応じた働

きやすい環境づくりや、支援の方法等をまとめ

た「ともにはたらくガイドブック」の作成や、

企業等と連携して作業学習の共同開発を行いま

す。

また、軽度知的障がいのある生徒を対象とし

た職業コース等の研究や、進路指導の成功事例

等のデータベース化を行います。

次に、②の地域生活を充実するための自立支

援では、将来の自立に向けて、早期から活用で

きる基本的生活習慣の評価表の作成や、重度・

重複障がい児の自立した生活につながる力を育

むための自立活動の実践研究を行います。

また、臨床心理士や理学療法士等の外部専門

家を活用した教育の充実や、地域の学校で支え
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てくれる人とのつながりをつくる新たな交流の

取り組み、地域の学校で学ぶ子供たちへの自立

を支援する活動を行います。

３の事業効果でありますが、まず、就労に向

けた教育内容の拡充や働くモデルづくりを行う

ことで、特別支援学校の生徒が地域産業を担う

人材として、将来、活躍することが期待できる

ということ、また、自立を支援する教育活動を

充実させることで、幼児児童生徒が質の高い地

域生活を送るための力を身につけることが期待

できるものと考えております。

説明は以上です。

○黒木教職員課長 教職員課関係について、御

説明いたします。

歳出予算説明資料の教職員課のインデックス

のところ、483ページをお願いいたします。一般

会計943億5,808万1,000円をお願いしておりま

す。

以下、主なものについて御説明いたします。485

ページをお聞きください。

まず、上から５番目の（事項）教職員人事費

でありますが、11億152万2,000円を計上してお

ります。

説明欄をごらんください。

１の教職員人事管理に要する経費とし

て、2,668万6,000円を計上しております。これ

は、教職員の採用試験や職員表彰、資質向上等

に必要な経費であります。

次に、２の学校非常勤職員・賃金職員・学校

医等の配置に要する経費に、10億4,933万5,000

円を計上しております。これは、非常勤職員及

び講師、賃金職員、学校医等の配置に必要とな

る報酬や賃金等の経費であります。

次に、３の新規事業「スクール・サポート・

スタッフ配置事業」につきましては、後ほど、

常任委員会資料で御説明をいたします。

486ページをお願いいたします。

一番上の（事項）退職手当費についてであり

ます。退職手当の支給に要する経費といたしま

して、93億1,775万2,000円を計上しております。

次に、学校種ごとの教職員の職員費及び旅費

についてであります。

まず、中ほどの（項）の欄の小学校費であり

ますが、（事項）職員費に、340億3,256万円を計

上しております。これは、教職員の給料や職員

手当等、及び共済費であります。

また、その下の段の（事項）旅費に、１億4,688

万円を計上しております。

下から２番目の（項）の中学校費であります

が、487ページをごらんください。

（事項）職員費に、224億9,289万3,000円を、

（事項）旅費に、１億4,934万4,000円を、中ほ

どの（項）の欄の高等学校費でありますが、（事

項）職員費に、183億1,190万4,000円を、（事項）

旅費に、１億8,485万6,000円を、下から３番目

の（項）の特別支援学校費につきましては、一

番下の（事項）職員費に、85億5,876万1,000円

を、１ページめくっていただき、488ページをお

聞きください。（事項）旅費に、5,135万9,000円

を計上しております。

続きまして、新規事業について御説明いたし

ます。

資料変わりまして、お手元の常任委員会資料

の９ページをお願いいたします。

新規事業、スクール・サポート・スタッフ配

置事業であります。

１の事業の目的・背景にありますように、小

中学校において、教員が児童生徒と向き合う時

間を十分に確保できない現状を踏まえ、教員の

事務負担を軽減するスクール・サポート・ス
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タッフを配置し、その効果を検証するものであ

ります。

２の事業の概要でありますが、（１）の予算額

は2,550万1,000円であります。

（４）の事業内容でありますが、文部科学省

の補助事業を活用し、授業準備の補助や学習プ

リント等の印刷、配布準備等を行うスクール・

サポート・スタッフを、１日４時間、年間200日

を上限に、小学校15校、中学校15校に配置し、

勤務実態調査の結果をもとに、その効果を検証

いたします。

３の事業効果でありますが、スクール・サポ

ート・スタッフ配置による課題・効果の検証を

通して教員の事務負担の軽減を図り、授業を中

心とした質の高い教育活動に専念できる環境を

整えることができると考えます。

続きまして、提出議案について御説明いたし

ます。お手元の常任委員会資料17ページをお願

いいたします。

議案第34号「職員の勤務時間、休日及び休暇

に関する条例及び市町村立学校職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条

例について」についてであります。

１の改正の理由にありますように、働き方改

革を推進するための関係法律の整備に関する法

律が公布され、長時間労働の是正を図ることを

目的として、民間労働法制において、時間外労

働の上限規制が導入されました。

この民間労働法制の改正を踏まえ、国におい

ても、国家公務員について、時間外勤務の上限

等が定められたところであり、このようなこと

から、本県においても、職員について、同様の

措置を講じるものであります。

次に、２の改正の内容についてでありますが、

時間外勤務の上限など、時間外勤務に関し必要

な事項について、人事委員会規則で定める旨を

条例に追加するものであります。

なお、参考として、国の人事院規則において

定められた概要を記載しておりますが、国にお

いては、超過勤務の上限を、原則、月45時間以

下・年360時間以下、例外として認められる場合

には、月100時間未満・年720時間以下等とし、

大規模災害への対処等の重要性・緊急性が高い

業務に従事する場合には、上限を適用しないこ

ととされております。

最後に、３の施行期日については、平成31年

４月１日から施行することとしております。

説明は以上であります。

○後藤生涯学習課長 生涯学習課関係の当初予

算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の生涯学習課のインデック

スのところ489ページをお開きください。

一般会計予算で、５億8,123万7,000円を計上

しております。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。491ページをお聞きください。

まず、中ほどの（事項）成人青少年教育費

に、7,012万7,000円を計上しております。

主なものとしては、説明欄の５、「日本一の読

書県」を目指した総合推進事業に、1,377万6,000

円を計上しております。

この事業は、県立図書館や学校、家庭、地域

等との連携により、子供から大人まで、生涯に

わたって読書に親しむ環境づくりを推進するも

のであります。

次に、その下の６、みやざき地域学校パート

ナーシップ推進事業に、4,780万6,000円を計上

しております。

この事業は、地域と学校がパートナーとして

連携・協働し、次世代を担う子供たちの成長を
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支える活動を推進する体制整備や、それらの取

り組みを担う人材育成、さらに普及啓発を一体

的に行うことで、県民総ぐるみによる教育の推

進を図るものであります。

続きまして、下の段（事項）家庭教育振興費

に、245万7,000円を計上しております。

説明欄の１、改善事業「みやざき家庭教育サ

ポート推進事業」でありますが、子育て世代が

抱える悩み、地域社会や家庭における教育力低

下に対応するため、みやざき家庭教育サポート

プログラム、略称でサポ・プロと言っておりま

すが、このサポ・プロの普及を進めるとともに、

家庭教育サポートチームの設置や市町村・企業

等との連携を通して、全県的な家庭教育支援の

機運の醸成と、子供が伸びやかに育つ家庭教育

の充実を図るものであります。

事業内容ですが、（１）家庭教育サポートチー

ムの設置では、国庫補助を活用し、県内１カ所

にモデル市町村を指定し、補助事業を行います。

家庭教育支援員を委嘱し、地域資源やサポ・プ

ロを活用した親子参加型講座等を行います。

（２）サポ・プロの普及では、サポ・プロを

実施する家庭教育学級や小・中・高等学校の講

座等へのトレーナーの派遣や、トレーナーの育

成研修を行います。

（３）全県的な家庭教育支援の機運の醸成で

は、市町村や企業、各教育事務所との連携を図

り、事業推進のための課題や方向性を検討する、

みやざき家庭教育サポート推進会議等を実施し

ます。

次に、492ページをお開きください。

上から４段目、（事項）図書館費に、１億2,866

万4,000円を計上しております。

このうち、説明欄の１管理運営費は、県立図

書館の光熱水費や施設・設備の保守管理委託費

など維持管理に要する経費であります。

また、同じ欄の３、県立図書館老朽化対策事

業は、老朽化対策として屋上の防水工事を行う

ものであります。

続きまして、下の段、（事項）図書館サービス

推進費に、１億2,271万6,000円を計上しており

ます。

主なものとしましては、説明欄の１県民の読

書を支える図書館づくり事業に、4,175万5,000

円を計上しております。

これは、県立図書館の利便性向上や、知の拠

点としての蔵書を充実させることで、全県的な

読書環境の向上を図るものであります。

その下の、説明欄の２の図書館サービス費

に、7,524万1,000円を計上しております。

これは、主に、図書の貸し出し、返却、整理

など、館内サービス等に要するコンピュータシ

ステムの保守・リース代や図書館カウンタース

タッフの人件費などであります。

また、同じ説明欄の９の改善事業「神話の源

流みやざき「語り部」養成・活用推進事業」に、44

万円を計上しております。

この事業は、これまで養成した神話・伝承等

の語り部の資質向上を図り、国文祭・芸文祭に

向けた語りの場を拡充することで、多くの県民

に神話の源流みやざきの価値ある言語文化に関

心を持っていただくとともに、未来への継承に

向けて「語り部」の活用を推進するものであり

ます。

次に、493ページをごらんください。

上から４段目、（事項）美術館費に、１億6,738

万5,000円を計上しております。

このうち、説明欄の２の管理運営費は、県立

美術館の光熱水費や施設・設備の保守管理委託

費など維持管理に要する経費であります。
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続きまして、下の段、（事項）美術館普及活動

事業費に、6,744万4,000円を計上しております。

主なものとしましては、説明欄の３の特別展

費に、2,748万円を計上しております。

これは、県民の皆様に、質の高い多様な芸術

作品に親しんでいただくことを目的として特別

展を開催するものでありまして、平成31年度は

３回の開催を計画しております。

また、同じ説明欄の８の改善事業「旅する美

術館・わくわくアート（タビビ）事業」につき

ましては、この後、委員会資料にて御説明いた

します。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

それでは委員会資料によりまして、改善事業

を御説明いたします。常任委員会資料の10ペー

ジをお開きください。

改善事業、旅する美術館・わくわくアート（タ

ビビ）事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、多くの

県民が気軽に本物の美術作品に触れ、創作体験

や美術作家との交流等を行う移動型展覧会や、

作家による公開制作等を実施し、多様な美術・

文化に親しむ機会の充実と地域の文化振興を図

るものです。

今年度まで実施しております「旅する美術館

・みんなでアート」と「わくわくアートアーテ

イストがやってきた！」の２つの事業を再構築

したものであります。

２の事業の概要をごらんください。

予算額は403万7,000円、財源は全額一般財源

で、事業期間は、平成31年度から平成33年度ま

での３年間であります。

事業の内容は、大きく二つがあります。

一つ目は、旅する美術館です。

県立美術館の所蔵作品を地域の公共施設等を

利用して展示・紹介する移動展覧会で、会場規

模にもよりますが、30点程度の作品を展示し、

美術館の学芸員が作品解説等を行います。

また、観覧者の方々に展示作品の理解と関心

を高めていただくために、版画等の制作技法が

体験できる実技講座を新たに実施します。

二つ目は、わくわくアートです。

近年注目されているメディアアート等に焦点

を当て、現代美術作家が、本県の自然・文化や

展示・所蔵作品等から着想を得て制作した映像

作品等を公開するもので、旅する美術館と同じ

会場または近隣の会場で実施します。制作した

作品は、事業終了後も県立美術館や地域で活用

できるように作家と検討していきます。

また、作家と地域の人たちが直接触れ合い、

交流しながら現代アートの魅力を体感できるワ

ークショップや、県立美術館において作家によ

るトークイベント等を実施します。

事業効果といたしましては、中山間地を初め

県内各地域において、県民の文化的ニーズに細

やかに応えることができること、現代アートや

メディア芸術を学ぶ若い人たちに大きな刺激を

与え、人材育成に貢献できること、地域や世代

を超えてアートに親しむことで、国文祭・芸文

祭に向けて、文化振興の機運の醸成が図られる

ことなどが期待できると考えております。

生涯学習課関係の説明は以上でございます。

○渡辺委員長 ありがとうございました。３課

の議案に関する説明が終了いたしましたが、質

疑はいかがでしょうか。

○中野委員 スクール・サポート・スタッフ配

置事業を聞く前に、さっきの義務教育課の初任

者研修事業は高校教諭も入るんですか。義務教

育の先生たちも、みんな入るわけ。
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○黒木義務教育課長 先ほどの予算書上で出て

きている数字は、あくまでも義務教育、小中学

校の初任者研修に係る経費です。高校は高校で、

また同じように初任者研修は実施しております。

○中野委員 わかりました。それと、教育研修

センターの主管課はどこになるんですか。

○中嶋教育政策課長 教育政策課になります。

○中野委員 スクール・サポート・スタッフ配

置事業、私はこういうのを前からずっと提案し

ている。というのは、熊本の学級を見ると、こ

ういう人がついているわけです。

それで、宮崎県では新規事業になっているじゃ

ないですか。国の事業として、これはいつから

あったんですか。

○黒木教職員課長 国の事業としては、平成30

年度、今年度からです。

○中野委員 今年度から。それじゃあ、知らな

いな。

例えばこれなんか、一般財源が1,700万円、こ

れは県ですよね。私がよくわからんのは、義務

教育は県が主体的になるべきか、市町村が主体

になるのか、その境目がよくわからんのです。

それはそれでいいとして、私はこういう事業

をする場合は、やっぱり市町村負担を求めれば、

５人のところが10人採用できるじゃないですか。

今回はいいですよ。国のこの事業では、市町村

負担まで求めるとか、そこまではできんのです

か。

○黒木教職員課長 委員がおっしゃるように、

今回の場合は国の補助事業を活用しております

が、国の補助事業の内容が、国が３分の１、県

が３分の２の負担という事業内容になっており

まして、市町村の負担までは、その事業には入っ

ておりません。

ただ、この効果を検証して、その市町村が市

町村独自でやりたいということが出てくれば、

また、市町村もしていただけるんじゃないかな

と思っております。

○中野委員 そういう規定の場合、市町村に負

担を求めることはできないのですか。

○黒木教職員課長 そのあたりの法令的な部分

は、ちょっとわかりませんけれども、今回やろ

うとしているものでは、もう県費と国費だけと

いうたてつけになっております。

○中野委員 それで、私は今、孫と一緒に住ん

でおるもんだから、低学年の状況を見ると、やっ

ぱり若い先生は甘く見られるといったら悪いけ

れど、ワーワー騒いでおって、先生も怖いから

注意できないんです。あんまり強く言うと、今

度は言葉の暴力とか。先生も、げんこつもやる

ことがない。ワーワー騒いでいながら授業をし

ている。すると、ある先生が来ると、シーンと

なるわけです。すると、熊本なんかだと、ここ

にそういうスタッフがおったりして、ちゃんと

授業ができるんです。

だから、私はこのスクール・サポート・スタッ

フ配置事業は、何で教職員課なのかなと、義務

教育課の目玉であっていいんじゃないかなと。

恐らくやりとりがあって、義務教育課が負けた

んじゃないですか、これは。何で教職員課が。

これは学校の中身の問題だからですか。

○黒木教職員課長 このスクール・サポート・

スタッフにつきましては、教員が授業とか事務

をしますけれども、その教員の事務負担を軽減

して授業に集中できるようにするのが、この目

的であります。

委員がおっしゃられたクラスの中に入ったり

する支援員とは、ちょっと違う形のものとして、

教職員課が働き方改革の事業の一つとしてやっ

ているものであります。
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○中野委員 理屈は働き方改革とかなんとかい

うけれど、現実は小学校・中学校の問題じゃな

いですか。そのために、この研修とかあったと

しても、それは研修は教職員課でやればいいわ

けで、義務教育課としては、授業にならないん

だから、ぜひ来年は、こんな縄張りのやりとり

をしてないで、しっかり義務教育にこれを回し

なさいよ。これは、次長なんかの中で、きっち

りそこら辺は、やっぱり調整しないといかんわ

け。

○黒木教職員課長 また義務教育課とも連携し

ていきたいと思います。

○中野委員 連携じゃない。これじゃあ、義務

教育課はもぬけの殻になっておるよ。本当、来

年はちゃんと、事業はことしから連携してやっ

てくださいよ。

○河野委員 481ページの特別支援教育の振興に

要する経費の14番。高等学校段階における長期

入院生徒支援体制構築事業は、何名の生徒に対

しての予算を計上しているんでしょうか。

○酒井特別支援教育課長 この人数につきまし

ては、この後、国のほうの事業として開始をす

る段階で募集をすることになっておりまして、

想定としては数名程度を行っていきたいと思っ

ておりまして、がん等の病気ですので、年度に

よってそういった生徒が出てくるかどうかとい

うこともありまして、想定としては幾つか想定

していますけれども、大体そのぐらいを、まず

は取りかかっていきたいと思っております。

○河野委員 国が10分の10ですけれど、国から、

大体この程度でということも示されているとい

うことですか。

○酒井特別支援教育課長 大体、このあたりぐ

らいまでの範囲でということになっております。

○河野委員 家庭教育振興費、説明の中でモデ

ル市を１つ決めて事業を進めますというお話が

ありましたが、もう、その市は決まっているん

でしょうか。

○後藤生涯学習課長 今、詳細を詰めていると

ころで、決定しているところでございます。

○河野委員 決定している。発表はできない。

○後藤生涯学習課長 今のところ、都農町を予

定しているところでございます。

○河野委員 最後ですけれども、美術館関係で

旅する美術館・わくわくアート事業については、

私が現職の北川小学校の教員をしているころか

ら、移動美術館というのがありまして、子供に

とっては、本当にすばらしい刺激というか、我

々が見る鑑賞力と子供が見る鑑賞力とでは、子

供のほうが高いなというのを受けるぐらい、い

い作品というか、子供にとって刺激のある作品

が来たなという記憶があります。

それプラス、現代アートとかそういう作家の

方が、そういう技術を目の前で公表してくれる

というこの事業は、ずっと同程度の規模で行っ

ているんですか。それとも大きくなっているか、

数がふえているか。

○加塩美術館副館長 この事業につきましては、

平成８年度から少しずつ形を変えながら、また

各年度に変わったりしながらやってきています

けれども、ほぼ同程度でやっています。

○河野委員 同程度か拡大かということで、ぜ

ひ、この事業は推進していただきたいと思いま

す。

○徳重委員 特別支援学校のことでお尋ねしま

すが、481ページです。この４番目の特別支援学

校医療的ケアの実施事業が5,742万8,000円とあ

るんですが、これは今までもやっている事業だ

と思うんですけれども、ここで看護師等をふや

すという意味なのか、この予算の内容は何なん
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ですか。

○酒井特別支援教育課長 これについては、従

来からやっておりまして、医療的ケアの看護師

等の配置ということで行っているところでござ

います。

○徳重委員 今までも看護師が配置されておっ

たと思うんですが、その看護師をふやすという

ことですか、いわゆるケアの設備を充実すると

か、どういう形でこのお金は使われるのかとい

うことです。

○酒井特別支援教育課長 481ページでいいます

と、医療的ケアの事業が２つありますけれども、

下のほうの事業のことでしょうか。

○渡辺委員長 体制充実事業と、ケア実施事業

の２つの事業がありますけれども、どっちの事

業のことでしょうかということです。

○徳重委員 充実事業じゃなくて、5,742万8,000

円の医療的ケア事業です。

○酒井特別支援教育課長 この事業については、

医療的ケアの看護師の配置ということで、13校

に必要な看護師を配置するもので、その人件費

になります。

○徳重委員 何人配置されるんですか。

○酒井特別支援教育課長 来年度の見込みは27

名ということで、合計の想定をしております。

○徳重委員 31年度が27名ということでしょう

が、今まで、現在いらっしゃる方はないんです

か。

○酒井特別支援教育課長 変わる場合もありま

すけれども、引き続きということで、単年度で

雇用をしているという関係でございます。

○徳重委員 追加ということじゃなくて、現状

のまま、そのまま継続していくという理解でい

いんですか。

○酒井特別支援教育課長 はい。そうでござい

ます。

○徳重委員 ああ、そうですか。

それから、もう一つお聞きしたい。いつも出

されるんですけれども、生涯学習課の491ページ

の読書の関係ですが、日本一の読書県という定

義ですね。何をもって日本一という、よく使わ

れるもんですから、日本一を目指すということ

の、日本一というのはわかるんだけれど、読書

県の中で何を、例えば蔵書の、書籍の日本一な

のか、あるいは中身なのか、あるいは貸し出し

なのか何なのか、具体的にどういうものを基準

にしてこの日本一を目指すということになるん

ですか。

○後藤生涯学習課長 日本一というものは、数

値目標を定めているものではないということは、

これまでにもずっと申し上げてきてはいるんで

すけれども、そこあたりが、非常にわかりづら

いという御指摘もあるんですけれども、我々と

しましては、大人から子供まで、至るところで

読書をする姿が見られると、そういうことをイ

メージして取り組んでいるというところでござ

います。

○徳重委員 特別にこれをという限定したもの

はないんだと。例えば、今、都城はMallmall（ま

るまる）に図書館ができたことによって何十万

人、入館者がありますということが、よく言わ

れるわけです。

だから、図書館の利用者がそうなのか、ある

いは、今、おっしゃるように、本は家庭でも公

園でも、どこでも読んだりするわけですけれど

も、どういう基準を持って日本一を目指すのか

はっきりしなかったものですからお聞きしたと

ころですけれども。

何か、やっぱりこういったもので日本一とい

うのは、あっていいんじゃないかなと、思って
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いるんですが、皆さんの考え方なので、ここで

いう日本一というか、ここで予算もある程度組

まれるわけですから、何かがあっていいんじゃ

ないかなと思うんですけれど。ばらっとしてい

るより、どうですか。

○後藤生涯学習課長 この後、次期教育振興基

本計画の説明も予定されておりますけれども、

その中で読書県づくりというものも出てくるん

ですが、その推進指標として現在考えているの

が、県内の公立図書館の貸し出し冊数あたりを

一つの推進指標としては考えているところでご

ざいます。

詳しくは、また振興基本計画の素案について

の説明のときに、お話はできるかと思うんです

けれども。

○徳重委員 いいです。

○横田委員 生涯学習課の491ページ、家庭教育

サポート推進事業ですけれど、今、親が子供を

虐待して死に至らしめるとか、そういった耳を

塞ぎたくなるような事件の報道が相次いでいる

わけですけれど、ここでいう家庭教育というの

は、どれぐらいの範囲の家庭教育と理解をすれ

ばいいかを、ちょっと教えていただきたいんで

すが。

○後藤生涯学習課長 家庭教育につきましては、

家庭において、保護者等が子供に対して行う教

育というふうな捉えをしているところですけれ

ども。

○横田委員 ああいう事件を聞いていても、何

かしつけとか、そんな言い方で親は弁明してい

るというか、そんなのがあると思うんですけれ

ど、教育としつけと虐待と、なかなか区別が難

しいなと、いつも思うんですけれど、教育委員

会がそこまで、ちょっと範囲を超えているとい

うか、そうだろうとは思うんですけれども、例

えば福祉とか、そっちの関係のほうが大きいの

かもしれませんけれど、本当にどこまでを家庭

教育というのかなって、いつも思うもんですか

ら。じゃあ、そういうところまでは、教育委員

会としての考えている家庭教育ではないという

ことですね。

○後藤生涯学習課長 線引きは、なかなか難し

いかなというふうに思っておりまして、子育て

といった場合と家庭教育といった場合で、捉え

方が若干違うところは出てくるとは思うんです

けれども、そういう子供の基本的な生活習慣と

か、あるいは生活能力、情操、善悪の判断等の

基本的な倫理観、そういうものを身につける上

で、家庭教育も重要な役割を担うとは考えてお

ります。

○渡辺委員長 ほかはいかがでしょうか。よろ

しいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、３課に関する質疑は

以上とします。

時間が12時に近づいてきておりますので、午

前中の審議はここまでとさせていただきまして、

残りの審議は、午後１時10分再開としたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、暫時休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時６分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

スポーツ振興課、高校総体推進課、文化財課、

人権同和教育課の議案に関する説明を求めます。

○萩尾スポーツ振興課長 スポーツ振興課の31

年度当初予算につきまして、御説明いたします。

歳出予算説明資料のスポーツ振興課のイン

デックス、495ページをお開きください。
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一般会計予算として、10億3,514万円をお願い

しております。

以下、主なものに付きまして、御説明いたし

ます。

497ページをお開きください。

上から５段目、（事項）学校体育指導費であり

ます。3,559万6,000円を計上しております。

説明欄３の新規事業「部活動改革推進事業」

は、後ほど、常任委員会資料にて御説明いたし

ます。

４の改善事業「みやざきの子ども体力アップ

支援事業」は、運動好きの児童生徒を育成し、

さらなる体力向上を図るため、学校における体

力テストデータの分析や教職員のスキルアップ

研修等を実施するものであります。

次に、一番下の段、（事項）スポーツ施設管理

費でありますが、３億567万2,000円を計上して

おります。

ページをおめくりいただきまして、498ページ

の上から２つ目の段をごらんください。

説明欄１の施設管理運営費（指定管理者）は、

県総合運動公園有料公園施設、県体育館及び県

ライフル射撃競技場の管理運営を、指定管理者

へ委託するために必要な経費及び指定管理者を

選定するための委員会に係る経費でございます。

次に、下から２つ目の段、（事項）学校安全推

進費でありますが、１億9,760万1,000円を計上

しております。

説明欄１の日本スポーツ振興センター共済事

業は、学校管理下で児童生徒が病気やけがを負っ

たときなど、医療費給付等を行うために要する

経費であります。

続きまして、499ページ、上から２つ目の段、

（事項）体育大会費でありますが、１億5,362

万9,000円を計上しております。

説明欄１の国民体育大会経費は、国民体育大

会や九州ブロック大会へ派遣する県選手団の旅

費等に要する経費であります。

続きまして、下から２つ目の段、（事項）競技

力向上推進事業でありますが、１億8,635万9,000

円を計上しております。

説明欄１の選手強化の（６）改善事業「世界

へはばたけ！宮崎ワールドアスリート発掘・育

成プロジェクト」は、体力・運動能力に優れた

小学生を選考し、全国や世界で活躍できるアス

リートの育成を図るものであります。

２、指導者養成の（２）新規事業「チームみ

やざき強化アドバイザー招へい事業」は、後ほ

ど、常任委員会資料にて御説明いたします。

ページをおめくりいただいて、500ページの上

から２つ目の段にございます、４の新規事業「競

技力向上対策本部運営事業」は、官民一体となっ

て競技力向上対策を検討するとともに、競技団

体の強化スキームを構築するものであります。

その次の欄（事項）宮崎県スポーツ推進基金

でありますが、3,430万6,000円を計上しており

ます。

説明欄２のスポーツ推進事業は、この基金の

目的に沿って、（１）の生涯スポーツの推進と

（２）の競技力向上に向けた事業の実施に活用

するものであります。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

続きまして、常任委員会資料により、新規事

業の主なものを説明をいたします。

常任委員会資料の11ページをお開きください。

新規事業、部活動改革推進事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、公立中

学校における教員の負担軽減を図るため、部活

動指導員を配置するとともに、効率的・効果的
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な部活動運営を推進するため、研修会を実施す

るものであります。

２の事業の概要でありますが、予算額は831

万7,000円、財源は国庫支出金と一般財源として

おり、事業期間は平成31年度から平成33年度ま

ででございます。事業内容でありますが、①の

部活動指導員配置事業につきましては、市町村

が実施主体となり、公立中学校へ35名程度の部

活動指導員の配置を行います。

次に、②の指導者等への研修会につきまして

は、部活動指導員や運動部活動顧問、外部指導

者に対しての研修を行います。

３の事業効果でありますが、教員の部活動指

導に係る負担軽減が図られるとともに、指導者

の指導力の向上が期待できるものと考えており

ます。

続きまして、12ページをお開きください。

新規事業、チームみやざき強化アドバイザー

招へい事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、2026年

に開催される国民体育大会に向けた競技団体へ

のアドバイザーとして、全国トップレベルの指

導者を招へいすることで、指導体制の構築と競

技力向上を図るものであります。

２の事業の概要でありますが、予算額は、1,035

万6,000円、財源は全額一般財源としており、事

業期間は平成31年度から平成33年度まででござ

います。

事業内容でありますが、１つ目として、アド

バイザーが、その豊富な指導経験に基づく指導

・助言を行うことにより、競技団体の意識改革

を図ります。

２つ目として、競技団体と連携して、2026年

国体までの戦略や戦術を含めた強化計画の策定

を行います。

３つ目としまして、選手への技術指導や指導

者養成研修等を実施します。

３の事業効果でありますが、（１）各競技団体

の、より高度な強化計画の策定が期待できる。

（２）国体チームの監督・コーチ等が、より高

い指導力を身に着けることができる。（３）選手

強化が図られ、競技得点の獲得が期待できるも

のと考えております。

スポーツ振興課の説明は以上であります。

○米丸高校総体推進課長 高校総体推進課の当

初予算につきまして、御説明いたします。

資料は、歳出予算説明資料、高校総体推進課

のインデックスのところ、501ページをお願いい

たします。

高校総体推進課の当初予算額は、一般会計３

億1,927万7,000円を計上してります。

以下、事項について御説明いたします。

503ページをお願いいたします。

中ほどにあります、（事項）体育大会費３

億1,927万7,000円であります。

これは、平成31年度に本県で開催される全国

高校総体９競技の開催準備を円滑に進めるため、

会場地実行委員会の競技運営に対する補助や広

報・啓発活動、役員及び補助員の養成などに要

する経費であります。

高校総体推進課は以上でございます。

○谷口文化財課長 文化財課関係の当初予算に

つきまして、御説明いたします。

歳出予算説明資料、文化財課のインデックス

のところ、505ページをお開きください。

平成31年度の当初予算額といたしまして、５

億890万9,000円をお願いしております。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

507ページをお願いします。
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上から５段目の、（事項）文化財保護顕彰費

に7,051万7,000円を計上しております。

主なものとしまして、説明欄の９、神楽のユ

ネスコ無形文化遺産！県民応援事業であります。

この事業は、神楽のユネスコ無形文化遺産登

録を目指して、調査研究や映像記録などを行う

とともに、県外の神楽団体との連携を引き続き

図ってまいります。

さらに、神楽公演や県民講座を開催し、県民

が神楽を応援するための気運の醸成を図るほか、

県内の民俗芸能の保存・継承のため、保存団体

等が行う後継者育成などへの支援を行います。

次に、13の改善事業「西都原古墳群史跡整備

推進事業」につきましては、後ほど常任委員会

資料で御説明いたします。

続きまして、508ページをお願いいたします。

上から２段目の（事項）埋蔵文化財保護対策

費に5,589万8,000円を計上しております。

主なものでありますが、説明欄の３、埋蔵文

化財発掘調査であります。

この事業は、国土交通省から委託を受け、都

城道路の発掘調査や報告書の作成を行うもので

あります。

続きまして、その下の（事項）埋蔵文化財セ

ンター費に3,252万9,000円を計上しております。

主なものとしましては、説明欄の１、管理運

営費でありますが、これは埋蔵文化財センター

の光熱水費や設備の保守管理委託費など、維持

管理に要する経費であります。

次に、同じページの一番下の（事項）博物館

費に１億7,327万7,000円を計上しております。

主なものとしましては、説明欄の２、管理運

営費でありますが、これは総合博物館の光熱水

費や設備の保守管理委託費など、維持管理に要

する経費でございます。

次に、説明欄の４、総合博物館老朽化対策事

業でありますが、これは、博物館の老朽化した

空調設備の更新を行うものであります。

次の509ページをお願いいたします。

一番上の説明欄の５、新規事業「インバウン

ド対応のための博物館魅力アップ事業」であり

ますが、これは、外国人向けの多言語対応音声

ガイドやＷｉ─Ｆｉ環境を整備して、博物館の

魅力向上を図るものであります。

続きまして、その下の（事項）博物館教育普

及費に1,005万2,000円を計上しております。

主なものとしましては、説明欄の１、特別展

費でありますが、これは、県民の皆様に、自然

や歴史への理解や関心を深めていただくことを

目的といたしまして、２回の特別展を開催する

ものであります。

次に、中ほどの（事項）考古博物館費に１

億1,286万6,000円を計上しております。主なも

のとしましては、１の管理運営費でありますが、

考古博物館の光熱水費や設備の保守管理委託費

などの維持管理に要する経費でございます。

続きまして、510ページをお願いします。

説明欄の３、改善事業「交流・理解・発信

東アジアの連携拡充事業」であります。

これは、これまでの学術文化交流を継続する

とともに、より広い視点から、本県の歴史と文

化を見つめるため、中国との交流の可能性を調

査するものであります。

歳出予算説明資料につきましては、以上であ

ります。

次に、資料変わりまして、文教警察企業常任

委員会資料をお願いいたします。

13ページをお開きください。

改善事業、西都原古墳群史跡整備推進事業で

あります。
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初めに、事業の目的・背景でありますが、本

事業は、西都原古墳群をさらに魅力ある観光資

源や学習の場とするため、古墳群の調査・整備

を継続するとともに、男挟穂塚・女挟穂塚周辺

の整備・活用を図るため、史跡指定地拡大に向

けた取り組みを行うものであります。

次に、事業の概要ですが、予算額は1,749万円、

財源は、国庫支出金及び一般財源であります。

事業期間は、平成31年度から平成35年度まで

の５年間であります。

事業内容ですが、①の古墳群の発掘調査・整

備では、115号墳などの発掘調査を実施するとと

もに、調査が終了しました古墳の整備などを行

います。

また、②の陵墓参考地周辺地域の史跡指定地

拡大のため、指定を予定しています土地の調査

や国への指定地拡大申請に必要な作業を行って

まいります。

③見学施設の維持・管理では、古墳の内部を

見学する施設などの定期的なメンテナンスを行

うものであります。

最後に、事業効果としましては、発掘調査や

研究によって、古墳群のより正確な価値づけが

進み、その成果を古墳整備に反映させることで、

郷土の歴史をより深く学ぶ機会を提供できると

考えております。

また、このような古墳群の基礎情報を、世界

文化資産登録に向けた取り組みに生かすととも

に、男挟穂塚・女挟穂塚周辺地域の指定地を拡

大することで、より魅力的な観光地としての活

用が図られるものと考えております。

文化財課関係の説明は以上であります。

○鎌田人権同和教育課長 人権同和教育課の当

初予算について、御説明いたします。

歳出予算説明資料の人権同和教育課のイン

デックスのところ、511ページをお開きください。

予算額は、一般会計１億411万1,000円を計上

しております。

主な内容について、御説明いたします。

513ページをお開きください。

上から５段目にあります、（事項）人権教育総

合企画費に857万8,000円を計上しております。

主なものとして、説明欄１の（１）の人権啓

発資料作成事業でありますが、これは、児童・

生徒が学校や家庭等において、人権尊重の大切

さについて学ぶための資料を作成するものであ

ります。

次に、（２）のかけがいのない「いのち」を大

切にする教育推進事業でありますが、これは、

これまで各学校や関係機関が行ってきた、命を

大切にする教育について、相互の連携をさらに

深め、自分や他者のかけがいのない命を大切に

する子供の育成を図るものであります。

次に、一番下の（事項）生徒健全育成費に8,698

万3,000円を計上しております。

主なものですが、ページをおめくりいただい

て、514ページ、説明欄５の改善事業「チーム学

校の実現に向けた教育相談体制支援事業」につ

きましては、後ほど常任委員会資料で御説明い

たします。

その下の６の新規事業「いじめの未然防止推

進事業」でありますが、いじめの未然防止に関

する取組推進校を指定し、いじめの未然防止に

ついて生徒主体で考える取り組みを行います。

宮崎県いじめ問題子供サミットにて、推進校

の代表生徒が取り組みを発表し、意見交換を行っ

たり、全国いじめ問題子供サミットへ参加した

りした成果を県内の各中学校に紹介することで、

生徒自らがいじめと向き合う態度を育成します。

次に、その下の（事項）学校安全推進費667
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万3,000円を計上しております。

主なものとして、４の改善事業「「自分を守る

・地域を守る」学校安全総合支援事業」であり

ますが、学校安全教育推進のためのモデル地域

を指定し、防災教育などに関する実践的な研究

及び普及を、地域、関係機関、専門家等と連携

を図りながら実践します。

また、防災士資格を有する教職員がいない県

立学校に対する防災士の養成や県立学校の安全

教育推進リーダーを対象とした研修会の実施な

ど、安全教育の充実に努めます。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

それでは、常任委員会資料により御説明いた

します。

常任委員会資料の14ページをお開きください。

改善事業、チーム学校の実現に向けた教育相

談体制支援事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、スクー

ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

などの専門家を公立学校に配置・派遣する体制

を充実させ、いじめや不登校など、学校だけで

は解決が困難な事案への支援を強化するととも

に、教員の負担軽減を図るものであります。

２の事業の概要でありますが、予算額は8,167

万8,000円、一般財源と国庫支出金を財源として

おり、事業期間は平成31年度から平成33年度ま

ででございます。

事業内容でありますが、①のスクールカウン

セラーの配置・派遣につきまして、スクールカ

ウンセラーを配置している中学校での活動時間

数を、128時間から140時間に拡充し、増加した12

時間分を中学校区内の小学校での活動時間とし

て確保しております。

次に、②のスクールソーシャルワーカーの配

置・派遣につきましては、現在の教育事務所の

スクールソーシャルワーカーに加え、独自雇用

を希望する市町村にスクールソーシャルワーカ

ーを配置することで、学校のニーズや実情にあっ

た教育相談体制の充実を図ります。

その際、市町村の事業費の一部、５分の３を

県が補助いたします。

また、教育事務所に配置しているスーパーバ

イザーを１名増員し２名とし、スクールソーシャ

ルワーカーの資質向上に努めます。

次に、③のいじめ問題の解決に向けた支援チ

ームの設置・派遣でありますが、学校だけでは

解決困難ないじめ問題が発生した際に、弁護士

や臨床心理士、社会福祉士等の専門家を緊急支

援チームとして学校に派遣し、問題等の調査や

検証、支援を行うものであります。

最後に、④の24時間子供ＳＯＳダイヤルであ

りますが、さまざまな問題に悩む子供や保護者

等が24時間いつでも相談できるように、電話相

談体制を整備しております。

３の事業効果でありますが、小学校へのスク

ールカウンセラーの配置時間を確保することで、

小学校での相談体制を改善することができます。

また、スクールソーシャルワーカーの配置数

増加により、さまざまな生徒指導上の問題に早

期に対応し、解決に導くことが期待できます。

さらに、チーム学校の取り組みの一貫である

ことを明確にし、専門家の活用促進を図ること

で、教職員の負担感軽減につながることが期待

できます。

説明は、以上でございます。

○渡辺委員長 ４課の説明が終了しました。議

案に関する質疑がありましたら、お願いいたし

ます。

○横田委員 西都原古墳群について、ちょっと
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お尋ねしたいんですが、特別史跡は西都原公園

全体が特別史跡になっていると思うんですけれ

ど、この事業は男挟穂・女挟穂の周辺地域の指

定地の拡大ということですが、今、畑になって

いるところあたりを指定地に拡大していくとい

うことなんですか。

○谷口文化財課長 西都原古墳群台地の古墳が

あるところが、特別史跡の指定地にされてると

いうことで、それ以外の畑で耕作されている部

分は指定地外となります。今回、指定地を目指

すところは、男挟穂・女挟穂の西側の部分で、

その部分の区画を昨年度まで調査をしておりま

して、そこの部分の大体、面積として１万9,000

平米ぐらいあるんですが、そこの部分の指定を

目指すというような形で考えているところです。

○横田委員 わかりました。そこを指定するこ

とで、その陵墓参考地がどのように魅力アップ

していくのか教えてください。

○谷口文化財課長 今回、指定を予定している

ところが、男挟穂塚とか女挟穂塚が一番、高さ

とか大きさが、はっきりわかるような場所なの

で、そこを最終的に指定地、公有化しまして、

案内板とか、男挟穂・女挟穂の説明板とかをつ

くっていけたらなというふうに考えているとこ

ろです。

○徳重委員 スポーツ振興課の部活動指導員配

置事業についてお尋ねしますが、35名の配置を

計画されているようですが、今までも、この35

名体制がとられておったわけですか。

○萩尾スポーツ振興課長 この部活動指導員は、

技術指導プラス、引率等も全てできる指導員と

いうことでありますので、今回が初めての計上

でございます。

○徳重委員 新規ですね。

指導員の資格というのは何かあるんですか。

○萩尾スポーツ振興課長 これは、特別な資格

等はございません。そういうスキル等を見てい

ただきつつ、学校等のことも理解していただけ

るような方を市町村のほうで任命していただけ

るというふうに考えております。

○徳重委員 うちの学校ではこの指導員を予定

したいという要請があって、何校か同じような

部活で要請があったときの選考はどうされる予

定ですか。

○萩尾スポーツ振興課長 これは、市町村のほ

うが主体となりますので、市町村教育委員会が

そこを協議して、この方をこの学校のこの部に

ということでやっていくことになりますので、

そこは学校と市町村教育委員会で話をして、決

めていくことになろうかと考えております。

○徳重委員 そこで、さっき申し上げましたと

おり、複数の学校から要請があって、これ以上

の要請があったときの選考の仕方は、どう考え

ていらっしゃるんですか。

○萩尾スポーツ振興課長 そこあたりは、各市

町村のほうにも配置の数を将来的に決めていく

形を、私どもと市町村のほうで連携して行って

いきますので、そういう決めた中で、それぞれ

市町村のほうで決めていただくということにな

ろうかと考えております。

○徳重委員 いや、私が言っているのは、35名

となっているけれど、それ以上に必要な学校、

部活が出てきたときのことを言っているんです

けれど。

○萩尾スポーツ振興課長 これは、そこにあり

ますとおり、その方への報償費を国が392万、県

が392万円、市が392万円ということで、もう数

が35で決まっておりますので、その数の中でそ

れぞれ割り当てて配置をしていくと。上限が35

人ということで考えております。
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○横田委員 神楽のユネスコ無形文化遺産！県

民応援事業ですけれど、これはもう何年も前か

らやられていると思うんですが、現在どのよう

な状況になっているのかを教えていただきたい

んですが。

○谷口文化財課長 この事業は、いろいろ改善

事業を加えながら、平成25年度からやっていま

して、その中で魅力発信委員会というのを立ち

上げ、神楽の専門家の先生方をメンバーにして

ずっとやっておりまして、神楽をやっている保

存団体の調査並びにその演目調査ということで

進め、今、数字的には現地調査といいまして、

現地に行って、保存会の団体の方にいろいろ話

を聞いたりとか、面の調査とか、そういったも

のを大体103団体ほど調査を進めております。演

目調査については、46団体のほうを調査してい

ます。

そういうふうにして、県内の神楽の調査は国

指定、県指定、市町村指定、未指定という形で、

少しずつ調査を進めていくということで、継続

してやっているところでありますし、ユネスコ

無形文化遺産登録につきましても、九州の国指

定の神楽10の団体を集めまして、ネット協議会

を平成28年に立ち上げまして、ことしも先日、

３月３日にネット協議会をやって、60名ほどの

方に参加していただいたところです。その中で、

文化庁のほうも来ていただいて、いろいろ話を

伺っていますが、非常にそういう九州が一つに

まとまって、そういうことをやっていただくの

は、非常に文化庁としてもありがたいことだと

いうような話を聞いておりますので、継続して

それを続けていって、登録を目指したいなと思っ

ているところであります。

○横田委員 登録に対しての手ごたえはどんな

ふうに感じておられますか。

○谷口文化財課長 登録につきましては、文化

庁が2020年の登録を目指して、木造建築の伝統

技術というのをユネスコのほうに推薦しており

まして、それが2020年を目指すと。その次とし

て、風流という民族芸能の分類があるんですが、

それがことしの２月に全国組織が立ち上がりま

して、その木造建築の次の2022年の登録を目指

すということでやっています。神楽につきまし

てはその次の、2024年度以降ということになる

んですけれども、そのあたりをできるだけ早く

なるような形で、九州だけではなくて、全国的

な組織の立ち上げに頑張っていきたいなという

ふうには思っているところです。

○横田委員 はい、わかりました。ぜひ、頑張っ

ていただきたいと思います。

それともう一つ、文化財保護対策費のカモシ

カ調査というのがありますけれど、もうちょっ

と説明をしていただけませんか。

○谷口文化財課長 カモシカが国の特別天然記

念物で指定されておりまして、そのカモシカの

全国的な動向を知るということで、宮崎と熊本、

大分が３県で一緒になって、カモシカが生息す

る地域の山間部とか、特別調査といたしまして

専門家の方々にお願いをして、カモシカの頭数

を推定、推測するような調査を、今年度と来年

度にかけて２カ年にわたって調査するというよ

うな形になっています。

○横田委員 わかりました。またカモシカが何

か文化財に悪さするのかと思っていました。全

然違う、ありがとうございます。

○徳重委員 文化財課にお尋ねしますけれど、

男挟穂塚・女挟穂塚ですか。これは非常にすば

らしいもの、それこそ世界遺産になれるような

ものだと思うんですが、外からどういう状況な

のか、全くわからないような状況です。周辺、
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中にも入れないわけですから、外からどういう

状況か、ある程度わかるような、図面にあるよ

うな形のものがある程度見えるように整理する

か、伐採するか、そういったことはできないも

のでしょうか。

○谷口文化財課長 御存じのように、陵墓参考

地は宮内庁が管理されておりまして、今もまだ

使われている現役のお墓ということで、なかな

か樹木の伐採とか、そういったことはなかなか

難しいという話を聞いているんですが、これま

でに何回か、宮内庁のほうにもいろいろお願い

しに行って、10年ぐらい前よりは今のほうが、

かなり予算を使っていただいて、男挟穂・女挟

穂の形が見えるようにはなってきたというよう

な状況であります。そういった要望があること

は、継続して宮内庁のほうには伝えて、見える

ような形での整備をお願いしていきたいと思い

ますし、今回の事業をまたきっかけに宮内庁も

周辺部を整備するので、中のほうの整備もお願

いしたいということで、あわせてお願いをして

いきたいなと考えているところです。

○徳重委員 何回もこの話は出ているような気

がしますが、なかなか一向に県民の目にも、お

いでになった観光客の目にも見えないような状

況です。可能性としてはあるんですか、ないん

ですか。

○谷口文化財課長 先ほど申し上げましたよう

に、宮内庁の管轄ということで、非常に厳格な

管理が行われておりますので、その辺をなかな

か取り崩すというのは難しいので、先ほど申し

上げましたように、その周辺部を整理しながら、

宮内庁にお願いするという方法をとっていると

ころです。

○日髙副委員長 高校総体について、ちょっと

一つだけお伺いしたい。

ことしも７月24日に迫ってきた高校総体です

けれど、現状、どういう状況なのかお聞かせい

ただけますでしょうか。

○米丸高校総体推進課長 高校総体の準備に関

しましては、３月に新燃岳等の噴火がございま

しので、登山につきましては４月当初は会場地

が決定していないような状況がございました。

それで、本年度かけまして、会場地を高千穂町

のほうに移動するということで、高千穂町が会

場地としてお受けいただきました。

ことし１月に高千穂町のほうの実行委員会が

立ち上がりましたので、現在、６市町で実行委

員会を立ち上げ、準備を進めているところでご

ざいます。来年度に向けまして、６市町と本県

のほうで予算を確保して、運営に当たる予算と

する予定でございます。

○日髙副委員長 もうこれから、ゴールデンス

ポーツイヤーズとかいろいろ始まる中で、今回

分散開催ということで、鹿児島、熊本、沖縄で

もある中で、鹿児島なんかはホームページ見て

みると、やっぱりもう活気づいているなという

印象もありますので、ぜひ、高校総体準備とい

うことで１つになって、ぜひ、宮崎を盛り上げ

ていただきたいなと思いますので、よろしくお

願いいたします。

○渡辺委員長 ほかいかがでしょうか。なかっ

たら私から。

スポーツ振興課の部活動改革推進事業につい

てお伺いしますが、前の審議でも聞いたことあ

るような気がするんですが、今でも実態として

外部指導者の方々の活用というか、応援いただ

いていると思うんですけれど、実態として今回

の事業の対象となるような公立中学校では、ど

のくらいの方々が、今いらっしゃるのでしょう

か。
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○萩尾スポーツ振興課長 現在、445名の外部指

導者の方が、校長先生から委嘱されて活動して

いる状況であります。

○渡辺委員長 先ほどの御説明だと、今回の指

導員の方々は、大会への引率等が可能だという

ようなお話が今あったかと思いますが、今まで

のその445名の方は、その方だけの引率はだめで、

顧問の先生が一緒じゃないといけないというよ

うな違いがあるのか否かということと、今回は35

名ということですが、教育委員会のイメージと

しては、例えば既にその実態として外部指導者

で入っている445名の方々の一部が、この制度を

使った有償での支援に切りかわっていくイメー

ジなのか、それとも全く新規で、その方々とは

別で新しい指導者の方々の登用があるというよ

うなイメージなのか、そこはどうでしょうか。

○萩尾スポーツ振興課長 今までは、外部指導

者の方は引率等はできないということでありま

す。これが、今度は非常勤職員という位置づけ

になりますので、いわゆる外部指導者は技術指

導のみだったんですが、今度はいろんな引率で

ありますとか、部活動の管理運営でありますと

か、生徒指導にかかわる対応でありますとか、

そういうところも一緒にやっていただくという

ことになろうかと思っております。

また、どういう方がということでありますが、

この445名の中から、この指導員のほうに行かれ

る方もおりますし、また別に専門的なスキルが

ある方で、そういう方がおられれば、指導員の

ほうに委嘱するということになろうかと考えて

おります。

○渡辺委員長 以前に、テレビで小林市の職員

の方が小林中学校のバスケットボール部で指導

しているといいますか。例えば、そういう場合

に、公務員の方で兼職ができないというような

環境の外部指導者の方は、こういうものには当

てはまりづらいのかどうかということが、まず

１点と、もう一つ、年度としては３年間の実施

事業になっていますけれども、35の部活動が指

定されるんでしょうが、１年ごとに変わってい

くのか、１つ指定されたものは要するに３年間

は続けて、そこの指導に当たっていただくとい

うものなのかというのは、いかがですか。

○萩尾スポーツ振興課長 これは、公務員の方

でも兼職願いというのがありまので、そういう

ところをクリアしてやっていただくというのか

なと考えております。

それから、任用につきましては、国のほうが

これは３年間が最長ということで期限がありま

す。ただ、１年単位であろうと、２年３年であ

ろうと、そこは市町村のほうで決めていただく

ことになろうかと考えております。

○渡辺委員長 今のルールではそうなんでしょ

うけれども、教育委員会が市町村ともやりとり

しているイメージでは、一定の期間見ていただ

かないと、成果はなかなか上がらないというよ

うな基本的な考え方のものなのか、基本を単年

度と考えていくのかという意味でいうと、その

辺はどんな具合ですか。

○萩尾スポーツ振興課長 これは、その両方と

いうことで考えております。というのは、その35

人を配置して、やはりしっかりこの成果といい

ますか、アンケート等をとって、私たちも検証

していこうと考えておりますので、そういう中

で、その方は続けていくのがいいのか、あるい

は子供たちがどんどん代わっていきますので、

保護者の方とか、そういう方もおられるという

ところもありつつ、そこあたりをアンケート等

で見ていきながら、単年度がいいのか、長期が

いいのかということで、一番効果のある形を考
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えているところであります。

○渡辺委員長 原則のところに戻りますが、こ

の事業は先生方の負担軽減のための事業と理解

しているので、要は例えば強い学校に、キャリ

アの高い指導者の方を外から連れてくるとかと

いう形の使い方ではなくて、部活動を見るのに

先生方の負担が重たい学校を主眼として配置す

るという基本的な考え方のものと、理解してい

いですか。

○萩尾スポーツ振興課長 目的が負担軽減にな

りますので、そういう形になろうかとは考えて

おります。

○渡辺委員長 人権和同教育課の中で、新規事

業でいじめの未然防止推進事業というのがあり

ましたけれども、先ほどの説明を理解する限り

では、いじめが起きたことに、後からどうこう

しようという話じゃなくて、先ほど子供たちの

会議みたいな話もあったかと思いますが、先に

いじめを起こさないようにしようねと、そうい

うポジティブな取り組みのように感じられたん

ですが、もうちょっと詳しく教えていただけた

らと思います。

○鎌田人権同和教育課長 県内の中学校７校を

いじめの未然防止に関する取組推進校に指定し

まして、生徒会などが中心となって、例えばい

じめ根絶集会などの取り組みを実践してもらっ

て、その取り組み内容を８月に開催予定の宮崎

県いじめ問題子供サミットで発表しあい、学校

間の交流、実践内容の共有を行います。

さらに、発表内容が特によかった１校には、

毎年１月に文部科学省が開催しております全国

いじめ問題子供サミットに参加してもらって、

全国の学校との交流、いじめの未然防止に向け

た実践内容の共有を図ります。

この県及び国のいじめ問題子供サミットで得

られた優れた取り組みや参考になる活動内容を、

県内の学校に広げることによって、児童生徒が

自らいじめをしない、許さないといった実践力

を育成することを目的としました事業でありま

す。

○渡辺委員長 宮崎での子供サミットは、初め

てなんですか。

○鎌田人権同和教育課長 はい、委員長がおっ

しゃられるとおり、平成31年度に初めて実施す

るものであります。

○渡辺委員長 ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、４課に関する議案の

質疑は以上といたします。

入れかえのため、暫時休憩をいたしまして、

その他報告事項と総括質疑を行います。

暫時休憩します。

午後１時52分休憩

午後１時53分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

○中嶋教育政策課長 次期宮崎県教育振興基本

計画の策定についてであります。

常任委員会資料の18ページをごらんください。

９月議会の常任委員会で御報告のとおり、今

年度県総合計画の改定等にあわせ、次期県教育

振興基本計画の策定作業を進めてきたところで

ございます。

資料の１、計画策定の考え方にありますとお

り、現行計画に基づき、施策推進に取り組んだ

結果、一部の分野では成果が見られる一方、課

題のある分野もございます。また、人口減少の
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進行等、さまざまな社会の変化への対応も求め

られております。

今回の策定に当たりましては、計画のスロー

ガン等は受け継ぎながら、社会情勢等を踏まえ

て、施策や推進指標を中心に見直しを行いたい

と考えております。

次に、２、次期計画の素案の概要であります

が、右側の、19ページの次期計画素案の全体像

をごらんください。

上から２つ目の四角囲いにあります宮崎県教

育基本方針につきましては、現行計画の目指す

県民像の内容を取り込んだ上で、本計画におけ

る位置づけを明確にすることとし、これまでの

経緯も踏まえ、計画の冒頭に示しております。

その下の、現状の課題につきましては、大き

い矢印の左側にあります国や県の状況に関する

社会情勢の変化と、一方の右側にあります本県

教育の現状と課題にわけ、各分野の現状と課題

をまとめておりまして、最近の動きを反映させ、

新しく人生100年時代や教育の情報化などの項目

を加え、継続の項目も適宜内容を変えておりま

す。

その下の、基本理念につきましては、スロー

ガンの「未来を切り拓く心豊かでたくましい宮

崎の人づくり」、その下にあります計画推進の基

本姿勢の、横の連携と縦の連携は、現行計画を

受け継ぐこととし、現行計画からの経緯や基本

的な考え方を書き込んでおります。

また、その下の基本目標につきましては、内

容を５つから４つに変更したいと考えておりま

す。

次に、施策と重点取り組みでありますが、こ

こが一番大きく変更した部分でありまして、施

策内容の関連性を考え、大きくまとめる方向で

整理し直し、現行計画の23施策を15施策に再編

したいと考えております。

15の施策について、各施策の主な変更点を説

明いたしますので、めくっていただき、20ペー

ジと21ページを見開きでごらんください。

こちらが施策の体系図になりますが、２つ目

の四角囲いの、施策の部分をごらんください。

いずれの施策も内容の修正を行っております

が、太文字にしている部分が、新しい視点で構

築した施策や取り組み内容の充実など、変更し

た点を多く含む施策であります。

まず、施策２、地域と学校の連携・協働の推

進につきましては、①学校を核とした地域づく

りや、コミュニティ・スクール等を内容とする

②地域とともにある学校づくり等に取り組むこ

ととしており、近年の法改正等を受け、充実が

求められている分野であります。

次に、３、読書県づくりは、読書関係を一つ

にまとめた施策です。

県立図書館の機能充実等を図る②家庭・地域

における読書活動の推進や、③読書県づくりの

推進体制の充実等に取り組んでまいります。

５、確かな学力を育む教育の推進は、引き続

きしっかり取り組むべき施策でありまして、主

体的・対話的で深い学びに向けた授業改善等を

図る②高等学校の学力向上や、小中学校への学

校支援訪問等を行う③教員の授業改善等に取り

組んでまいります。

７、特別支援教育の推進では、多様なニーズ

に対応した支援体制の充実に努めるとともに、

生徒の職業スキルの向上等を図る③自立支援・

就労支援の充実等に取り組んでまいります。

右側の21ページをごらんください。

９、キャリア教育・職業教育の推進では、産

学官、地域等との協働による②地域と連携した

キャリア教育の推進や、④高校生の就職支援の
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充実等に取り組んでまいります。

11、教職員の資質向上と学校業務の改善では、

教員研修の見直し等を行う②専門性や社会性の

向上のための研修の充実や、現在、焦点の、教

職員の働き方改革の見直し等を行う③学校の機

能を高めるための学校業務の改善等に取り組ん

でまいります。

最後に、15、スポーツの推進では、若者から

高齢期までスポーツ機会の拡大を図る①スポー

ツ参画人口の拡大や、２巡目国体を見据えた競

技力の向上等を図る②アスリートの育成、スポ

ーツランドみやざきと連携した⑤スポーツによ

る地域活性化などに取り組んでまいります。

ここまで、施策の主な変更点を説明いたしま

したが、次期計画では新たに重点取り組みを設

けたいと考えております。

このページの下のほうにあります１、いのち

を大切にする教育の推進、２、地域と学校の連

携・協働による多様な活動の充実、３、学校に

おける働き方改革の推進の３つにつきましては、

さまざまな施策と関連する横断的な取り組みで、

重点的な推進が必要なものを重点として位置づ

けるもので、各施策からの関連する内容を取り

出し、再構成して、一つのパッケージにして示

すものであります。

お手元に分厚い別冊をお配りしておりますが、

基本計画の別冊のほうを見ていただきたいと思

いますけれども、そこの93ページをごらんいた

だけますでしょうか。

ここに、いのちを大切にする教育の推進のポ

ンチ絵がございます。このような形で、内容を

わかりやすく示すものであります。

次に、Ａ３版横長の、別紙の資料をごらんく

ださい。推進指標についてです。

各施策の推進を図るため、現状値や目標値等

を設定するものですが、指標の数につきまして

は、効率的で効果的な評価を行う観点から、一

番左の欄にありますように、23指標に絞り込み

たいと考えております。

表の中央が、現行計画の策定時、一番右側が、

現行計画の策定時の指標を示しております。現

行計画を平成23年度に策定したときは21指標で

ありましたので、おおむねそのときの数に戻す

ことになります。

なお、施策７と、２枚目になりますが、施策11

の指標につきましては、新たに設けた指標となっ

ております。

再度、常任委員会資料の18ページにお戻りく

ださい。

２の（６）計画の期間でありますが、今回計

画の期間を、現行の10年から４年に変更したい

と考えております。これは、変化の激しい時代

にあって、10年の長期計画は、見通しを立てる

ことが難しく、必ずしも効果的ではないこと、

国の計画が５年、県総合計画が４年ごとに改定

となっていること等によるものであります。

最後に、その下の３、今後のスケジュールで

ありますが、本日、常任委員会で計画素案の報

告の後、今月下旬から４月にかけて、パブリッ

クコメントを実施し、６月議会に議案として本

計画を提出する予定としております。

申しわけありませんが、下から２行目、５月

の右側に、６月定例教育委員会とありますが、

これは、５月定例教育委員会の誤りですので、

訂正のほうをお願いしたいと思います。

最後に、常任委員会資料の22ページをごらん

ください。

こちらが、現計画の全体像になりますので、

御参考いただければと存じます。

説明は以上でございます。
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○渡辺委員長 その他報告事項についての説明

が終わりました。

質疑はございませんでしょうか。

○中野委員 このスケジュールを見ますと、８

月、９月、10月、私はちょっと病気で欠席しま

した。

これからの話ですけれど、私は、この教育振

興基本計画にずっと自分の意見を言ってきまし

た。それによると、私の意見は全く無視されて

いる。

そういうことで、まず聞きますけれど、教育

基本法、義務教育の定義を言ってください。何

のために─法律じゃなくて教育基本法の義務

教育の定義。

○中嶋教育政策課長 済みません、ちょっと手

元にございませんけれど。申しわけありません。

○中野委員 義務教育は、子供たちが社会に出

て、国民の一構成員として、社会人として全う

するための学問を学ぶとか、たしかそうなって

いるんですよ。

私はこの間から言っているけれど、学力向上

は、どこにも出てきていないじゃないですか。

あれだけ議論してきたけれど、何のために議論

したか。何年たっても全国平均点数を上回らん。

こんな状況で、こんなわけのわからない抽象的

なことを書いていてですよ、これは前のやつと

どこが違うんですか。そこを区別してください。

前回のやつと何が違うか。

○中嶋教育政策課長 お手元の資料の20ページ

でございますけれども、先ほどちょっと幾つか

御紹介しましたけれども、学力の関係で申し上

げますと、そこの下の施策の５に、「確かな学力

を育む教育の推進」ということで、一つは高等

学校の学力の向上の関係、それと教員の授業改

善と。そういったところを、新たにちょっと中

身を改善して、書き足しているところでござい

ます。

○中野委員 きょうは、もう議論はいいですよ。

ぜひ、秋田県とかあそこら辺のやつと見比べて

みてください。私は、１人でもいいから、これ

に絶対に最後まで、定例県議会で反対しますよ。

委員会の多数決ですけれどね。選挙に負ければ、

このまま出してください。勝ったら、必ず私は

ここに帰ってきて、絶対、こんなわけのわから

ない抽象的なやつは、否決に回ります。

○渡辺委員長 ほかに御質疑ありませんでしょ

うか。

ないようでしたら、次に進みますが、よろし

いですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 その他報告事項についての質疑

は、ここまでといたします。

それでは、各課の説明及び質疑が全て終了し

ましたので、総括質疑を行います。

教育委員会全般についての御質疑はございま

せんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、その他で何かござい

ますでしょうか。

○徳重委員 けさほど、テレビ放映があったよ

うでありますが、県立の商業高校の体育館に生

徒が皆さん集められて、礼儀の作法を指導した

というようなことで。

どうもいろんな話が出ておりましたが、あの

全国放送なるものが、現場の声もしっかり聞か

ずに、ああいう形で放映されるということはい

いのかなという、私は印象を持ったんですよね。

そんなに悪いことではない、当たり前のことを

指導されているのに、あたかも威圧的に先生方

が指導をしているというか、いじめじゃないに
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しても、何かそういう印象を与えてしまって。

私は、関係機関に異議申し立てをすべきじゃな

いかと、ああいう報道はいかがかなという感じ

を持ったんですが、誰か見られた方はいらっしゃ

るかもしれませんが、ちょうど８時半から９時

ぐらいまでの20分ぐらいやっておったと思いま

すが。誰か見られた方で、印象を持たれた方

─商業高校でしたら、高校の先生方で見られ

た人がいらっしゃるかと思いますが、いかがで

しょうか。

○渡辺委員長 まず事実認識として、きちんと

徳重委員がおっしゃっている報道自体を押さえ

て、教育委員会で把握があるのかというところ

から、まず御答弁をお願いしたいと思います。

○川越高校教育課長 御指摘のありましたこと

は、大変御心配をおかけをしまして申しわけな

く思っております。

報道された学校は、延岡商業高校で、礼法指

導の実践でありました。今回報道されましたの

は、けさのフジテレビ系列の「とくダネ！」と

いう番組の、９時ごろの時間帯であったと思い

ます。今回の件、流出しました写真というのは、

ちょうど、延岡商業高校の生徒が前に立ってい

る先生に向かってひれ伏しているように見える

写真が、ツイッターに掲載されていたというこ

とで、ツイッター上で、さまざまな批判的なコ

メントが集まっているということでありました。

３月４日の月曜日に、この件に関して、学校

より本課のほうへ相談を受けたわけですが、そ

れは、このツイッター等の画像の削除をどうし

たらいいかということに関しての相談依頼であ

りました。

その後、学校のほうに取材の依頼があり、た

だ、ちょうど高校入試の期間でありましたので、

学校のほうとしても、現在ちょっと対応が難し

いということでお断りしたんですが、電話だけ

でもというような形で取材の依頼があり、また、

昨日に教育委員会のほうにも取材が来られ、急

遽、きょうの朝に放送という流れになったとこ

ろであります。

問題の画像は、確かに生徒が先生に頭をひれ

伏しているように見える写真ではあるんですが、

これは、ちょうど延岡商業高校が、12月に、販

売実習という地域と大変一体化しました伝統的

な実習をやっているんですが、まさにそのスタ

ートの段階の礼法指導の場面というところで。

これも生徒が無断で撮ったような写真ではなく、

学校が、自分たちの学校の礼法指導を一つやっ

ている実践として、恐らく教員が写真を記録と

して撮りまして、自分たちはこのような実践を

やっているということで、2017年の９月ごろに

学校のホームページに掲載したものであります。

それが、今、突然このような形でツイッター

に出てきたわけなんですが、もともとの学校の

ホームページは、その流れで見ますと、礼法指

導を丁寧に始めていって、その延長の中で、地

域に密着した販売実習が行われているという一

つの流れがわかるものではあるんですが、今回、

そのスタートのところの、たまたまその前に立っ

て話をする先生が先に礼をしまして、ちょうど

卒業式と同じような感じで、その後に生徒が頭

を下げているという場面でしたので、先生が頭

を上げていて、生徒だけが一方的に頭を下げて

いるように見えるという写真が掲載されるとい

うことになったわけです。そのことで本日は報

道されたわけなんですが、このことにつきまし

ては、きょうもさまざまな方面から電話等での

問い合わせ等を受けたところであります。

概略は、以上であります。

○徳重委員 先生が礼を失することはいかんと
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いうことで、同じ目線でというか、先生も座っ

てお互いに頭を下げているんだったらいいけれ

ど、ずっと下げさせているんじゃないか、30分

なり１時間なりそういうことをしているんじゃ

ないかというような印象を与えてしまったとい

うようなこともあったようでありますし。これ

は、今回だけではなくて、あのような指導は何

年か続いているんだそうですね。私は、何ら特

別悪いことをしているとはどうしても思えな

かったんです。それで、あのような形で全国放

送で報道されたことは、非常に残念だなと思っ

たところですよ。

県教委としては、このことについて抗議する

というか、何もしないんですか。何か、私はど

うも腹が立ってしょうがなかったんですが。

○川越高校教育課長 その画像に関しましては、

削除の依頼をしているところではあるんですが、

なかなか、このツイッターとかの削除は難しい

ところがあるということで。それと、個人名の

攻撃とかそういうようなものに関しては、今、

元画像に関しては削除依頼をしているところで

あります。また、元のホームページの画像につ

きましては、既に掲載をしておりません。

○徳重委員 今されている指導は、やはり今後

もずっと続けていかれる予定ですか。

○川越高校教育課長 現在やっている商業高校

の礼法指導も、確かにその写真の場面は正座を

しているんですが、礼をしているのはまさにそ

の時間帯だけで、その後はすぐ足を崩すという

形で、長時間、体育館の床に正座をするような

ものではございません。

したがって、この指導自体については、私た

ちは問題がないと考えているところではありま

すが、このような違和感を覚えた声があったと

いうことは真摯に受けとめて、また、こういっ

た礼法指導とか、挨拶指導とかの意味を、やは

り生徒たちにきちんと伝えていく努力をしなが

ら、なぜこういうことをやるのかということも

しっかり教え、理解していただくことは続けて

いきたいと思っております。

また、このＳＮＳの問題につきましては、現

在、弁護士等に相談しているところであります。

○徳重委員 もう最後にしたいと思いますが、

とにかく礼法指導というのは、もう絶対的なも

の。今まで、家庭でそういうしつけというか礼

の仕方というのは、我々のときには教わってき

たつもりなんですが、今は学校任せになってい

るような感じさえするし。また、実業コースで

あるがゆえに、高校からすぐ一般社会人になる

という方が多いこともあって、そういう指導を

されたんだろうと思っていますし。ぜひ、いい

ことは続けなきゃいけないと思っていますので、

これにめげることなく、前向きに進めていただ

きますように私は思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

○中野委員 皆さんも御存じだと思いますけれ

ど、女の子が虐待で死にましたよね。あのとき

先生に、「お父さんにいじめられております。先

生、何とかなりませんでしょうか」というのが

公表されましたよね。あれを見て、本当に何と

かならんかったのかなと思うんですよ。

それはそれとして。今、私も身近に孫がいる

んで、いろいろ興味があって話を聞いているん

ですけれど。やっぱり、いじめと意地悪。要は、

先生によっては、例えば、意地悪をした子供と

されたほうをしっかり呼んで、説得して解決す

る先生。それと、そういうのがあったけれど、

何にもせんで、見つかったからそれで終わりと

いう２つパターンがありますわ。これは市町村

の教育委員会もかかわることだけれど、しっか
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りそういう研修で。先生のそういう無責任さが、

やっぱり意地悪からいじめになったりするん

じゃないかなと思うんですよ。本当に、そこの

ところは先生の差がありますけれどね。絶対そ

ういうようなことがないように、そういう意地

悪とかがあったら、しっかり犯人─犯人とは

言いませんけれど、原因を見つけて、説得をし

て納得をさせるような。そういう先生の差があ

るな、やっぱり。ワーワー騒いでいるクラスが

あると思うけれど、そこにある先生が行ったら、

ぴたっととまるんですよ。

本当に、今の先生方は大変だと思いますよ、

何かしたらすぐ親からクレームが来て。なので、

やっぱりそこら辺は我々も応援するし、ＰＴＡ

も応援するし、やっぱりしつけの部分は、しっ

かり先生方も強くなって発言するような雰囲気

づくりを─ＰＴＡは何のためにやっておるん

かなと、いつも思うんですよ。やっぱりＰＴＡ

なんかを入れ込んで、そういう子供の指導につ

いてしっかり、親のクレームを恐れずにやるぐ

らいじゃないと。本当に私は、学校教育とは何

かなと。しつけもできん、何か言えば親の、ク

レーマーを怖がってできないというのは、私は

本当に─今は卒業式に行って、「仰げば尊し」

を歌うのかな。時々、聞いたか聞かんような…

…。学校の先生がしっかり自信をもってやるた

めには、もうちょっと周りがしっかり応援する

ような体制をつくるべきじゃないかなと私はつ

くづく思っていますよ。卒業式に行っても「我

が師の恩」なんて、今ごろは全然ないとかなと

思うぐらい。これはやっぱり、みんなでしっか

り対応すべきじゃないかなと思っております。

最後に、教育長、「贈る言葉」を。何か、今の

ことについて。

○四本教育長 いじめ問題に限らず、学力向上

についても、先生によって技量といいますか、

実力が違うのは、これはもういたし方がない、

ベテランもおれば新採もいるわけでございまし

て。

特に最近は、小中学校で退職者がどんどんふ

えているということは、それだけ新しい先生が

ふえてくることでありますから、その水準をい

ろんな意味で保つということは、大変重要であ

ると思っております。

したがって、事業の中にもありますけれども、

いろんな研修制度なりを一層充実させて、当た

り外れの余りないような、そういう学校現場に

していかないといけないと思っている次第でご

ざいます。

○中野委員 小学校、中学校あたりの子供たち

の、先生に対する尊敬というのかな、親にクレ

ーマーなんかいたりするとそんな雰囲気になる

のかなと思ったりすると、本当に教育現場は大

変だと思います。

やっぱり、それはしっかり教育長を中心に。

げんこつぐらいやっていいんじゃないかと。「う

ちの孫には、げんこつでも何でもやっていい

よ」って言うけど、全然げんこつは、ようくれ

ん。そんな雰囲気ですから、やっぱり教育現場

ももうちょっと変わらんと、これからいかんの

かなと思います。

○渡辺委員長 よろしいですか。ちょっと１点

だけ、先ほどの延岡商業の関係の件で確認です

が。

保護者とか生徒の方から、何らかそのことに

ついての申し出があっているというような事実

の有無と、あともう１点だけ、礼法指導と言い

ましたが、それは、商業高校なのでビジネス作

法としてやっている範疇なのか。それとも、ほ

かの学校も含めての、礼儀というレベルのこと
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で取り組んでいるのか。先ほど徳重委員からも

あったように、商業高校なので、すぐにビジネ

スに接するような環境にあるので、ビジネスの

マナーの一環としてやっていることなのか、位

置づけだけを確認させてください。

○川越高校教育課長 保護者や生徒から直接訴

えがあるというものではありません。また、ツ

イッターにつきましても、誰が投稿したものか

というのはわかっておりません。なかなか発信

元というのはわからないような状態であります。

また、礼法指導というのは、どの学校でも大

なり小なりやっているものではありますが、特

に産業系の学校は、やはり就職につながるとい

うものが多いだけに、特に重視しておりまして、

その礼法指導の型というのは各学校の独自のも

ので、やはりそれぞれの伝統、それぞれの学校

の重んじるもので微妙に違いますので、県とし

て統一して、このような形でやるとかいうもの

を決めているものではありません。

ただ、その中で、特に商業高校は直接接客に

かかわるものだけに、やはり先生方がどの学校

以上にも礼儀や挨拶というのを重んじるという

ことを、これは授業だけではなく学校全体で、

例えば、部活等においても非常に挨拶がいいと

いうようなところを徹底しているところはやら

れていると思います。

○渡辺委員長 ありがとうございました。

その他ございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって教育委

員会を終了いたします。

大変お疲れさまでした。ありがとうございま

した。

暫時休憩します。

午後２時26分休憩

午後２時29分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

採決についてですが、委員会日程の最終日に

行うこととなっておりますので、３月12日に行

いたいと思いますが、３月12日は教育委員と意

見交換を先に実施しますので、再開時間を午後

１時とし、教育委員との意見交換を実施後、採

決の時間は意見交換終了後の午後２時10分とし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 暫時休憩します。

午後２時30分休憩

午後２時31分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

それでは、その他、何かございませんでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上で本日の委員会

を終了いたします。

委員の皆様、大変お疲れさまでした。

午後２時31分散会
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午後１時２分再開

出席委員（７人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 中 野 廣 明

委 員 横 田 照 夫

委 員 河 野 哲 也

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 四 本 孝

教育委員

教 育 委 員 松 山 郁 子

教 育 委 員 松 田 聖

教 育 委 員 高 木 かおる

教 育 委 員 木 村 志 保

事務局職員出席者

政策調査課主査 甲 斐 健 一

議事課主任主事 石 山 敬 祐

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

一言、御挨拶を申し上げます。

きょうは、大変お忙しい中御出席をいただき

ましてありがとうございます。県議会の文教警

察企業常任委員会の委員長を務めております、

宮崎市選出の渡辺でございます。あとは、座っ

て少しお話させていただきます。

皆様には、日ごろより本県の教育の発展のた

めに多大な御尽力をいただいておりますことに、

心からお礼を申し上げます。

我々、県議会文教警察企業常任委員会といた

しましては、教育委員の皆様の本県教育に対す

る思いを、きょうはお伺いをして、課題等に関

する共通認識を深めたいというふうに考えまし

て、教育委員会執行部の御協力もいただいて、

今回このような場を設けさせていただきました。

皆様におかれましては、それぞれのお立場で

の業務等がある中、このような貴重な機会をい

ただきましたことに感謝を申し上げたいと思い

ます。

本日は、主に２つのテーマに沿って進めさせ

ていただきますが、その後にその他ということ

で、少し自由なお話もさせていただければと思っ

ております。

ただ、くれぐれもこれは、常任委員会の議事

録に残る形で行っておりますし、我々のほうも

何らかの結論を導き出そうという性格できょう

の会合を行っているわけではございませんので、

短い時間ではございますが、普段皆様が感じら

れていらっしゃることを率直にお話をいただき

まして、本県の将来を担う子供たちの健やかな

成長のために、本日の意見交換会が実り多いも

のとなりますように、どうかよろしくお願いを

いたします。

それでは、早速ですが、お手元に配付の式次

第によりまして進めさせていただきます。

まず、文教警察企業常任委員会の委員を御紹

介をさせていただきます。

大変申しわけございません。きょう、日髙副

委員長が、途中からの参加になります。こちら

に欠席があるような状況で申しわけありません

平成31年３月12日(火)
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が、御了承いただければと思います。

それでは、まず、向かって皆様から左側にな

りますが、都城市選出の徳重委員でございます。

東諸県郡選出の中野委員でございます。

宮崎市選出の横田委員でございます。

向かって右側になります。延岡市選出の河野

委員でございます。

児湯郡選出の図師委員でございます。

それでは、きょう島原委員が御欠席とお伺い

しておりますが、御出席をいただきました教育

委員会の委員の皆様に、自己紹介をお願いした

いと思います。松山委員からということでよろ

しいでしょうか。お願いいたします。

○松山教育委員 皆様、こんにちは。教育委員

の松山郁子と申します。仕事は弁護士をしてお

りまして、平成14年の10月に宮崎に登録してお

ります。教育委員は、平成28年の10月から務め

させていただいております。

きょうは、どうぞよろしくお願いいたします。

○松田教育委員 こんにちは。教育委員の松田

聖と申します。委員になりまして２年目になり

ます。もとは、５年ほど前までは事務局のほう

に携わっておりました。どうぞよろしくお願い

いたします。

○高木教育委員 こんにちは。高木かおると申

します。昨年の４月から教育委員を拝命しまし

て、ちょうど１年を迎えようとしております。

仕事は、ゼロ歳の子供たちから小学校６年生ま

で、また、不登校、登校拒否の問題などもお仕

事として行っているところです。きょうは、忌

憚のないところで学ばせていただければと思っ

ております。どうぞよろしくお願いします。

○木村教育委員 こんにちは、木村と申します。

私は去年の12月から教育委員に携わらせていた

だいております。普段は、仕事は午前中は小学

校の算数の少人数制のほうに入らせていただい

て、昼からは、放課後子ども教室で活動推進員

として従事しております。きょうはよろしくお

願いします。

○渡辺委員長 どうもありがとうございました。

四本教育長も一緒に入っていただいておりま

すので、よろしくお願いいたします。

それでは、意見交換に移りたいと思います。

先ほど申しましたように、本日はまず、教職員

の働き方改革についてというテーマで意見交換

を行わせていただき、その後、開かれた学校づ

くりについてということで意見交換を行います。

その後に、その他ということで、それ以外のテ

ーマについても、少し時間を持てればと思って

おります。

後の採決の関係もありますので、長くなりま

しても２時には終了するつもりでおりますので、

どうかよろしくお願いいたします。

それでは、まず教職員の働き方改革について

ですが、まずは文教警察企業常任委員のほうか

ら、このテーマについて御意見等、お話があり

ましたらお願いをしたいと思いますが、いかが

でしょうか。

○図師委員 今、教員の方々の働く環境が、我

々が小中学校のころとすると大きく様変わりを

しておると思います。例えばですが、教職員の

方々の負担を軽減するために、スクールソーシャ

ルワーカーやスクールカウンセラー、スクール

サポーターや今後はいろんな事務的なサポート

をする専門職や、あと法律関係の専門職も学校

に配置されていく方向性だと思いますが、さま

ざまな方々が学校を支えるという、また分業を

していくという形を今、形づくっていこうとし

ているわけなんですが、果たしてそれが本当に

機能しているものなのか。特に、私は以前、医
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療ソーシャルワーカーをしておったものですか

ら、スクールソーシャルワーカーの方々の役割

は、非常に大切だなと思っておりますし、県の

教育委員会のほうとしても、ソーシャルワーカ

ーなりカウンセラーもそうですが、増員また勤

務時間の長時間化、もしくは処遇の改善等々含

めて、事業展開されているのはわかるんですが、

じゃあ、先ほど言ったいろんな専門家が学校の

中に入ることによって、果たしていじめが減っ

ているのか。不登校が減っているのか。そうい

うものの効果が、果たしてどの程度、今見えて

きているのか、そういう部分に関して何か御意

見があられればまずお聞きしたいと思うのです

がいかがでしょうか。

○渡辺委員長 とりあえず今、御指摘ありまし

たので、今の件につきまして何か御意見がござ

いましたらという形で進めさせていただきたい

と思いますがいかがでしょうか。

○松田教育委員 スクールカウンセラーとかス

クールソーシャルワーカーとか、そういった方

々を学校に配置していって、確かにそういった

専門家の方がその子供を見て、今後どうあるべ

きかというアドバイス等はたくさんいただいて

おります。

ただ、残念ながら複数校を兼務している形が

多いですので、今、図師委員が申されたように、

できればその人たちもその学校だけで、もっと

深く見つめていただくような形で子供に接する

ことができればということで、このスクールカ

ウンセラーとかスクールソーシャルワーカー等

につきましては、多くて問題はないと思います

ので、ぜひふやしていただければと強く思って

いるところでございます。

○高木教育委員 いじめ、不登校は減ってきて

いるのかという御質問ですが、実態としては、

県教育委員会は他県にも先んじて詳しく調査を

していることもあって、数字的な減りというよ

りも実態をよく捉えているのではないかという

ふうに思っています。

問題は、今後この子供たちの実態を踏まえて、

どう対応していくのか。いろいろと報告を受け

る中では、即時的に対応されて、問題を解消さ

れたというケースが多々出てきており、対応と

しては非常に厳しく不登校─我に厳しくです

ね─厳しくいじめや不登校の問題を捉えてい

ることにより、数字としては極端な減りはなく

とも対応はきちんとされてきているというのを、

報告等やまた、現実には地元の小学校・中学校

でも感じてはいるところです。

このソーシャルワーカーとかスクールカウン

セラーが、非常に機能的に学校と連携をとって

いる、双方関係にあると思うんですが、今、松

田委員がおっしゃったように、やはり１人の方

が抱えるケースが多過ぎるというのが、これか

らの課題なのかと。いかに、ふやしていくとい

うか、そういう課題が少し残っている。

ただ、一方では、都城のほうとかでふやして

いただいたりして、少しずつスクールソーシャ

ルワーカーとかの働きが大きいということが、

現場から上がっていることにより、ふえてきて

いるという実態もあるのかなというふうに思っ

ています。

○図師委員 本当に、率直な御意見ありがとう

ございます。

ただ、やっぱり我々も現場のスクールカウン

セラーとかソーシャルワーカーの方と意見交換

させていただいたり、実は私が勤めていたとこ

ろの精神保健福祉士を持った方々がスクールソ

ーシャルワーカーになられている方もいらっ

しゃったりして、その方々から直接お話を聞く
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と、今高木委員が言われたとおり、学校では問

題を顕在化させるために、非常に細かな事例か

らも拾い上げて、早期の対応をしている。なお

かつ、先生方が保護者の方との対応には、やっ

ぱりかなりのエネルギー、ストレスを感じると

いうことで、カウンセラーなりソーシャルワー

カーが入ることで、非常に動きやすくなってい

るという面もある。

しかし、逆に言うと、学校側の情報がカウン

セラーなりソーシャルワーカーまで100％届いて

いないんじゃないかというのもあります。今、

出たとおり、ソーシャルワーカーは数がまだま

だ少ない。ですので、教育事務所に基本配置さ

れており、松田委員が言われたように複数の学

校を担当されています。

そうなると、学校も悪い情報を上げることに

抵抗があるところもまだまだ残っておるのか、

問題が重症化してからでないと介入できないと

いうケースも多々あるみたいです。

そうなってしまうと、なかなか早期の改善に

結びつけるのも難しく、御存じのとおり、不登

校なりが引きこもりの原因にもなりますし、学

校のときの不登校、引きこもりを改善すること

が、成人の引きこもりを解消していくことにも

つながりますので、いかにこの小中学校のいじ

め、不登校というところの早期解決を図ってい

くかが、非常に今求められておるところですし、

それが学校の先生方の働き方の改革の一つの手

段にも大きく貢献していくとは思いますので、

ぜひ教育委員の方々も現場のカウンセラーとか

ソーシャルワーカーの方と意見交換をされる機

会があると思うんですが、よりそういう専門職

の方々が働きやすい環境をどうしたらいいのか

というのも聞いていただいて、またそれを教育

委員会の中で揉んでいただくというようなこと

をしていただければ、ありがたいなと思います。

○渡辺委員長 よろしいですか。もし、今の件

で何かございましたら。

○松田教育委員 最近、家庭での暴力とかで児

童相談所の対応が遅いとは言われますね。現実、

学校でもそういった問題に対して児相と相談は

するんですけども、児相のほうも実はもう、２

カ月、３カ月先まで詰まっている状況があって、

そういった意味では本当に、図師委員が言われ

る、子供たちのことを考えたときには、児相の

ほうともやはり連携していかなければいけない。

しかし、児相のほうも、もう今手一杯の状況が

あるということを考えると、問題が大きくなっ

てとか、もう何ていうか、タイミングがずれて

しまって二、三カ月後にしか面接ができないよ

うな状況があって、そういった意味では、そこ

の連携なり、または充実というのを図っていか

ないと、まだまだ改善は難しいんじゃないかと

おります。

○徳重委員 いろんな不登校が若干ふえている

んじゃないかなと感じているわけでありますが、

そういった子供がクラスに、例えば１人いた場

合でも、その先生は非常にそのことがなかなか

解決まで─自分のクラスの子供をちゃんと指

導していかないといけない。それはもう絶対的

なものなんですが、この１人の子供のために相

当御苦労されておると思うんです。

それで今、おっしゃられるようにソーシャル

ワーカーなりがおいでになって、援助していた

だくわけですが、そこでもその担任の先生の負

担が非常に大きいと思うんですが、そういった

ときに校長なり教頭なりの先生方が支援される

ものか。それとも、教育委員会とも相談される

でしょうが、そこ辺の連携というのはうまく行っ

ているのかなと。もう、１人で悩んでいらっしゃ
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るんじゃないかなという気がしてならなかった

ものですから、そこ辺の解決策はどうされてい

るものか。例えば、それぞれのクラスに１人、

そういった不登校児なり、問題児がおったとき

の処理の仕方とか、どう考えていらっしゃいま

すか。

○木村教育委員 済みません、実際に私の娘の

クラスでも、中学３年生なんですけれども、やっ

ぱり不登校にあった子がいまして、原因が家庭

内における問題だったので、担任の先生がなか

なかそこまで入り込めないというのを聞いて、

たまたま娘が友達だったもので、周りが、私た

ち親の、母親同士の友達とかそういったのが、

できるだけ学校が入り込めないようなところま

で入って助けてあげたというのはあるんですけ

れども、中学校は３年間しかないので、結局行

かないまま卒業を待ってしまう。

ただ、その先に高校受験とかを控えているか

ら、その子がもっと悩んでという時期があって、

学校の担任の先生もなかなか、その子だけでは

ないので、１人ではないので、しんどいやろう

なというのがあったので。もちろん学校側にも

ソーシャルワーカーにも相談されていたんです

けれども、友達だったり何なりが、もっと手助

けできる環境とかがあったので、まだそういっ

たのもふやしていければいいかなと思いました。

○徳重委員 それこそ、大変なことだなと思い

ますが、もう時間的に余裕がないというのが実

態だろうと思うんです。

学校の先生というのは、話をすると、本当、

家庭のことまで聞かざるを得ない。そうすると、

どんどん深みに入っていって、もうどうしよう

もなくなってしまうようなことになっていくん

ではなかろうかなと心配するわけで、そこで児

相なり、それぞれの関係機関との連携も必要か

と思うんだけど。今、どうしたら少しでも早く

解決できる方法が見出せないかなというのが、

我々外から見ておってわからないんですけど、

そこ辺、何とかアドバイスできるような体制づ

くりというか、どこかでそういうアドバイスが

できるような場所があっていいんじゃないかな

という気がするものですから、今質問してみた

ところでした。

○横田委員 先日の委員会で、来年度から検証

という形ですけど、スクールサポートスタッフ

配置事業を始めていただくということで説明が

ありました。授業の準備とか、採点業務の補助、

また学習プリント等の印刷など、いわゆる先生

が授業に専念できるように、それ以外のところ

をサポートしていただくということで、非常に

いい効果が出るんじゃないかなというふうに

思っているところなんですけど。うちのことで

ちょっと恥ずかしいんですが、うちの息子も中

学生のころに学校にときどき行けない時期が

あって、先生がうちまで迎えに来てくださった

んです。それで、先生が来れば行くんですけど、

もう本当ありがたかったんだけど、先生も本当

大変だなと思ったんです。もう、家まで迎えに

来ていただいて、迎えに来させる子供のほうが

悪いんですけど、でも先生の業務ってどこまで

するのが適当なのかなってよくわからないんで

す。

このサポートスタッフがどこ辺までの授業の

内容というか、それになればいいのかなと思う

んですけど、そこらあたりの考えをお聞かせい

ただけないでしょうか。

○四本教育長 スクールサポートスタッフとい

うのは、あくまで教えるということではありま

せんので、授業の中に入っていくとかはありま

せんから、授業の準備、これが結構、実際は時
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間がかかるんです。前の夜遅くまでというのは、

大体次の日の授業の準備を先生がしている。そ

れから、いろんな雑用というとちょっとあれで

すが、プリントコピーであるとか、テストの採

点であるとか、そういうことに限られると言っ

たらいいでしょうか。それがスクールサポート

スタッフであります。

本来は、これはもし予算がいっぱいあれば、

もうたくさん雇ってどっとやればいいんですけ

ど、予算の面がある。

それから、議会等で御説明しておりますとお

り、どういう人にやってもらうかというと、先

生のＯＢであるとか、あるいはそこの学校をよ

く知っている保護者や元保護者であるとか、そ

ういう方にお願いということで、やってみない

とその人たちがどのぐらい集まるというか、お

願いができるのかわからない面もあるんで、そ

ういうこともあって、ちょっと限定的といいま

すか、モデル的にやってみようということです。

そういうことで、やっぱり少しでも先生が、

よく言いますように子供と向き合う時間という

のをやっぱり確保してもらおうということでご

ざいます。

○渡辺委員長 今度のスクールサポート事業と

かについて、委員の先生方からも、どういうこ

とを期待したいということも含めて、御意見あ

りましたら。

○高木教育委員 働き方改革で、部活動がメイ

ンになりがちですが、もちろん部活動は、中学

校で先生方の大変な負担が来ているとは思うん

ですけれども、ときどき学校にお邪魔したりし

ても、周辺業務も、プリントとか、いろんな授

業の準備に当たるまでのさまざまな採点業務と

かも含めて、この書かれているものが非常に負

担になっているのは事実だと思います。

この周辺業務をいかにこう軽減できるかと。

ただ、これは頼めばいいというものでもないの

で、非常にその辺が難しい面はあるんですけれ

ども、試験的に始めてみて、この効果が恐らく

大きなものがあると思うので、できれば裾野が

広がると学校の先生方の負担もどんどん軽減さ

れるんではないかと期待しています。

○渡辺委員長 それでは、働き方とも関連があ

るかと思います。次のテーマの開かれた学校づ

くりというテーマで、委員の皆さんから御意見

ありましたらお願いしたいと思います。

○図師委員 私、地域のライオンズクラブにも

入っておりまして、その活動の一環でコミュニ

ティースクール事業にも参画しております。先

日も、中学校に行きまして、高校入試の際の面

接官─面接があるんですが─その面接官の

ボランティアをしてきたところです。学校の先

生たちも面接指導はされているんですが、部外

者を入れて、面接を模擬的にやるということで、

子供たちも違った緊張感を持って面接の練習が

できるということで、われわれも非常に新鮮な

気持ちでボランティア活動できますし、生徒な

り学校のほうにもいい効果が出てくれればなと

思ったところですが、その他もろもろ、今、本

当に学校外からいろんなボランティアの方を学

校に招き入れてという環境が整いつつあります

が、私、やっぱりちょっと恐れもあって、以前

もそうでした。

池田小学校の事件があるまでは、やはり学校

にボランティアの方を地域から招き入れてどん

どん交流していきましょうと。ところが、あの

事件があってから、一気に学校はその扉を閉ざ

して、ここに来てまたようやくそれが開かれつ

つあるなというのはいい傾向だとは思うんです

が、やはり危機管理というところもしっかり視
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野に入れながら、開かれた学校づくりをしない

と、これがまたちょっとしたことで、ああいう

いたたましい殺人事件まで行かないにしても、

生徒が何か危害を加えられたり、もっと言うと

セクハラ、パワハラみたいなことがボランティ

アからあったとかなると、また一気に地域との

扉が閉ざされてしまいますので、受け入れる側

の体制を、また、適当かどうかわかりませんが、

どういう人材の方が入ってきていただいている

のかというところを、学校とまた教育委員会の

ほうでしっかり把握していかれる必要があるん

だろうなとは思っておりますが、それに関して

何か御意見があれば。

○渡辺委員長 今の点について、委員の先生方

から、もし御意見ございましたら。

○松山教育委員 危機管理に関しては、やはり

図師委員の言われるとおり、最も大事な観点だ

と思います。

お言葉に出てきたコミュニティースクールに

関しては、県立の学校に関しては、これからと

いうところではあるんですけれども、特に学校

の中に、まず制度として学校運営協議会をつくっ

た上で、地域の方にもちゃんと推薦を受けた上

で入っていただいて、ちゃんとメンバーを確定

させた上で地域と連携していくという制度です

ので、そういった意味でも、単純な人と人、地

域の方のボランティア的な精神で来ていただく

だけではなくて、ちゃんとメンバーとして自覚、

責任を持っていただいて、一緒に協働で働いて

いただくという形になりますので、組織として

確立していくことがやっぱり安全にも資するの

かなというふうには感じております。これから

また、検討していきたいと思っております。

○中野委員 済みません、私、開かれた学校づ

くりという意味がわからないんです。委員の皆

さんは、どういうふうにとっておられるのか。

非常に難しいですよ、開かれた。監視をしっか

りするという話じゃないし、逆にね。

○渡辺委員長 その辺のところ、もし、ござい

ましたら、よろしいですか。

○松田教育委員 やはり、もう今学校だけでは、

何というか存在し得ない。今、家庭教育とか社

会教育とかそういったものとの連携なくしては、

もう学校というのは成立し得ないという意味で、

また、学校の取り組みは学校だけで存在し得な

いことの裏返しとしては、周りの協力なくして

は今の学校は存在し得ない部分があると思うん

です。

また、家庭教育についても、今まで言われて

いました家庭教育が弱まってきている。それか

ら、それに対して学校がどうかかわっていくか。

やっぱりもう、入っていかざるを得ない状況に

なってきているわけですから、そういった意味

では地域の方の応援も必要ですし、家庭に対し

て入っていくことも必要です。家庭に対して教

育していくことも、やっぱり学校もせざるを得

ない状況になっていますから、そういった意味

では、学校の抱えている問題、学校が今からや

ろうとしていることを周りの方に伝えていくと

いう意味がやっぱり含まれているんじゃないか

なと思っておりますけども。

○横田委員 今、県外に出ていく若者が非常に

多くて、何とか県内に残ってもらおうという取

り組みがいろんな形でされておりますね。

若者に県内に残ってもらうためには、やっぱ

り地元─歴史も含めてです─地元のことを

知る、地元に愛着を持つ、また地元のために働

きたい、そういう思いを持ってもらうってすご

く大事なことだと思うんです。

今、そういった意味でも地域が子供たちにい
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ろんなイベント、催しとかに出てきてもらって、

いろんな段取りをするんですけど、でも例えば

土曜、日曜とか、スポーツ少年団に皆忙しくて

なかなか出てきてくれないんです。

スポーツ少年団の活動なんかもすごく大事だ

とは思うんですけど、そこらあたりの、何とい

いますか、地域が子供たちを教育していこうと

いう、それにどうやって子供たちを導いていく

か。すごく難しいなと思うんですけど、そこら

あたりをどのようにお考えでしょうか。

○木村教育委員 学校とかでも地域交流授業と

かいうのがあって、地域のお年寄りの方とゲー

トボールをしたりとかいろいろつくったりとか

があるんですけど、そのときに学校の先生たち

はなかなか地域のことを御存じないので、そこ

の間に入って、アドバイザー的ではないですけ

どつなぐ役割の人が必ずいたほうがいいなとい

うのはいつも思っていて、先ほどおっしゃられ

たように、土日はなかなかスポーツ少年団があっ

て、みんな参加できないんですけども、地区で

歩こう会があったりとかマラソンがあったりし

たら、私は自分が放課後子ども教室をしている

ので、その子たちを一緒に出すようにはお願い

しています。

そうしたら、地域のおじいちゃん、おばあちゃ

んと仲良くなったりして、登下校とかでも顔を

合わせるようになるので、その方々が学校に来

たら、池田小のようなこともなくて、安心だな

と思えるのがあって、それが世代を超えて40

代、30代とかにも下がっていったらもっともっ

とつながっていくんじゃないかなと思って、地

域を活性化するために学校の果たす役割は多い

と思うので、そういったことを大事にして取り

組んでいきたいなと思っています。

○高木教育委員 確かに、土日は少年団だとか

何だとかで忙しくて、地域の子供会とか保育連

とかありますが、なかなか子供たちが集まらな

い実態はずっと続いているのが現実です。

今、教育委員会で、高校のほうで、県立学校

を核とした、まち・ひと・しごと創生推進事業

というのを始められようとしていますが、これ

から本当に学校が地域の核になるっていうんで

しょうか。学校任せでもいけないし、地域任せ

でもいけない。双方がお互いに、こう力を出し

合うというんですか。

ある事例で、学校の授業の中の一環で、地域

の方々に来てもらう。ＰＴＡに計画してもらっ

て、いろんな職種の方が地域におられて、保護

者にも。その方々が来て、自分たちでブースを

つくって、こんな仕事─保育士だとか、看護

師だとか、いろんな職種の方がこういう仕事を

しているということを子供たちにスタンプラリ

ー式でやっていたみたいなんですが、そうする

ことで、学校の中に地域の方々が、居場所をつ

くり、自分の仕事を伝え、そして地域でもこん

な仕事があるんだよという意味で、双方関係が

とてもよかったという話を聞きました。

今度、この高校を核とした創生推進事業が、

地方創生という意味でも学校をうまく地域にも

利用してもらうというんでしょうか。学校は、

逆にその地域におられる人材といいましょうか、

来られたついでに働いてもらうというんでしょ

うか。待っているだけではなく出かけていくこ

とも大事だし、ただ、出かけていくことで学校

の負担がふえないように、双方関係というのが

これからは大事なのかなと。

今、できることというのは具体的には浮かび

ませんが、この事業がうまく回りだしたら、非

常に、地域の眠っているというか、起きていらっ

しゃるんだろうけど、学校に目が向いていなかっ
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た方々がもっと学校に、学校を核として自分た

ちも地域の一人として、何かできることがもっ

とふえてくるんではないかなというふうに期待

しているところです。

○横田委員 ありがとうございます。スポーツ

少年団の指導者の皆さんたちも、すごくやっぱ

り子供たちのことを考えてやっていただいてい

ると思うんです。

でも、例えばそのほかのこと、地域の行事に

参加するとかそれも子供の成長にすごく大きな

影響があると思いますので、みんながそのほか

のところの行事まで思いをはせて、自分のとこ

だけじゃなくて、みんなが協力し合うようなそ

ういった関係ができるといいなというふうに思

います。

○松山教育委員 連携という意味でなんですが、

他県に視察に行かせていただいた際に、もうコ

ーディネーターという方がおられて、地域と学

校を連携させ、まとめて─そこはもうコミュ

ニティースクールが定着化していたところなん

ですけども、学校行事やその地域の行事、あと

いろんなスポーツの行事に関しても、全部を把

握した上で、年間計画を立てられるといったよ

うな制度をとられているところがありまして、

そういった形になるのが私も理想かな。なかな

かその組織がうまくいくには、そういう人材が

おられないと難しいところはあるとは思うんで

すけども、そういった形で連携ができて、それ

ぞれが活躍していければいいかなと思います。

○松田教育委員 松山委員が言われたものの追

加という形になると思うんですけども、このコ

ミュニティースクールにつきましても言えるか

と思うんですが、学校の行事と地域の行事、こ

れをすり合わせて、例えば10月の第３日曜日は

何があるとか、地域でこんなことがある。また

は市町村においては一斉清掃があるという形で、

そういたのを事前に連絡をとって、その日にス

ポーツ、要するに部活動だけではなく、地域に

よっては、私がいる地域では一斉清掃のときに

小学校の子供会とかスポーツ少年団、または部

活動の子供たちが一緒に清掃してくれたり。そ

れから地域で文化祭とかがございますよね。そ

うすると、学校の放送委員が地域のほうに出て

司会をしたり、または吹奏楽部の子供たちがそ

の文化祭に参加してより盛り上げてくれるよう

なこともありますので、まだまだ不十分だと思

いますけども、そういったところが今後コミュ

ニティースクールなり、または今まであった学

校支援地域本部事業等でだんだんと進んでいく

んじゃないかなと思っております。

○中野委員 今、私は孫と一緒に住んでいるん

です。それで、娘は熊本。熊本と比較しながら

見ている。すると今、皆さんが一生懸命考えら

れて、学校でのコミュニティーがどうのこうの

とか言うじゃないですか。それで、私はそうい

う理想の姿と現実の姿が余りにも離れているの

かなと思うんです。

おととい日曜日、初午祭があって、今本庄高

校の校長先生がかわって、初めて地域のそうい

う行事に出るとか。だから、私は何でもそうで

す。そこの学校の校長先生がどういう考え方を

持つかでかなり差が出てくると思うんです。

だから、教育委員の皆さんとしては、教育委

員会と話してやっぱり、同じレベルの考え方を

持ったトップリーダーを育てるというのかな、

現実も含めて、ぜひやってもらいたいんです。

教育委員会でただ議論しているんじゃなくて、

本当に校長に伝わるようなそういう考え方。本

当に学校の先生は、わんぱくな子を抱えて大変

だなと思って。いろいろ見ていますけど、何か
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理想の世界が多い。それを現実に直すようにやっ

ぱり、しっかり委員会、委員も含めて議論して

いただきたいなと希望しておきます。

○渡辺委員長 関連して、私のちょっと個人的

な発言ですが、私は小学校と中学校の子供がい

る保護者でもありますけど、今開かれた学校づ

くりとか地域の人材の活用という観点で考えて

いくときに、保護者なので先生たちのことがあ

る程度わかりますが、学齢期の子供がいない地

域の方々から見ると、校長先生と教頭先生ぐら

いしか、場合によっては生活指導の先生方がちょ

こっとというぐらいはあったとしても、学校の

中にたくさんいらっしゃる先生の顔が全く見え

ない形で地域とのつながりがあるかなという気

がすごくしていて。今、教育委員会でも進めよ

うとされているようなことをやっていくために

は、現場の先生方の意識改革というか、例えば、

お祭りとか地域の行事に中学生を引率してきて

いるけど、来ている先生は、もちろん引率です

から当たり前かもしれませんが、生徒さんたち

とだけ話していて、その周りにたくさんいる地

域の人とは一切交流がなく、参加しているけど

帰っていくみたいなのも、何となく見えるよう

な気もしたりしているので、こういうことが進

むには、学校の現場の管理職ではない先生方も

含めて、自ら本当に地域と接しようという、多

少なりの意識改革がないと、なかなか開かれた

学校というふうにはならないのかなという印象

を持つんですが、その辺何か、教育委員会の中

で議論があったりとか、先生方のお考えがあっ

たりすれば、ちょっとお伺いしたいと思います。

○高木教育委員 今のお話も含めてですが、一

方で働き方改革があり、非常に先生方の負担を

減らすという意味では、ちょっと地元でも出て

くる話が、地域の行事にいろいろ出ると働き方

改革と逆行するんじゃないかとかいう声も聞こ

えてきたりする。片方で、やはり今、渡辺委員

がおっしゃったように、やはり先生がちょっと

こう、こっちを向いてくださると、地域がこう、

何ていうんですか、心が緩むというか、温かく

なるというか、そういうことも事実であると思

います。

今、非常に、働き方改革を進めなければなら

ない。コミュニティースクールも進めなきゃい

けない。あれもこれもとある中で、今大事なこ

とは、できないこと探しよりもできること探し

を、先生方もそれから地域も今は求められてい

るのかなと。何ができるのか。これは、保護者

もだと思います。ＰＴＡも何ができる。できな

いからと言ってこう排除するとかいうんじゃな

くて、できることは何か一つないですかという、

そこで助け合うというんでしょうか。

今、この非常にゆとりのない社会の中で、で

きないこと探しでこう、できないできないと否

定的になるよりも、できる、したほうがいいこ

ともあるし、できること探しが今ちょっと大事

なのかなと。ちょっと抽象的になるのですが、

具体的にどうということが今の段階では言えな

いんですが、この学校の先生たちに何ができる

かとか、地域には、この学校の地域では何がで

きるかということを、今このコミュニティース

クールのこの事業を通して出し合う。たくさん

出し合いながら、一つずつ確実にしていくこと

が大事なのかなというふうに思っています。

○渡辺委員長 ありがとうございます。残り時

間も限られてきましたけれども、２つのテーマ

以外でも結構ですので、御意見ございましたら

どうぞ。

○中野委員 さっき言ったように、私、孫と住

んでいます。私もいい歳になって、つらづら思



- 112 -

平成31年３月12日(火)

うにやっぱり義務教育は大事だなと思うんです。

歴史だって中学校で学んだことぐらいで大体通

用する。そうすると、高校に行ったらサイン、

コサイン、タンジェントまで習うけど、高校を

卒業したら今まで一回も使ったことないですね。

そういうことを考えますと、やっぱり教育基本

法かな、もう一つやると義務教育は子供たちが

社会に出たときに、やっぱり社会の一員として

形成できる知識とか学問とかを身につけるため

に、無料になっておるわけです。

私、一回聞きたいんです。何でもそうです。

学力テストの順番が出ています。私は順番が出

ている以上は、やっぱりみんな子供生まれて、

もう幼稚園から競争時代じゃないですか。やっ

ぱりそこを目指して頑張るべきだと思っている

んです。

ただ、それが一挙に上がるとは思いません。

そういう、やっぱり姿勢とか、学力向上の雰囲

気とか、そういうことが私は大事じゃないかな

と思っているんです。

ですから、例えば、同じ小学校４年生か５年

生で、漢字100問テストというのを熊本もやって

います。100点とるまでと言ったら無理だけど、

２回、３回、同じ問題をやっているわけ。ある

学校ってもうわかりますけど、50問テスト１回

で終わりです。そこ辺が何か、漢字というのは

やっぱり、俺なんか全然漢字書けませんけど大

事ですよね。そんなことを考えると、やっぱり

教育委員の皆さんは、学力向上について、どう

いう考え方を持っておられるのか。簡単で、余

り必要ないというなのか。大事なことなのか。

しつけも大事ですよ。もう、勉強ができれば

全て社会に出ていいという、そんな話じゃない

ですからね。その中で、人間として、学力につ

いての意見を簡単でいいです。本当、大事かど

うか。いや、普通にしとけばいいという話なの

か。ぜひお聞かせください。

○高木教育委員 学力というか、知識というも

のは、生きていく上で自分を助けますし、人と

もつながっていくものでもありますし、今おっ

しゃられたように、学力は大事なんだと思いま

す。

特に、義務教育が大きなウエートを占めてい

るなというのは感じますが、一方で宮崎県、学

力テストの結果に捉われずというと語弊がある

かもしれませんけど、学力テストの結果にこう、

何ていうんでしょうか、そればかり気にかけて、

それのための対策をしているというような話も

耳にすることもあります。その学力テストの点

数を上げるための勉強をするという。

本当、宮崎県が確かな学力ということをよく

口にされますけど、教育長を初め、確かな学力

がすぐに結果が伴わないものがあったとしても、

身についていく過程は非常に努力されていると

いうふうには感じています。まだ、結果が数字

として表れないのが、中野委員のおっしゃるよ

うなところもあるのかなと思いますが、個人的

にも教育委員会としても、学力向上というのは

大切な分野の一つだというふうにとられて、皆

さんでいつも協議をしているところです。

○松山教育委員 私ども、当然学力はとても重

要だと思っていますし、そのためにも、やはり

今回のテーマでもある教職員の方が子供さんの

学力含めた教育に時間を割けるように、そうい

う環境をつくっていくことが一番大事なんだと

思っています。

また、同時にコミュニティースクールも関係

するんですけれども、知識だけではなくて、最

近は自分で考えて答えを出すですとか、答えの

ない問題について議論をしたり、考えていくと
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いう能力も必要になってきていますので、それ

も含めた学力っていうことを重視して教育を進

めていくべきだと思います。

○松田教育委員 私、小学校２年生のときの先

生の名前とか、私にしてくださった指導を今で

も覚えています。小学校２年というのは、掛け

算九九ですよね。そうすると、放課後、掛け算

九九ができなかったので、しょっちゅう残され

ていました。それは、やはり先生の思いという

のがあったと思うんです。

義務教育の目標の一つに、各個人の有する能

力をのばす、これが多分、中野委員の言われて

いる学力の部分とつながると思うんです。そう

いった意味では、現状に甘んじない、高みを目

指すということが、教師として大切なことであ

ると思います。それを県としては、全教職員に

そういったことを周知徹底していく必要がある

のだろうし、我々が鍛えられたことが今、後輩

というような子供たちに反映されることが必要

じゃないかなと思っております。掛け算九九は、

本当、今でも覚えておりますけれども、それぐ

らいの熱意が必要じゃないかなと思っておりま

す。

○木村教育委員 学力向上というか、今の子た

ちを見てていつも思うんですけど、記述式とか

自分の考えを述べたり、何でこうやって考えた

の、判断したのっていう問題を聞くと、今の子

たちって単語だけで会話をするんです。「先生、

教室にプリントを忘れました。」「だから何」っ

て聞くんですけど、周りの大人が手をかけすぎ

て、その子たちのをくみ取ってしまって、その

子たちの結論を言わせないような感じになって

いるんです。だから、もちろん掛け算九九とか、

そういう基礎的なものを学校でも教えてあげら

れると思うんですけど、Ｂ問題を伸ばすために

も、周りの大人とかも、その子を「だから何」

とか、そういうことを声かけてあげて、そうし

たらその子たちがもっと考える力ができるん

じゃないかなと思います。

本を読んだりも大事だよというのもよく言う

んですけど、読書をしてても学力がない子もた

くさんいるんです。結局、その子たちは結論あ

りきの本ばかり読んでて、うやむやというか曖

昧な本を読んで、その子なりの考えとかが持て

ないというか、そういった子が多いのかなと思

うので、もちろん子供たちもですけど、保護者

にもそういうこともありますよっていう情報な

りを発信していくのが大事かなと思います。

○中野委員 済みません。やっぱり働き方改革

でもそうですよね。私は、いかに先生の無駄、

雑用を省くかだと思うんです。だから、私がま

だすっきりしないのは、最初は、働き方改革は

残業時間から出たじゃないですか。それには突

出した部活動の先生たちの時間が入っているわ

けです。じゃあ、その突出した部活動の先生た

ちの時間外を除いた場合に、一般の先生たちの

残業がどれぐらいになっているかっていうこと

を、しっかり把握すべきなんです。だから、学

力向上もやっぱり先生たちが子供を教える時間

に重点的に。雑用とかをふやした時間が、私は

どうなのかって知りたいけど、私は前から言っ

ているけど、今、教育委員会に出てないですよ

ね。だから、残業っていっても、先生の自分個

人のための勉強なのか、学校にいて丸つけする

ための時間なのか。私は、そこら辺もやっぱり

しっかりある程度把握しないと、働き方改革な

んて、私はちらっと見たこんな厚い冊子の中で、

そんな議論で、ただタイトルがなっているだけ

で実態と合うのかなっていう疑問があるんです。

やっぱり知識といっても、知識もやっぱり学問
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もないといかんし、私も学問だけのテストだけ

じゃないけれども、やっぱりトップと平均が８

ポイント、９ポイントちがうわけです。だから、

それに近づくような努力、そういうのをしっか

り私はやるべきだと。

極端な言い方をすると、宮崎県の子供は頭が

悪いのか、環境が悪いのか、教え方が悪いのか、

そんな単純な議論もできるわけです。ぜひ教育

委員の皆さんもそれぞれのエキスパートですけ

ど、そこ辺を生かしながら。学校改革なんて、

私はそこにおった人じゃないとわからんと思う

んです、逆に。やっぱり校長先生がしっかりそ

ういう意識をもってやれば、私は改革はできる

と思っていますので、しっかり議論をして、宮

崎県の教育委員としてぜひ頑張ってください。

お願いします。

○渡辺委員長 そろそろ時間が迫ってきていま

すけど、最後に。

○図師委員 私は、ここ２年ほど議会で高等学

校の適正規模のことについて、ずっと取り上げ

てきました。

まだ委員の皆さんは、委員になられてから日

が浅いので、どういう内容を取り上げてきたか

説明するとかなり長いんですが、要は、今、県

立高等学校の適正規模という一つの物差しがあ

ります。１学年４クラス、１学級40人以上、こ

れが適正規模とされています。ただ、この適正

規模にはまらない高校が複数あります。その中

で統廃合が粛々と進められていて、昨年だけで

も西都商と妻高校、高鍋高校と都農高校がもう

統廃合が決まって。特に都農高校に関しては、

生徒数が一時、一学年60人台まで落ち込んだと

きがあったんですが、ここにきて100人を超えた

りとか、100人近くまで生徒数が回復してきたに

もかかわらず、統廃合を進められてしまいまし

た。

長くなるといけませんので、要は、今後、県

内の高校でも、先ほど言った適正規模を下回っ

ている高校は複数あります。ここを統廃合を進

めるのか、進めないのか。その決定は皆さんた

ちがされることになります。やはり、地域の方

なり、そこの教育関係者、保護者の方々と本当

に意見交換をされて─地域から学校がなくな

ることは、もうご存じのとおり地域の火が消え

るのと同じことです。私、今まで小中学校がな

くなってくるのを、大学がなくなってくるのを

見てきました。なくなった途端から、地域は一

気に勢いがなくなっていきます。

ですから、学校、もちろん子供たちの教育環

境を整備するというのも大切なんですが、地域

と学校の相関関係というのをぜひ皆さんたち、

たくさん理解をしていただいて、学校を守るこ

とは地域を守ることになるんだという意識をぜ

ひ持っていただきたい。

先ほどから中野委員も言われる学力向上も、

秋田県の例なんかでは、秋田は適正規模を下回っ

ても残すんです。それだけ地域が一生懸命学校

を守りたい。それで、学力を小規模だから低下

させないという教育委員会のプライドがあると

おっしゃっていました。そういうことではなく、

小規模だから学力は伸ばせる。よりマンツーマ

ンの教育ができる。もっというと、ＩＴを利用

して遠隔でも教育が受けられる。そういう環境

を整備すれば、学力は絶対に落ちませんという

ことも、我々、直接行って話を聞いてきました。

今後、また統廃合は必ず皆さんたちの教育委

員会の場で議論がされていきますので、そこで

の判断というのをぜひ慎重にしていただきたい

と思いますが、何かお考えがあれば。

○高木教育委員 まだ私の地元では適正化に当
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たって統廃合っていう話はないんですが、やは

り、統廃合になるかもという話を聞くと、今、

図師委員がおっしゃったように、地域から火が

消えるという話をよく聞きます。小学校でも休

校になったところは、苦渋の選択をされたとい

う中で、休校やむなしと。

子供、生徒さんが減っていくという実態と今

後ふえるっていう実態も踏まえたり、また地域

と話し合いのもとに進めていくことなのだろう

と思いますし、また片方で、学校の後の活用も

地域と考えていかないといけないのかなと。個

人的には統廃合がどんどん進めばいいとは思っ

てはいませんし、教育委員会もそのような考え

のもとに動いておられるわけではなく、本当に

苦しい中での協議の末だというふうに理解はし

ています。

これからのあり方、いろんな学校の統廃合後

の学校の活用方法もいろいろと見てまいりまし

た。県内でも支援学校に使われているとか。い

ろんな使われ方も逆にあって、それでまた地域

が元気になっているというのも見ていますし、

なくなるというのは単純に寂しいことであるけ

れども、その後の活用っていうことも視野に入

れていくことも、人口減のこの状況の中で片方

では必要なのかなと個人的に考えているところ

です。

○渡辺委員長 ありがとうございます。

そろそろ２時が近づいてきておりますので、

今回の意見交換はここまでとさせていただきた

いと思います。

我々、常任委員会も、このようなことを考え

ながら、日ごろ、教育委員会事務局と議論をい

ろいろしておりますので、お互い思うところは

宮崎県の教育の発展だと思いますので、また今

後ともお力添え、御尽力を心から申し上げまし

て、御挨拶とさせていただきたいというふうに

思います。本当にきょうはありがとうございま

した。

暫時休憩いたします。

午後１時59分休憩

午後２時０分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

各議案につきまして、賛否も含め、御意見がご

ざいましたらお願いいたします。必要があれば

休憩もしますが、特によろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、これより議案の採決

を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、一括して採決をする

ことといたします。

議案第１号、第15号から第19号、第29号、第30

号、第32号、第34号、第41号、第49号、第63号

から第65号、第77号及び第78号につきましては、

原案のとおり可決することに御異議ありません

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、

各議案につきましては、原案のとおり可決すべ

きものと決定をいたしました。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目として御要望等はございま

せんでしょうか。

暫時休憩いたします。

午後２時２分休憩
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午後２時３分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくということで御異議ございません

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

教育及び警察行政の推進、並びに公営企業の

経営に関する調査につきましては、引き続き閉

会中の継続調査といたしたいと思いますが、御

異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

最後に、その他で何かございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 よろしいでしょうか。

それでは、実質的な審議は、きょうが委員会

最後になるかと思います。１年間、大変お世話

になりました。皆さんと一緒に県の教育行政等

の向上のために議論ができたのは、大変有意義

な時間だったと思っております。本当にありが

とうございました。

副委員長、どうぞ一言。

○日髙副委員長 本当、１年間ありがとうござ

いました。いろんなこと、１期２回目の文教警

察企業、本当に勉強になりました。また、来期、

皆さんでできるといいなと思っています。どう

ぞよろしくお願いします。本当にお疲れさまで

した。

○渡辺委員長 それでは、以上で委員会を終了

いたします。皆さん、１年間大変お疲れさまで

ございました。ありがとうございました。

午後２時４分閉会
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